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は じ め に

１９４８年（昭和２３年）に国連総会において世界人権宣言が採択された

後、これまで数十年の間に人権に関する様々な条約が採択されるなど、人権

保障のために国境を越えた連携がより一層必要となってきている。我が国も

児童の権利に関する条約をはじめ諸条約を締結し、人権が尊重される社会の

実現に努めてきている。

これまで、我が国では、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本

国憲法の下で、人権に関する各般の施策が講じられてきた。また、教育基本

法に基づき、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者の育成を

期する教育が、家庭・学校・地域のあらゆる場において推進されてきた。こ

のような人権に関する施策や教育の推進により、人権尊重社会を実現する上

で一定の成果が達成されてきたのは確かである。

しかしながら、人権教育・啓発に関する基本計画（平成１４年３月閣議決

定。以下 「基本計画」という ）で指摘されているように、生命・身体の安、 。

、 （ ）全にかかわる事象や不当な差別など 今日においても様々な人権問題 注１

が生じている。特に、次代を担う児童生徒（幼児を含む。以下同じ ）に関し。

ては、各種の調査結果に示されるように、いじめや暴力など人権に関わる問

題が後を絶たない状況にある。さらには、児童生徒が虐待などの人権侵害を

受ける事態も深刻化している。

基本計画は、様々な人権問題が生じている背景として、人々の中に見られ

る「同質性・均一性を重視しがちな性向や非合理的な因習的意識の存在 、社」

会の急激な変化などとともに 「より根本的には、人権尊重の理念についての、

正しい理解やこれを実践する態度が未だ国民の中に十分に定着していないこ

と」を挙げている。また、学校教育における人権教育の現状に関しては 「教、

育活動全体を通じて、人権教育が推進されているが、知的理解にとどまり、

人権感覚が十分身に付いていないなど指導方法の問題、教職員に人権尊重の

理念について十分な認識が必ずしもいきわたっていない等の問題」があると

し、人権教育に関する取組の一層の改善・充実を求めている。

さらに、基本計画は 「人権教育・啓発の推進方策」として 「学校におけ、 、

る指導方法の改善を図るため、効果的な教育実践や学習教材などについて情
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報収集や調査研究を行い その成果を学校等に提供していく こと また 人、 」 、 、「

権教育の充実に向けた指導方法の研究を推進する」ことを明示している。

本調査研究会議は、こうした指摘を踏まえ、人権についての知的理解を深

めるとともに人権感覚を十分に身に付けることを目指す人権教育の指導方法

等の在り方を中心に検討を行ってきた。

本調査研究会議としては、平成１６年度も人権教育に関する具体的な課題

について検討を重ねる予定であるが、現時点でとりまとめた内容を広く公表

することとした。とりまとめにおいては、特に、人権教育とは何かというこ

とを分かりやすく示すとともに、児童生徒はもちろんのこと教職員一人一人

が人権尊重の理念を理解し、体得することが重要であることを強調した。

学校における人権教育の推進に当たって、このとりまとめを積極的に活用

していただくことを切に願うものである。

（注１）基本計画では「現在及び将来にわたって人権擁護を推進していく上で、特

に、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、 感染者ＨＩＶ

やハンセン病患者等をめぐる様々な人権問題は重要な課題となっており また 犯」、 、「

、罪被害者及びその家族の人権問題に対する社会的関心が大きな高まりを見せており

刑事手続等における犯罪被害者等への配慮といった問題に加え、マスメディアの犯

罪被害者等に関する報道によるプライバシー侵害、名誉毀損、過剰な取材による私

生活の平穏の侵害等の問題が生じている。マスメディアによる犯罪の報道に関して

は少年事件等の被疑者及びその家族についても同様の人権問題が指摘されており、

その他新たにインターネット上の電子掲示板やホームページへの差別的情報の掲示

等による人権問題も生じている」ことが指摘されている。
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第Ⅰ節 学校教育における人権教育の改善･充実 の基本的考え方について

人権とは 「人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」、

（平成１１年人権擁護推進審議会答申。以下 「審議会答申」という ）であ、 。

る。基本計画では、さらにこれを 「人間の尊厳に基づいて各人が持っている、

固有の権利であり、社会を構成するすべての人々が個人としての生存と自由

、 」を確保し 社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利

と明記している。人権を構成する一つ一つの権利は相互に優劣をつけること

のできないものではあるが、とりわけ、全国各地で児童生徒をめぐって起き

ている様々な事件にかんがみるとき、何よりもまず人間の生命はかけがえの

ないものであるという自明のことを改めて強調しておきたい。

人権教育とは 「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動 （人権教育、 」

及び人権啓発の推進に関する法律第２条）を意味し 「国民が、その発達段階、

に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができる

よう （同法第３条）にすることを旨とするものである。」

学校教育においては、児童生徒一人一人が「人権の意義やその重要性につ

いての正しい知識 （ 審議会答申 ）を十分に身に付けるとともに 「日常生」「 」 、

活の中で人権上問題のあるような出来事に接した際に、直感的にその出来事

はおかしいと思う感性や、日常生活において人権への配慮がその態度や行動

に現れるような人権感覚 （ 審議会答申 ）をも十分に身に付けることが必要」「 」

である。このため、学校は、人権教育をめぐる国内外の動向を踏まえつつ、

その教育活動全体を通じて児童生徒の発達段階に応じ創意工夫を凝らして人

権教育に取り組むことが求められる。

本調査研究会議としては、各学校において人権教育の一層の改善・充実が

図られるよう、次のような基本的考え方を提示する。なお、以下では、人権

「 」の意義・内容や重要性についての正しい知識を身に付けることを 知的理解

とし、上記の人権問題を直感的にとらえる感性及び人権への配慮が態度や行

動に現れるような人権感覚をまとめて「人権感覚」として表記している。



- 4 -

（１）人権教育の目標について

学校教育において人権教育を進めるに当たっては、先に述べたように、人

権についての知的理解を深めるとともに、児童生徒が人権感覚を十分に身に

付けるための指導を一層充実することが必要である。

各学校において人権教育に取り組むに際しては、まず、人権に関わる概念

や人権教育が目指すものについて明確にし、教職員がこれを十分に理解し、

組織的・計画的に進めることが肝要である。人権教育に限らず、様々な取組

を進めるためには目標を明確にすることが重要であり、それによって、組織

的な取組が可能となり、改善・充実のための評価の視点も明らかになるから

である。

しかし 「人権尊重の理念」というような人権に関わる概念が抽象的で分か、

りにくい、といった声もしばしば聞かれるところである。

人権尊重の理念は 「自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理、

、 、 、解し その権利の行使に伴う責任を自覚して 人権を相互に尊重し合うこと

すなわち、人権の共存の考え方ととらえる （ 審議会答申 ）べきものとされ」「 」

ている。このことを踏まえて、人権尊重の理念について、特に学校教育にお

いて指導の充実が求められる人権感覚の側面に焦点を当てて児童生徒にも分

かりやすい言葉で表現するならば ［自分の大切さとともに他の人の大切さを、

認めること］であると言うことができるであろう。もちろん、この［自分の

大切さとともに他の人の大切さを認めること］については、そのことを単に

理解するにとどまることなく、それが態度や行動に現れるようになることが

求められることは言うまでもない。

すなわち、一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意義・内容

や重要性について理解するとともに ［自分の大切さとともに他の人の大切さ、

を認めること］ができるようになり、それが様々な場面や状況下での具体的

な態度や行動に現れるようにすることが、人権教育の目標である。

このような人権教育の実践が、民主的な社会及び国家の形成発展に努める

人間の育成、平和的な国際社会の実現に貢献できる人間の育成につながって

いくものと考える。
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各学校においては、上記のような考え方を基本としつつ、児童生徒や学校

、の実態等に応じて人権教育によって達成しようとする目標を具体的に設定し

主体的な取組を進めていただきたい。

（２）[自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること］ができるような

児童生徒の育成

［自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること］ができるような人

権感覚は、そのことを児童生徒に繰り返し言葉で説明するだけで身に付くも

のではない。このような人権感覚を身に付けるためには、学級をはじめ学校

生活全体の中で自らの大切さや他の人の大切さが認められていることを児童

生徒自身が感じ取ることができるようにすることが肝要である。一人の人間

として自らが大切にされているという実感をもつことができなければ、自己

や他者を尊重する感覚をもつことは難しいからである。さらに、自分と他の

人の大切さが認められるような環境をつくることにまず学級・学校の中で取

り組むとともに、家庭、地域、国、国際社会などのあらゆる場においてもそ

のような環境をつくることが必要であると気付くことができるように指導す

ることも重要である。

また ［自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること］ができるとい、

うことが態度や行動にまで現れるようにすることが必要である。すなわち、

他の人と共によりよく生きようとする態度や集団生活における規範等を尊重

し義務や責任を果たす態度、具体的な人権問題に直面してそれを解決しよう

。とする実践的な行動力などを児童生徒が身に付けることができるようにする

具体的には、各学校において、教育活動全体を通じて例えば次のような力や

技能などを総合的にバランスよく培うことが求められる。

① 他の人の立場に立ってその人に必要なことやその人の考えや気持ちな

どが分かるような想像力や共感的に理解する力

② 考えや気持ちを適切かつ豊かに表現し、また、的確に理解することが

できるような、伝え合い分かり合うためのコミュニケーションの能力や

そのための技能

③ 自分の要求を一方的に主張するのではなく建設的な手法により他の人

との人間関係を調整する能力及び自他の要求を共に満たせる解決方法を

見いだしてそれを実現させる能力やそのための技能
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第Ⅱ節 学校教育における指導の改善・充実に向けた視点

学校教育における指導の改善・充実のためには、第Ⅰ節に示した基本的考

、 。え方を踏まえつつ 以下のような視点に留意することが必要かつ有効である

（１）人権教育全般に関わる視点

①教職員における人権尊重の理念の理解・体得

まず、教職員が人権尊重の理念について十分に認識し、児童生徒が自ら

の大切さが認められていることを実感できるような環境づくりに努める。

教職員は、児童生徒に直接接し、指導することでその心身の成長発達を促

進し支援するという役割を担っている。したがって、児童生徒一人一人の

大切さを強く自覚し、一人の人間として接するという態度をもって指導す

、 。るという教職員の姿勢そのものが 人権教育の重要な部分であると言える

だからこそ、教職員は、自らの言動が児童生徒の人権を侵害することにな

らないよう常に意識をしておかなければならないのである。

また、教職員同士の間においても互いを尊重する態度を大切にする。例

えば、指導上の課題について互いによく話し合うことができるような環境

づくりに努める。

このように教職員が人権尊重の理念を十分に認識し人権教育を推進する

ことができるようにするため、学校や教育委員会等において効果的な研修

を実施する。

②学校教育活動全体を通じた人権教育の推進

学校教育においては［生きる力］をはぐくむ教育活動を進めている ［生。

きる力］については、平成８年の中央教育審議会答申において 「自分で課、

題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問

題を解決する資質や能力 「自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人」、

を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性 「たくましく生きるため」、

の健康や体力」が重要な資質や能力として挙げ ている。られ

人権教育は、この［生きる力］をはぐくむ学校教育において、各教科、

道徳、特別活動、総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ、教育活動
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全体を通じて推進されるものである （注２）。

また、日常の学校生活も含めて人権が尊重される学級・学校とするよう

に努める。例えば、児童生徒の意見をきちんと受け止めて聞く、明るく丁

寧な言葉で声かけを行うことなどは当たり前のことであるが、教職員は改

めて児童生徒一人一人の大切さを強く自覚し、一人の人間として接しなけ

ればならない。一方、いじめや暴力をはじめ他の人を傷つけるような問題

が起きたときには、これらの行為を看過することなく学校全体として適切

かつ毅然とした指導を行い、いわば正義が貫かれるような学級・学校とす

るように努める。

なお、このような学級・学校にするために、教職員だけでなく児童生徒

自身も自らの大切さや他の人の大切さが認められるような環境づくりに主

体的に取り組むことが重要であることはもちろんのことである。

（２）人権教育を進める上での組織的体制と連携に関わる視点

③学校としての組織的な取組とその点検・評価

校長のリーダーシップの下、教職員が一体となって人権教育に取り組む

体制を整え、人権教育の目標の設定、指導計画の作成や教材の選定・開発

などの取組を組織的・継続的に行う。

各学校においては、こうした人権教育の取組について、学校自らが点検

・評価を行い、その点検・評価の結果を基に学校が主体的にその取組の不

断の見直しを行うとともに、保護者や地域の人々に積極的に情報提供する

よう努める。その際、学校評議員制度を活用する、保護者等の意見を聞く

機会を設けるなどの工夫も考えられる。

④家庭・地域との連携及び校種間の連携

、 。 、児童生徒は 家庭・学校・地域の中で日々を過ごしている したがって

共に児童生徒を育てていくという視点に立ち、例えば、保護者や地域の

人々に授業等を参観してもらう機会を積極的に設けるなど 「開かれた学校、

づくり」を進め、家庭・地域との連携を推進することによって、人権教育

の効果を高めるよう努力する。

なお、連携に当たっては、家庭や地域の大人たちが人権尊重の理念につ
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いて十分に認識していることが大切である。児童生徒とともに大人自身に

も ［自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること］が求められる。、

このため、例えば、児童生徒による取組が身近な大人の啓発にも資するよ

うな工夫を行う、学校の取組を保護者等に積極的に公表する、あるいは児

。童生徒と保護者が一緒になって活動に取り組むなどの工夫も効果的である

また、人権教育を効果的に推進するため、各学校段階ごとの取組だけで

、 。 、なく 保・幼・小・中・高等学校などの間の一層の連携に努める 例えば

児童生徒の発達段階に配慮したカリキュラムを共同で研究する、校種を越

えて授業研究を行うなどの取組を通じて、系統的・継続的な人権教育の実

践に努める。

（３）内容・方法に関わる視点

⑤自主性の尊重や体験的な活動を取り入れるなどの指導方法の工夫

児童生徒の自主性を尊重し、指導が一方的なものにならないよう留意す

ることにより、課題意識をもって自ら考え主体的に判断する力や実践的な

行動力を育成する。例えば、児童生徒それぞれが異なる意見をもっている

ことに気付くように工夫する、学級活動・ホームルーム活動や児童会活

動・生徒会活動などにおいて自分たちでルールをつくる経験を積み重ねる

など、指導方法を工夫し、多面的・多角的に考える力や合理的なものの見

方・考え方を育てる。

また、豊かな人間性・社会性をはぐくむため、多様な体験的な活動を取

り入れるなどの指導方法の工夫を行う。例えば、様々な人々との交流活動

や擬似体験活動などにより、人間関係を築く能力やコミュニケーションの

技能、他の人の立場に立って考えられるような想像力を培うなど、学校の

実態等に応じて、創意工夫を凝らして取り組む。なお、体験的な活動など

の取組を系統的に展開する、事前指導・事後指導を工夫することなどによ

り、その取組が単発的なものに終わることなく、人権教育における意義を

明確にし、その成果を効果的に生かしていくことが肝要である。

さらに、児童生徒一人一人が活躍できるように配慮し、達成感を味わわ

せ、自立心を養うような工夫に努める。
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⑥児童生徒の発達段階や実態に即した内容・方法

学校において人権教育に取り組むに際しては、児童生徒が心身ともに成

長過程にあることを十分に留意した上で、それぞれの発達段階や児童生徒

の実態に即した教育内容・方法とする。

⑦教育の中立性の確保

教育活動と政治運動・社会運動とを明確に区別し、学校は公教育を担う

ものとして主体性をもって人権教育に取り組み、特定の主義主張に偏るこ

となく教育の中立性を確保する。

⑧効果的な学習教材の選定・開発

学習教材を選定・開発するに当たっては、学習教材の活用により児童生

徒が自ら考えることができるようにするなどの教育効果を高めるため、身

近な事柄を取り上げたり、児童生徒の興味・関心等を生かすなどの創意工

夫を行う。なお、このことは、身近ではない課題を取り上げないというこ

とではなく、そのような課題を取り上げることによって逆に身近な課題に

ついての認識が深まり、人権問題と自らとのつながりが見えてくることも

考えられる。生命の大切さに気付くことができる教材、様々な人権問題に

気付くことができる教材、それぞれの人権問題を深く考えるための教材、

自分自身を深く見つめることを意図した教材、技能を学ぶ教材など学習の

目的に応じて多様に選定・開発する。

また、学習教材の選定・開発に際しては、児童生徒の発達段階を十分考

慮するとともに、その内容を公正な観点から吟味する。さらに、例えば身

近な事柄を取り上げる場合など教材の内容によっては、プライバシーの保

護等にも配慮する。
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(注２)各教科等における指導内容の例

※「」内は幼稚園教育要領及び学習指導要領の抜粋

（以下は例示であり、前述のとおり人権教育は学校の教育活動全体を通じて推進されるもので

ある ）。

＜ 幼稚園教育要領 ＞

【人間関係 友達と積極的にかかわりながら喜びや悲しみを共感し合う 「自分の思ったこ】 「 。」、・・・

とを相手に伝え、相手の思っていることに気付く 「友達のよさに気付き、一緒に活動する。」、

楽しさを味わう 「友達とのかかわりを深め、思いやりをもつ 」。」、 。

＜ 学習指導要領 ＞

【小学校・総則 日ごろから学級経営の充実を図り、教師と児童の信頼関係及び児童相互の】 「・・・

好ましい人間関係を育てるとともに児童理解を深め、生徒指導の充実を図ること 」。

【中学校・総則 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに】 「・・・

生徒理解を深め、生徒が自主的に判断、行動し積極的に自己を生かしていくことができるよ

う、生徒指導の充実を図ること 」。

【高等学校・総則 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるととも】 「・・・

に生徒理解を深め、生徒が主体的に判断、行動し積極的に自己を生かしていくことができる

よう、生徒指導の充実を図ること 」。

（ 社会、地理歴史 公民 ）、

【小学校・社会】 現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいている・・・「

ことを考えるようにする 」。

【中学校・社会 公民的分野 】 人間の尊重についての考え方を、基本的人権を中心に深めさせ（ ） ・・・「

る 「日本国憲法が基本的人権の尊重、国民主権及び平和主義を基本的原則としていること」、

についての理解」

【高等学校・公民(現代社会)】 基本的人権の保障（中略）について理解を深めさせ、日本国憲・・・「

法の基本的原則について国民生活とのかかわりから認識を深めさせる 「生命の尊重、自由」、

・権利と責任・義務、人間の尊厳と平等、法と規範などについて考えさせ、民主社会におい

て自ら生きる倫理について自覚を深めさせる 」。

【高等学校・公民(倫理)】 人間の尊厳と生命への畏敬（中略）などについて、倫理的な見・・・「

方や考え方を身に付けさせ、他者と共に生きる自己の生き方にかかわる課題として考えを深

めさせる 」。

（ 道 徳 ）

「 、 。」、【 小 学 校 】 生命がかけがえのないものであることを知り 自他の生命を尊重する・・・

「公徳心をもって法やきまりを守り、自他の権利を大切にし進んで義務を果たす 「だれに。」、

対しても差別をすることや偏見をもつことなく公正、公平にし、正義の実現に努める 」。

【 中 学 校 】 生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重する 「法や・・・「 。」、

きまりの意義を理解し、遵守するとともに、自他の権利を重んじ義務を確実に果たして、社

会の秩序と規律を高めるように努める 「正義を重んじ、だれに対しても公正、公平にし、。」、

差別や偏見のない社会の実現に努める 」。
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（ 特 別 活 動 ）

【 小 学 校 】 学級活動における「学級や学校における生活上の諸問題の解決」や「希・・・

望や目標をもって生きる態度の形成 「望ましい人間関係の育成 、児童会活動における「学」、 」

校生活の充実と向上のために諸問題を話し合い、協力してその解決を図る活動を行うこと 」。

【 中 学 校 】 学級活動における「学級や学校における生活上の諸問題の解決 「自己・・・ 」、

、 」、「 」及び他者の個性の理解と尊重 社会の一員としての自覚と責任 望ましい人間関係の確立

【 高 等 学 校 】 ホームルーム活動における「自己及び他者の個性の理解と尊重、社会生・・・

活における役割の自覚と自己責任、男女相互の理解と協力、コミュニケーション能力の育成

と人間関係の確立」
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向けてのポイント第Ⅲ節 人権教育の指導の改善・充実に

指導の改善・充実に向けての具体的なポイントについては、第Ⅱ節に示し

た視点に基づき、人権教育研究指定校等の実践事例を踏まえつつ、引き続き

本調査研究会議において検討することとする。

第Ⅱ節に示した視点を踏まえ、例えば以下のような事項について今後検討

することとしている。

① 組織として人権教育に取り組む学校の在り方及び点検・評価の在り方

② 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間における学習指導や人権

が尊重される環境づくり

③ 効果的かつ児童生徒の発達段階に即した指導内容・方法及び学習教材

④ 児童生徒の自主性の尊重や体験的な活動を取り入れるなどの指導方法の

工夫

⑤ 家庭・地域との連携や保・幼・小・中・高などの学校段階間の連携

⑥ 効果的な教職員の研修等の在り方
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お わ り に

本調査研究会議においては、第Ⅲ節で述べたとおり、今後、各学校の実践

事例等を踏まえた具体的な検討を行うこととしており、第Ⅱ節で示した各視

点についてもさらに議論を深めることとしている。

各学校においては、本調査研究会議の調査研究の成果を十分参考にして、

人権教育の指導方法等の改善・充実に努力していただきたい。

また、学校における人権教育の一層の充実に当たっては、各教育委員会の

役割が重要である。具体的には、効果的な研修の実施、地域の実態に応じた

優れた実践事例や人権教育の充実により学校全体の改善につながった事例な

どの情報提供、カリキュラムの作成等に関する実践的な研究の実施及びその

成果の普及、家庭・地域との連携や校種間の連携を推進する体制づくりを行

うことなど、各教育委員会においては、各学校への指導・助言や支援のさら

なる充実及び条件整備に取り組むことを望むものである。

さらに、国においては、人権教育に関する情報の収集・提供など教育委員

会や学校に対する支援の一層の充実及び条件整備を図ることが望まれる。
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1966 年(昭和 41 年)  国連において「経済的、社会的及び文化的権利に関する

国際規約」及び「市民的及び政治的権利に関する国際規

約」を採択 

           →日本は 1979 年(昭和 54 年)に締結 
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(1)世界人権宣言（仮訳文 （1948年12月10日国連）

総会採択）

前 文

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で

譲ることのできない権利とを承認することは、世界

における自由、正義及び平和の基礎であるので、

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじっ

た野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受け

られ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人

々の最高の願望として宣言されたので、

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反

逆に訴えることがないようにするためには、法の支

配によって人権保護することが肝要であるので、

諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要

であるので、

国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基

本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権に

ついての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由の

うちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進するこ

とを決意したので、

加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的

自由の普遍的な尊重及び尊守の促進を達成すること

を誓約したので、

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、こ

の誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、

よって、ここに、国際連合総会は、

社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を

常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、

また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、

これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によっ

て促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な

承認と尊守とを国内的及び国際的な漸進的措置によ

って確保することに努力するように、すべての人民

とすべての国とが達成すべき共通の基準として、こ

の世界人権宣言を公布する。

第一条

すべての人間は、生れながらにして自由であり、

かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、

理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神

をもって行動しなければならない。

第二条

１ すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、

政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、

財産、門地その他の地位又はこれに類するいかな

る事由による差別をも受けることなく、この宣言

に掲げるすべての権利と自由とを享有することが

できる。

２ さらに、個人の属する国又は地域が独立国であ

ると、信託統治地域であると、非自治地域である

と、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを

問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国

際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条

すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する

権利を有する。

第四条

何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはな

い。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形において

も禁止する。

第五条

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈

辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

第六条

すべて人は、いかなる場所においても、法の下に

おいて、人として認められる権利を有する。

第七条

すべての人は、法の下において平等であり、また、

いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利

を有する。すべての人は、この宣言に違反するいか

なる差別に対しても、また、そのような差別をそそ

のかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受け

る権利を有する。

第八条

すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基

本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内

裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第九条

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放され

ることはない。

第十条

すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対

する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平

な裁判所による公正な公開の審理を受けることにつ

いて完全に平等の権利を有する。

第十一条

１ 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護

に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判に

おいて法律に従って有罪の立証があるまでは、無

罪と推定される権利を有する。

２ 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯

罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪

とされることはない。また、犯罪が行われた時に

適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

第十二条

何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に

対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用

に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、こ

のような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権

利を有する。

第十三条

１ すべて人は、各国の境界内において自由に移転

及び居住する権利を有する。

２ すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去

り、及び自国に帰る権利を有する。
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(2)児童の権利に関する条約（平成6年5月16日条約

第2号）

前 文

この条約の締約国は、

国際連合憲章において宣明された原則によれば、

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等の

かつ奪い得ない権利を認めることが世界における自

由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考

慮し、

国際連合加盟国の国民が、国際連合憲章において、

基本的人権並びに人間の尊厳及び価値に関する信念

を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会

的進歩及び生活水準の向上を促進することを決意し

たことに留意し、

国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際

規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、

言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若し

くは社会的出身、財産、出生又は他の地位等による

いかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるす

べての権利及び自由を享有することができることを

宣明し及び合意したことを認め、

国際連合が、世界人権宣言において、児童は特別

な保護及び援助についての権利を享有することがで

きることを宣明したことを想起し、

家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族

のすべての構成員、特に、児童の成長及び福祉のた

めの自然な環境として、社会においてその責任を十

分に引き受けることができるよう必要な保護及び援

助を与えられるべきであることを確信し、

児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達

のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある

雰囲気の中で成長すべきであることを認め、

児童が、社会において個人として生活するため十

分な準備が整えられるべきであり、かつ、国際連合

憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、

尊厳、寛容、自由、平等及び連帯の精神に従って育

てられるべきであることを考慮し、

児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、

1924年の児童の権利に関するジュネーヴ宣言及び1959

年11月20日に国際連合総会で採択された児童の権利

に関する宣言において述べられており、また、世界

人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約

（特に第23条及び第24条 、経済的、社会的及び文化）

的権利に関する国際規約（特に第10条）並びに児童

の福祉に関係する専門機関及び国際機関の規程及び

関係文書において認められていることに留意し、

児童の権利に関する宣言において示されていると

おり「児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、

その出生の前後において、適当な法的保護を含む特

別な保護及び世話を必要とする 」ことに留意し、。

国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に

考慮した児童の保護及び福祉についての社会的及び

法的な原則に関する宣言、少年司法の運用のための

国際連合最低基準規則（北京規則）及び緊急事態及

び武力紛争における女子及び児童の保護に関する宣

言の規定を想起し、

極めて困難な条件の下で生活している児童が世界

のすべての国に存在すること、また、このような児

童が特別の配慮を必要としていることを認め、

児童の保護及び調和のとれた発達のために各人民

の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分に考慮

し、

あらゆる国特に開発途上国における児童の生活条

件を改善するために国際協力が重要であることを認

めて、

次のとおり協定した。

第1部

第1条

この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべて

の者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用さ

れる法律によりより早く成年に達したものを除く。

第2条

1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児

童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚

の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、

国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身

障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる

差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及

び確保する。

2 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家

族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念

によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護され

ることを確保するためのすべての適当な措置をと

る。

第3条

1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、

公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政

当局又は立法機関のいずれによって行われるもの

であっても、児童の最善の利益が主として考慮さ

れるものとする。

2 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童に

ついて法的に責任を有する他の者の権利及び義務

を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養

護を確保することを約束し、このため、すべての

適当な立法上及び行政上の措置をとる。

3 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、

役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野

に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに

適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準

に適合することを確保する。

第4条

締約国は、この条約において認められる権利の実

現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その

他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び
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文化的権利に関しては、自国における利用可能な手

段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際

協力の枠内で、これらの措置を講ずる。

第5条

締約国は、児童がこの条約において認められる権

利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地

方の慣習により定められている大家族若しくは共同

体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責

任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力

に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、

権利及び義務を尊重する。

第6条

締約国は、すべての児童が生命に対する固有の1
権利を有することを認める。

2 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限

の範囲において確保する。

第7条

児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、1
出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得す

る権利を有するものとし、また、できる限りその

父母を知りかつその父母によって養育される権利

を有する。

2 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含め

て、国内法及びこの分野における関連する国際文

書に基づく自国の義務に従い、１の権利の実現を

確保する。

第8条

締約国は、児童が法律によって認められた国籍、1
氏名及び家族関係を含むその身元関係事項につい

て不法に干渉されることなく保持する権利を尊重

することを約束する。

2 締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は

全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事

項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護

を与える。

第9条

1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその

父母から分離されないことを確保する。ただし、

権限のある当局が司法の審査に従うことを条件と

して適用のある法律及び手続に従いその分離が児

童の最善の利益のために必要であると決定する場

合は、この限りでない。このような決定は、父母

が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が

別居しており児童の居住地を決定しなければなら

ない場合のような特定の場合において必要となる

ことがある。

2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかな

る手続においても、その手続に参加しかつ自己の

意見を述べる機会を有する。

3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除

くほか、父母の一方又は双方から分離されている

児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び

直接の接触を維持する権利を尊重する。

4 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しく

は双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、

死亡（その者が当該締約国により身体を拘束され

ている間に何らかの理由により生じた死亡を含

む ）等のいずれかの措置に基づく場合には、当該。

締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場

合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在

となっている者の所在に関する重要な情報を提供

する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害

する場合は、この限りでない。締約国は、更に、

その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさな

いことを確保する。

第10条

前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、家族1
の再統合を目的とする児童又はその父母による締

約国への入国又は締約国からの出国の申請につい

ては、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で

取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申

請者及びその家族の構成員に悪影響を及ぼさない

ことを確保する。

2 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事

情がある場合を除くほか定期的に父母との人的な

関係及び直接の接触を維持する権利を有する。こ

、 、のため 前条1の規定に基づく締約国の義務に従い

締約国は、児童及びその父母がいずれの国（自国

を含む ）からも出国し、かつ、自国に入国する権。

利を尊重する。出国する権利は、法律で定められ、

国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又

は他の者の権利及び自由を保護するために必要で

あり、かつ、この条約において認められる他の権

利と両立する制限にのみ従う。

第11条

締約国は、児童が不法に国外へ移送されること1
を防止し及び国外から帰還することができない事

態を除去するための措置を講ずる。

2 このため、締約国は、二国間若しくは多数国間

の協定の締結又は現行の協定への加入を促進する。

第12条

締約国は、自己の意見を形成する能力のある児1
童がその児童に影響を及ぼすすべての事項につい

て自由に自己の意見を表明する権利を確保する。

この場合において、児童の意見は、その児童の年

齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼす

あらゆる司法上及び行政上の手続において、国内

法の手続規則に合致する方法により直接に又は代

理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会

を与えられる。

第13条

児童は、表現の自由についての権利を有する。1
この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術

の形態又は自ら選択する他の方法により、国境と

のかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを

求め、受け及び伝える自由を含む。
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2 1の権利の行使については、一定の制限を課する

ことができる。ただし、その制限は、法律によっ

て定められ、かつ、次の目的のために必要とされ

るものに限る。

（a）他の者の権利又は信用の尊重

（b）国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは

道徳の保護

第14条

締約国は、思想、良心及び宗教の自由について1
の児童の権利を尊重する。

2 締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり,

父母及び場合により法定保護者が児童に対しその

発達しつつある能力に適合する方法で指示を与え

る権利及び義務を尊重する。

3 宗教又は信念を表明する自由については、法律

で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公

衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利

及び自由を保護するために必要なもののみを課す

ることができる。

第15条

1 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由

についての児童の権利を認める。

2 1の権利の行使については、法律で定める制限で

あって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、

公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利

及び自由の保護のため民主的社会において必要な

もの以外のいかなる制限も課することができない。

第16条

いかなる児童も、その私生活、家族、住居若し1
くは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉さ

れ又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。

2 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を

受ける権利を有する。

第17条

締約国は、大衆媒体（マス・メディア）の果たす

重要な機能を認め、児童が国の内外の多様な情報源

からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及

び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とし

た情報及び資料を利用することができることを確保

する。このため、締約国は、

（a）児童にとって社会面及び文化面において有益で

あり、かつ、第29条の精神に沿う情報及び資料を

大衆媒体（マス・メディア）が普及させるよう奨

励する。

（b）国の内外の多様な情報源（文化的にも多様な情

報源を含む ）からの情報及び資料の作成、交換及。

び普及における国際協力を奨励する。

（c）児童用書籍の作成及び普及を奨励する。

（d）少数集団に属し又は原住民である児童の言語上

の必要性について大衆媒体（マス・メディア）が

特に考慮するよう奨励する。

（e）第13条及び次条の規定に留意して、児童の福祉

に有害な情報及び資料から児童を保護するための

適当な指針を発展させることを奨励する。

第18条

1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が

共同の責任を有するという原則についての認識を

確保するために最善の努力を払う。父母又は場合

により法定保護者は、児童の養育及び発達につい

ての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益

は、これらの者の基本的な関心事項となるものと

する。

2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び

促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育

についての責任を遂行するに当たりこれらの者に

対して適当な援助を与えるものとし、また、児童

の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展

を確保する。

3 締約国は、父母が働いている児童が利用する資

格を有する児童の養護のための役務の提供及び設

備からその児童が便益を受ける権利を有すること

を確保するためのすべての適当な措置をとる。

第19条

締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を1
監護する他の者による監護を受けている間におい

て、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、

傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、

不当な取扱い又は搾取（性的虐待を含む ）からそ。

の児童を保護するためすべての適当な立法上、行

政上、社会上及び教育上の措置をとる。

2 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児

童を監護する者のために必要な援助を与える社会

的計画の作成その他の形態による防止のための効

果的な手続並びに1に定める児童の不当な取扱いの

事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措

置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果

的な手続を含むものとする。

第20条

1 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われ

た児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその

家庭環境にとどまることが認められない児童は、

国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有

する。

2 締約国は、自国の国内法に従い、1の児童のため

の代替的な監護を確保する。

3 2の監護には、特に、里親委託、イスラム法の力

ファーラ、養子縁組又は必要な場合には児童の監

護のための適当な施設への収容を含むことができ

る。解決策の検討に当たっては、児童の養育にお

いて継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、

宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分

な考慮を払うものとする。

第21条

、養子縁組の制度を認め又は許容している締約国は

児童の最善の利益について最大の考慮が払われるこ

とを確保するものとし、また、

（a）児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ

認められることを確保する。この場合において、
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当該権限のある当局は、適用のある法律及び手続

に従い、かつ、信頼し得るすべての関連情報に基

づき、養子縁組が父母、親族及び法定保護者に関

する児童の状況にかんがみ許容されること並びに

必要な場合には、関係者が所要のカウンセリング

に基づき養子縁組について事情を知らされた上で

の同意を与えていることを認定する。

（b）児童がその出身国内において里親若しくは養家

に託され又は適切な方法で監護を受けることがで

きない場合には、これに代わる児童の監護の手段

として国際的な養子縁組を考慮することができる

ことを認める。

（c）国際的な養子縁組が行われる児童が国内におけ

る養子縁組の場合における保護及び基準と同等の

ものを享受することを確保する。

（d）国際的な養子縁組において当該養子縁組が関係

者に不当な金銭上の利得をもたらすことがないこ

とを確保するためのすべての適当な措置をとる。

（e）適当な場合には、二国間又は多数国間の取極又

は協定を締結することによりこの条の目的を促進

し、及びこの枠組みの範囲内で他国における児童

の養子縁組が権限のある当局又は機関によって行

われることを確保するよう努める。

第22条

1 締約国は、難民の地位を求めている児童又は適

用のある国際法及び国際的な手続若しくは国内法

及び国内的な手続に基づき難民と認められている

児童が、父母又は他の者に付き添われているかい

ないかを間わず、この条約及び自国が締約国とな

っている人権又は人道に関する他の国際文書に定

める権利であって適用のあるものの享受に当たり、

適当な保護及び人道的援助を受けることを確保す

るための適当な措置をとる。

このため、締約国は、適当と認める場合には、12
の児童を保護し及び援助するため、並びに難民の

児童の家族との再統合に必要な情報を得ることを

目的としてその難民の児童の父母又は家族の他の

構成員を捜すため、国際連合及びこれと協力する

他の権限のある政府間機関又は関係非政府機関に

よる努力に協力する。その難民の児童は、父母又

は家族の他の構成員が発見されない場合には、何

らかの理由により恒久的又は一時的にその家庭環

境を奪われた他の児童と同様にこの条約に定める

保護が与えられる。

第23条

1 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児

童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会

への積極的な参加を容易にする条件の下で十分か

つ相応な生活を享受すべきであることを認める。

2 締約国は、障害を有する児童が特別の養護につ

いての権利を有することを認めるものとし、利用

可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該

児童の状況及び父母又は当該児童を養護している

他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格

を有する児童及びこのような児童の養護について

責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確

保する。

3 障害を有する児童の特別な必要を認めて、2の規

定に従って与えられる援助は、父母又は当該児童

を養護している他の者の資力を考慮して可能な限

り無償で与えられるものとし、かつ、障害を有す

る児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達

（文化的及び精神的な発達を含む ）を達成するこ。

とに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サ

ービス、リハビリテーション・サービス、雇用の

ための準備及びレクリエーションの機会を実質的

に利用し及び享受することができるように行われ

るものとする。

4 締約国は、国際協力の精神により、予防的な保

健並びに障害を有する児童の医学的、心理学的及

び機能的治療の分野における適当な情報の交換（リ

ハビリテーション、教育及び職業サービスの方法

に関する情報の普及及び利用を含む ）であってこ。

れらの分野における自国の能力及び技術を向上さ

せ並びに自国の経験を広げることができるように

することを目的とするものを促進する。これに関

しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。

第24条

1 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受す

ること並びに病気の治療及び健康の回復のための

便宜を与えられることについての児童の権利を認

める。締約国は、いかなる児童もこのような保健

サービスを利用する権利が奪われないことを確保

するために努力する。

2 締約国は、1の権利の完全な実現を追求するもの

とし、特に、次のことのための適当な措置をとる。

（a）幼児及び児童の死亡率を低下させること。

（b）基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医

療及び保健をすべての児童に提供することを確保

すること。

（c）環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健

の枠組みの範囲内で行われることを含めて、特に

容易に利用可能な技術の適用により並びに十分に

栄養のある食物及び清潔な飲料水の供給を通じて、

疾病及び栄養不良と闘うこと。

（d）母親のための産前産後の適当な保健を確保す

ること。

（e）社会のすべての構成員特に父母及び児童が、

児童の健康及び栄養、母乳による育児の利点、衛

生（環境衛生を含む ）並びに事故の防止について。

の基礎的な知識に関して、情報を提供され、教育

を受ける機会を有し及びその知識の使用について

支援されることを確保すること。

（f)予防的な保健、父母のための指導並びに家族計

画に関する教育及びサービスを発展させること。

3 締約国は、児童の健康を害するような伝統的な

慣行を廃止するため、効果的かつ適当なすべての

措置をとる。



- 7 -

4 締約国は、この条において認められる権利の完

全な実現を漸進的に達成するため、国際協力を促

進し及び奨励することを約束する。これに関して

は、特に、開発途上国の必要を考慮する。

第25条

締約国は、児童の身体又は精神の養護、保護又は

治療を目的として権限のある当局によって収容され

た児童に対する処遇及びその収容に関連する他のす

べての状況に関する定期的な審査が行われることに

ついての児童の権利を認める。

第26条

1 締約国は、すべての児童が社会保険その他の社

会保障からの給付を受ける権利を認めるものとし、

自国の国内法に従い、この権利の完全な実現を達

成するための必要な措置をとる。

2 1の給付は、適当な場合には、児童及びその扶養

について責任を有する者の資力及び事情並びに児

童によって又は児童に代わって行われる給付の申

請に関する他のすべての事項を考慮して、与えら

れるものとする。

第27条

1 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び

社会的な発達のための相当な生活水準についてのす

べての児童の権利を認める。

2 父母又は児童について責任を有する他の者は、

自己の能力及び資力の範囲内で、児童の発達に必

要な生活条件を確保することについての第一義的

な責任を有する。

3 締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の

範囲内で、1の権利の実現のため、父母及び児童に

ついて責任を有する他の者を援助するための適当

な措置をとるものとし、また、必要な場合には、

特に栄養、衣類及び住居に関して、物的援助及び

支援計画を提供する。

4 締約国は、父母又は児童について金銭上の責任

を有する他の者から、児童の扶養料を自国内で及

び外国から、回収することを確保するためのすべ

ての適当な措置をとる。特に、児童について金銭

上の責任を有する者が児童と異なる国に居住して

いる場合には、締約国は、国際協定への加入又は

国際協定の締結及び他の適当な取決めの作成を促

進する。

第28条

1 締約国は、教育についての児童の権利を認める

ものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を

基礎として達成するため、特に、

（a）初等教育を義務的なものとし、すべての者に

対して無償のものとする。

（b）種々の形態の中等教育（一般教育及び職業教

育を含む ）の発展を奨励し、すべての児童に対。

し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、

これらを利用する機会が与えられるものとし、

例えば、無償教育の導入、必要な場合における

財政的援助の提供のような適当な措置をとる。

（c）すべての適当な方法により、能力に応じ、す

べての者に対して高等教育を利用する機会が与

えられるものとする。

（d）すべての児童に対し、教育及び職業に関する

情報及び指導が利用可能であり、かつ、これら

を利用する機会が与えられるものとする。

（e）定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励す

るための措置をとる。

2 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適

合する方法で及びこの条約に従って運用されるこ

とを確保するためのすべての適当な措置をとる。

3 締約国は、特に全世界における無知及び非識字

の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並

びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教

育に関する事項についての国際協力を促進し、及

び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国

の必要を考慮する。

第29条

1 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべき

ことに同意する。

（a）児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能

力をその可能な最大限度まで発達させること。

（b）人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうた

う原則の尊重を育成すること。

（c）児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価

値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並

びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成

すること。

（d）すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教

、 、的集団の間の並びに原住民である者の理解 平和

寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な

社会における責任ある生活のために児童に準備さ

せること。

（e） 自然環境の尊重を育成すること。

2 この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団

体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げる

ものと解してはならない。ただし、常に、1に定め

る原則が遵守されること及び当該教育機関におい

て行われる教育が国によって定められる最低限度

の基準に適合することを条件とする。

第30条

種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は先住

民である者が存在する国において、当該少数民族に

属し又は先住民である児童は、その集団の他の構成

員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰

しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定

されない。

第31条

1 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利

並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエ

ーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸

術に自由に参加する権利を認める。

2 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十

分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、
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文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション

及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提

供を奨励する。

第32条

1 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及

び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり又

は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若

しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労

働への従事から保護される権利を認める。

2 締約国は、この条の規定の実施を確保するため

の立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をと

る。このため、締約国は、他の国際文書の関連規

定を考慮して、特に、

（a）雇用が認められるための1又は2以上の最低年齢

を定める。

（b）労働時間及び労働条件についての適当な規則を

定める。

（c）この条の規定の効果的な実施を確保するための

適当な罰則その他の制裁を定める。

第33条

締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬及

び向精神薬の不正な使用から児童を保護し並びにこ

れらの物質の不正な生産及び取引における児童の使

用を防止するための立法上、行政上、社会上及び教

育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。

第34条

締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待

から児童を保護することを約束する。このため、締

約国は、特に、次のことを防止するためのすべての

適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。

（a）不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧

誘し又は強制すること。

（b）売春又は他の不法な性的な業務において児童を

搾取的に使用すること。

（c）わいせつな演技及び物において児童を搾取的に

使用すること。

第35条

締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形

態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのす

べての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をと

る。

第36条

締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害

する他のすべての形態の搾取から児童を保護する。

第37条

締約国は、次のことを確保する。

（a）いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道

的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰

を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終

身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科

さないこと。

（b）いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由

を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又は拘禁は、

法律に従って行うものとし、最後の解決手段とし

て最も短い適当な期間のみ用いること。

（c）自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人

間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者

の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、

自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離さ

れないことがその最善の利益であると認められな

い限り成人とは分離されるものとし、例外的な事

情がある場合を除くほか、通信及び訪問を通じて

その家族との接触を維持する権利を有すること。

（d）自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他

適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有

し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、

公平な当局においてその自由の剥奪の合法性を争

い並びにこれについての決定を速やかに受ける権

利を有すること。

第38条

1 締約国は、武力紛争において自国に適用される

国際人道法の規定で児童に関係を有するものを尊

重し及びこれらの規定の尊重を確保することを約

束する。

2 締約国は、15歳未満の者が敵対行為に直接参加

しないことを確保するためのすべての実行可能な

措置をとる。

3 締約国は、15歳未満の者を自国の軍隊に採用す

ることを差し控えるものとし、また、15歳以上18

歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年

長者を優先させるよう努める。

4 締約国は、武力紛争において文民を保護するた

めの国際人道法に基づく自国の義務に従い、武力

紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保す

るためのすべての実行可能な措置をとる。

第39条

締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐

待、拷間若しくは他のあらゆる形態の残虐な、非人

道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰

又は武力紛争による被害者である児童の身体的及び

心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべて

の適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、

児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境におい

て行われる。

第40条

1 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追

され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価値

についての当該児童の意識を促進させるような方

法であって、当該児童が他の者の人権及び基本的

自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の

年齢を考慮し、更に、当該児童が社会に復帰し及

び社会において建設的な役割を担うことがなるべ

く促進されることを配慮した方法により取り扱わ

れる権利を認める。

2 このため、締約国は、国際文書の関連する規定

を考慮して、特に次のことを確保する。

（a）いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法

により禁じられていなかった作為又は不作為を理
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由として刑法を犯したと申し立てられ、訴追され

又は認定されないこと。

（b）刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたす

、 。べての児童は 少なくとも次の保障を受けること

（i）法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定

されること。

（ii）速やかにかつ直接に、また、適当な場合には

当該児童の父母又は法定保護 者を通じてその罪

を告げられること並びに防御の準備及び申立てに

おいて弁護人その他適当な援助を行う者を持つこ

と。

（iii）事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当

局又は司法機関により法律に基づく公正な審理に

おいて、弁護人その他適当な援助を行う者の立会

い及び、特に当該児童の年齢又は境遇を考慮して

児童の最善の利益にならないと認められる場合を

除くほか、当該児童の父母又は法定保護者の立会

いの下に遅滞なく決定されること。

（iv）供述又は有罪の自白を強要されないこと。不

利な証人を尋間し又はこれに対し尋問させること

並びに対等の条件で自己のための証人の出席及び

これに対する尋問を求めること。

（v）刑法を犯したと認められた場合には、その認定

及びその結果科せられた措置について、法律に基

づき、上級の、権限のある、独立の、かつ、公平

な当局又は司法機関によって再審理されること。

（vi）使用される言語を理解すること又は話すこと

ができない場合には、無料で通訳の援助を受ける

こと。

（vii）手続のすべての段階において当該児童の私生

活が十分に尊重されること。

3 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追

され又は認定された児童に特別に適用される法律

及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進

するよう努めるものとし、特に、次のことを行う。

（a）その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しな

いと推定される最低年齢を設定すること。

（b）適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保

護が十分に尊重されていることを条件として、司

法上の手続に訴えることなく当該児童を取り扱う

措置をとること。

4 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び

犯罪の双方に応じた方法で取り扱われることを確

保するため、保護、指導及び監督命令、力ウンセ

リング、保護観察、里親委託、教育及び職業訓練

計画、施設における養護に代わる他の措置等の種

々の処置が利用し得るものとする。

第41条

この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる

規定であって児童の権利の実現に一層貢献するもの

に影響を及ぼすものではない。

（a）締約国の法律

（b）締約国について効力を有する国際法

第2部

第42条

締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原

則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせ

ることを約束する。

第43条

1 この条約において負う義務の履行の達成に関す

る締約国による進捗の状況を審査するため、児童

の権利に関する委員会（以下「委員会」という ）。

を設置する。委員会は、この部に定める任務を行

う。

2 委員会は、徳望が高く、かつ、この条約が対象

とする分野において能力を認められた10人の専門

家で構成する。委員会の委員は、締約国の国民の

中から締約国により選出されるものとし、個人の

資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、

衡平な地理的配分及び主要な法体系を考慮に入れ

る。

3 委員会の委員は、締約国により指名された者の

名簿の中から秘密投票により選出される。各締約

国は、自国民の中から一人を指名することができ

る。

4 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力

発生の日の後6箇月以内に行うものとし、その後の

選挙は、2年ごとに行う。国際連合事務総長は、委

員会の委員の選挙の日の遅くとも4箇月前までに、

締約国に対し、自国が指名する者の氏名を2箇月以

内に提出するよう書簡で要請する。その後、同事

務総長は、指名された者のアルファべット順によ

る名簿（これらの者を指名した締約国名を表示し

た名簿とする ）を作成し、この条約の締約国に送。

付する。

5 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長によ

り国際連合本部に招集される締約国の会合におい

て行う。これらの会合は、締約国の3分の2をもっ

て定足数とする。これらの会合においては、出席

しかつ投票する締約国の代表によって投じられた

票の最多数で、かつ、過半数の票を得た者をもっ

て委員会に選出された委員とする。

6 委員会の委員は、4年の任期で選出される。委員

は、再指名された場合には、再選される資格を有

する。最初の選挙において選出された委員のうち5

人の委員の任期は、2年で終了するものとし、これ

らの5人の委員は、最初の選挙の後直ちに、最初の

選挙が行われた締約国の会合の議長によりくじ引

で選ばれる。

7 委員会の委員が死亡し、辞任し又は他の理由の

ため委員会の職務を遂行することができなくなっ

たことを宣言した場合には、当該委員を指名した

締約国は、委員会の承認を条件として自国民の中

から残余の期間職務を遂行する他の専門家を任命

する。

8 委員会は、手続規則を定める。
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9 委員会は、役員を2年の任期で選出する。

10 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又

は委員会が決定する他の適当な場所において開催

する。委員会は、原則として毎年1回会合する。委

員会の会合の期間は、国際連合総会の承認を条件

としてこの条約の締約国の会合において決定し、

必要な場合には、再検討する。

11 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定め

る任務を効果的に遂行するために必要な職員及び

便益を提供する。

12 この条約に基づいて設置する委員会の委員は、

国際連合総会が決定する条件に従い、同総会の承

認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。

第44条

1 締約国は （a）当該締約国についてこの条約が、

効力を生ずる時から2年以内に､（b）その後は5年

ごとに、この条約において認められる権利の実現

のためにとった措置及びこれらの権利の享受につ

いてもたらされた進歩に関する報告を国際連合事

務総長を通じて委員会に提出することを約束する。

2 この条の規定により行われる報告には、この条

約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因

及び障害が存在する場合には、これらの要因及び

障害を記載する。当該報告には、また、委員会が

当該国における条約の実施について包括的に理解

するために十分な情報を含める。

3 委員会に対して包括的な最初の報告を提出した

締約国は、1（b）の規定に従って提出するその後

の報告においては、既に提供した基本的な情報を

繰り返す必要はない。

4 委員会は、この条約の実施に関連する追加の情

報を締約国に要請することができる。

5 委員会は、その活動に関する報告を経済社会理

事会を通じて2年ごとに国際連合総会に提出する。

6 締約国は、1の報告を自国において公衆が広く利

用できるようにする。

第45条

この条約の効果的な実施を促進し及びこの条約が

対象とする分野における国際協力を奨励するため、

（a）専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連

合の機関は、その任務の範囲内にある事項に関す

るこの条約の規定の実施についての検討に際し、

代表を出す権利を有する。委員会は、適当と認め

る場合には、専門機関及び国際連合児童基金その

他の権限のある機関に対し、これらの機関の任務

の範囲内にある事項に関するこの条約の実施につ

いて専門家の助言を提供するよう要請することが

できる。委員会は、専門機関及び国際連合児童基

金その他の国際連合の機関に対し、これらの機関

の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実

施について報告を提出するよう要請することがで

きる。

（b）委員会は、適当と認める場合には、技術的な助

言若しくは援助の要請を含んでおり又はこれらの

必要性を記載している締約国からのすべての報告

を、これらの要請又は必要性の記載に関する委員

会の見解及び提案がある場合は当該見解及び提案

とともに、専門機関及び国際連合児童基金その他

の権限のある機関に送付する。

（c）委員会は、国際連合総会に対し、国際連合事務

総長が委員会のために児童の権利に関連する特定

の事項に関する研究を行うよう同事務総長に要請

することを勧告することができる。

（d）委員会は、前条及びこの条の規定により得た情

報に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を

行うことができる。これらの提案及び一般的な性

格を有する勧告は、関係締約国に送付し、締約国

から意見がある場合にはその意見とともに国際連

合総会に報告する。

第3部

第46条

この条約は、すべての国による署名のために開放

しておく。

第47条

この条約は、批准されなければならない。批准書

は、国際連合事務総長に寄託する。

第48条

この条約は、すべての国による加入のために開放

しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。

第49条

1 この条約は、20番目の批准書又は加入書が国際

連合事務総長に寄託された日の後30日目の日に効

力を生ずる。

2 この条約は、20番目の批准書又は加入書が寄託

された後に批准し又は加入する国については、そ

の批准書又は加入書が寄託された日の後30日目に

効力を生ずる。

第50条

1 いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を

国際連合事務総長に提出することができる。同事

務総長は、直ちに、締約国に対し、その改正案を

送付するものとし、締約国による改正案の審議及

び投票のための締約国の会議の開催についての賛

否を示すよう要請する。その送付の日から4箇月以

内に締約国の3分の1以上が会議の開催に賛成する

場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に

会議を招集する。会議において出席しかつ投票す

る締約国の過半数によって採択された改正案は、

承認のため、国際連合総会に提出する。

2 1の規定により採択された改正は、国際連合総会

が承認し、かつ、締約国の3分の2以上の多数が受

諾した時に、効力を生ずる。

3 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した

締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正

（ 。）前のこの条約の規定 受諾した従前の改正を含む

により引き続き拘束される。
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第51条

1 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行わ

れた留保の書面を受領し、かつ、すべての国に送

付する。

2 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、

認められない。

3 留保は、国際連合事務総長にあてた通告により

いつでも撤回することができるものとし、同事務

総長は、その撤回をすべての国に通報する。この

ようにして通報された通告は、同事務総長により

受領された日に効力を生ずる。

第52条

締約国は、国際連合事務総長に対して書面による

通告を行うことにより、この条約を廃棄することが

できる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した

日の後1年で効力を生ずる。

第53条

国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指

名される。

第54条

アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア

語及びスべイン語をひとしく正文とするこの条約の

原本は、国際連合事務総長に寄託する。

以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政

府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。
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平成 7年(1995 年)  人権教育のための国連 10 年推進本部を設置 
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平成 11 年(1999 年)  「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための

教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基

本的事項について」（人権擁護推進審議会答申）を公表 

          （参考資料２(３)参照） 

 

平成 12 年(2002 年)  「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が成立 

          （参考資料２(４)参照） 

 

平成 13 年(2001 年) ・「人権救済制度の在り方について」（人権擁護推進審議会

答申）を公表 

・「人権擁護委員制度の改革について」（人権擁護推進審議

会諮問第２号に対する追加答申）を公表 

 

平成 14 年(2002 年)  「人権教育・啓発に関する基本計画」を閣議決定により    

策定（参考資料２(５)参照） 

 我我がが国国のの人人権権にに関関すするる施施策策等等のの最最近近のの動動向向ににつついいてて  
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（ ）(1)人権擁護施策推進法 平成８年法律第１２０号

（失効：平成１４年３月２５日）

(目的)

第１条

この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の

高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別に

よる不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人

権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権の擁

護に関する施策の推進について、国の責務を明らか

にするとともに、必要な体制を整備し、もって人権

の擁護に資することを目的とする。

(国の責務)

第２条

国は、すべての国民に基本的人権の享有を保障す

る日本国憲法の理念にのっとり、人権尊重の理念に

関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発

に関する施策並びに人権が侵害された場合における

被害者の救済に関する施策を推進する責務を有する。

(人権擁護推進審議会の設置)

第３条

法務省に、人権擁護推進審議会(以下「審議会」と

いう。)を置く。

２ 審議会は、法務大臣、文部大臣、総務庁長官又

は関係各大臣の諮問に応じ、人権尊重の理念に関

する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発

に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項

を、法務大臣の諮問に応じ、人権が侵害された場

合における被害者の救済に関する施策の充実に関

する基本的事項を調査審議する。

３ 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総

理大臣、法務大臣、文部大臣、総務庁長官又は関

係各大臣に意見を述べることができる。

(人権擁護推進審議会の組織等)

第４条

審議会は、委員２０人以内で組織する。

２ 委員は、学識経験のある者のうちから、法務大

臣が任命する。

３ 委員は、非常勤とする。

４ 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれ

を定める。

５ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

６ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名

する委員が、その職務を代理する。

７ 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要が

あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力

を求めることができる。

８ 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要

な事項は、政令で定める。

附則

(施行期日)

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行する。

(この法律の失効)

２ この法律は、前項の政令で定める日から起算し

て５年を経過した日にその効力を失う。
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(2)「人権教育のための国連１０年」に関する国内

（平成９年７月４日人権教育のための国連行動計画

１０年推進本部）

平成６年（１９９４年）１２月の国連総会におい

て、平成７年（１９９５年）から平成１６年（２０

０４年）までの１０年間を「人権教育のための国連

１０年」とすることが決議された。

これを受けて、政府は「人権教育のための国連１０

年」に係る施策について、関係行政機関相互の緊密

な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を

図るため、平成７年（１９９５年）１２月１５日、

閣議決定により、内閣に人権教育のための国連１０

年推進本部を設置した。

推進本部は平成８年（１９９６年）３月１８日、

第１回会合を開催し、政府として積極的な取組を推

進していくことを確認した後、国内行動計画の策定

作業を進め、平成８年（１９９６年）１２月６日に、

「人権教育のための国連１０年」に関する国内行動

計画（中間まとめ）を公表した。

その後、推進本部においては、中間まとめに対して

各方面から寄せられた意見等に十分配慮しつつ検討

を進め、このたび「人権教育のための国連１０年」

に関する国内行動計画を取りまとめた。

人権教育のための国連１０年推進本部は、この国

内行動計画に掲げられた諸施策の着実な実施等を通

じて、人権教育の積極的推進を図り、もって、国際

的視野に立って一人一人の人権が尊重される、真に

豊かでゆとりのある人権国家の実現を期するもので

ある。

（注 「人権教育」とは 「知識と技術の伝達及び態） 、

度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築する

ために行う研修、普及及び広報努力」と「人権教育

のための国連１０年行動計画」において定義されて

いる。

１． 基本的考え方

（１） 冷戦終了後、東西対立の崩壊とともに、世界

各地で地域紛争やこれに伴う顕著な人権侵害、難

民発生など、深刻な問題が表面化した。しかし、

一方で東西対立の崩壊は、国際社会全体での議論

を可能とする環境を創り出し、人権に取り組む気

運が高まった。

平成５年（１９９３年）には、世界人権宣言採

択４５周年を機に、これまでの人権活動の成果を

検証し、現在直面している問題、今後進むべき方

向を協議することを目的としてウィーンにおいて

世界人権会議が開催された。この会議は全ての人

権が普遍的であり、人権が正当な国際的関心事で

あることを確認し、人権教育の重要性を強調した

点で重要な出来事であった。以後、国連としての

人権に対する取組も強化され、平成６年（１９９

４年）には人権問題を総合的に調整する役割を担

う国連人権高等弁務官が創設されたほか、第４９

回国連総会（平成６年（１９９４）年１２月）で

は「人権教育のための国連１０年」を決定する決

議が採択された。また、平成７年（１９９５年）

９月に北京で開催された第４回世界女性会議にお

いては、女性の権利は人権であることが明確に謳

われるとともに、人権教育の重要性が指摘された。

こうした動きは、人権に対する国際的関心が結晶

化したものである。

人権の擁護・促進のためには、そもそも人権と

は何かということを各人が理解し、人権尊重の意

識を高めることが重要であり、人権教育は、国際

社会が協力して進めるべき基本的課題である。

（２）人権教育の推進に当たっては、このような国

際的潮流とともに、平成８年（１９９６年）５月

１７日の地域改善対策協議会意見具申に述べられ

ている次のような認識を踏まえることが重要であ

る。

「今世紀、人類は、二度にわたる世界大戦の惨禍

を経験し、平和が如何にかけがえのないものであ

るかを学んだ。しかし、世界の人々の平和への願

いにもかかわらず、冷戦構造の崩壊後も、依然と

して各地で地域紛争が多発し、多くの犠牲者を出

している。紛争の背景は一概には言えないが、人

種、民族間の対立や偏見、そして差別の存在が大

きな原因の一つであると思われる。こうした中で、

人類は 『平和のないところに人権は存在し得な、

い 『人権のないところに平和は存在し得ない』』、

という大きな教訓を得た。今や、人権の尊重が平

和の基礎であるということが世界の共通認識にな

りつつある。このような意味において、２１世紀

は『人権の世紀』と呼ぶことができよう。

我が国は、国際社会の一員として、国際人権規

約をはじめとする人権に関する多くの条約に加入

している。懸案となっていた『あらゆる形態の人

種差別の撤廃に関する国際条約 （人種差別撤廃条』

約）にも加入した。世界の平和を願う我が国が、

世界各国との連携・協力の下に、全ての人の人権

が尊重され、あらゆる差別の解消を目指す国際社

会の重要な一員として、その役割を積極的に果た

していくことは 『人権の世紀』である２１世紀に、

向けた我が国の枢要な責務というべきである 」。

（３）翻って我が国社会を見ると、依然として、様

々な人権問題が存在してる。また、近年、著しく

国際化、ボーダーレス化が進展している状況下に

おいて、広く国民の間に多元的文化、多様性を容

認する「共生の心」を醸成することが何よりも要

請される。このため、各種の啓発と相まって、人

権に関する教育の一層の充実を図る必要がある。

さらに社会の複雑化、個々人の権利意識の高揚、

価値観の多様化等に伴い、従来あまり問題視され

なかった分野においても各人の人権が強く認識さ

れるようになってきたことから、新たな視点に立

った人権教育・啓発の必要性も生じてきている。

このような我が国の現状に鑑みると 「人権教育の、
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ための国連１０年」は、全ての人権の不可分性と

相互依存性を認識し、人権尊重の意識の高揚を図

り、もって「人権」という普遍的文化の創造を目

指すものであって、その意義は極めて重要である。

（４）この国内行動計画は、憲法の定める基本的人

権の尊重の原則及び世界人権宣言などの人権関係

国際文書の趣旨に基づき、人権の概念及び価値が

広く理解され、我が国において人権という普遍的

文化を構築することを目的に、あらゆる場を通じ

て訓練・研修、広報、情報提供努力を積極的に行

うことを目標とする。

また、人権教育を進めるに当たっては、人権に

かかわりの深い特定の職業に従事する者に対する

取組を強化するとともに、本１０年の展開におい

て、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、

アイヌの人々、外国人、ＨＩＶ感染者等、刑を終

えて出所した人などの重要課題に積極的に取り組

むこととする。

（５）さらに、我が国は人権分野でも国際社会にお

いて積極的な役割を果たして行くべきであり、特

に国連を始めとする人権関係の国際的フォーラム

は重要である。そのためにも、我が国の国民の生

活が深く他国の国民の生活と結びついていること

を認識しつつ、人権教育の推進を通じ、他国・他

地域の人権状況についても関心を深め、国内外の

人権意識の高揚を図っていくことが必要である。

また、本１０年の実施に当たっては、国内的実

施措置とともに、国際社会、なかんずくアジア太

平洋地域の国々と協力・協調して人権教育を促進

していくとの視点が必要である。

（６） また、人権の問題は、国民一人一人が人権の

意識を高め、他者の価値を尊重する意識、態度の

涵養が重要である。このためには、政府の果たす

役割とともに、地方公共団体、民間団体等に期待

される役割も大きい。

このため、地方公共団体、民間団体等がそれぞ

れの分野において、この行動計画の趣旨に沿った

様々な取組を展開することを期待する。政府とし

ては、この計画を実施するに当たっては、これら

の団体等の取組、意見に配慮する。また、人権教

育を広く国民各層に浸透させるため、様々な機会

をとらえて「人権教育のための国連１０年」の趣

旨等を広める必要がある。

２． あらゆる場を通じた人権教育の推進

（１） 学校教育における人権教育の推進

学校教育においては、日本国憲法及び教育基本法

並びに国際人権規約、児童の権利に関する条約等

の精神にのっとり、人権教育を推進する。その際、

依然として様々な人権問題が存在していることを

踏まえ、初等中等教育においては、幼児児童生徒

がすべての人の人権を尊重する意識を高める教育

を一層充実する。また、大学教育においては、そ

れまでの教育の成果を確実なものとし、人権意識

を更に高揚させるよう配慮する。

特に、以下の諸施策を積極的に推進する。

① 初等中等教育において、児童生徒の発達段階

に即し、各教科、道徳、特別活動等の特質に応

じながら、各学校の教育活動全体を通じて人権

尊重の意識を高め、一人一人を大切にした教育

を推進する。なお、幼児期の教育においては、

幼児の発達の特性を踏まえ、人権尊重の精神の

芽生えを育むことに努める。

② 研究指定校等による実践的調査研究や各種資

料の作成等により、人権教育に関する指導内容

・方法を充実させる。また、このような趣旨を

実現するため、地方公共団体や学校による、地

域や学校の実態に即した取組を一層促進する。

さらに、教員等を対象とする各種研修や情報の

提供等により学校における人権教育を支援する。

③ 各大学における人権に関する教育・啓発活動

について、一層の取組に配慮する。

（２） 社会教育における人権教育の推進

社会教育においても、日本国憲法及び教育基本

法の精神にのっとり、人権尊重の意識を高める教

育が推進されてきており、今後とも、人権を現代

的学習課題の一つとして示した生涯学習審議会答

申（平成４年（１９９２年）７月）等を踏まえ、

生涯学習の振興のための各種の施策を通じて、人

権に関する学習を一層推進していく。

特に、以下の諸施策を積極的に推進する。

① 公民館を始めとする社会教育施設を拠点とし

た学級・講座の開設、ボランティア活動の推進

を図るとともに、大学の公開講座の実施等によ

り、人権に関する学習機会を充実させる。

② 人権に関する学習活動を総合的に推進するた

めの事業を実施する。

③ 非識字問題の解消を図る識字教育を充実する

とともに、障害者等の学習機会を充実させる。

④ 人権に関する学習活動のための指導者養成、

資料の作成、学習情報提供・学習相談体制の整

備・充実を図る。

（３） 企業その他一般社会における人権教育等の推

進

企業その他一般社会においても、人権思想の普

及・高揚のための人権教育・啓発を推進している

ところであるが、人権尊重の意識のさらなる高揚

を図るため、特に以下の施策を推進する。

① 人権が侵害された場合における被害者の救済

に関する施策について調査研究する。

② 一般社会における人権教育の手法等に関する

調査研究、人権教育に関するプログラムの開発

及び人権擁護に関するマニュアル、パンフレッ

ト、教材、資料等の作成を行い、これによる効

果的な啓発活動を推進する。

③ 世界人権宣言を始めとする国連人権関係文書
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の趣旨の普及・広報及びマスメディアの活用を

図る。特に世界人権宣言採択５０周年に当たる

平成１０年（１９９８年）には、記念式典を始

めとする各種記念事業を実施する。

④ 人権擁護委員を始めとする人権教育の指導者

の育成及びボランティアの積極的活用を図る。

⑤ 人権に関する情報の整備・充実を行い、一般

市民が利用しやすい環境を整備する。

⑥ 人権相談体制の充実により人権思想を普及・

高揚させる。

⑦ 財団法人人権教育啓発推進センターにおける、

人権教育及び人権啓発を推進し、支援するため

の活動に対して、関係省庁はこれを積極的に支

援する。

⑧ 企業等に対して就職の機会均等を確保するた

めの公正な採用選考システムの確立が図られる

よう指導・啓発を行う。

（４） 特定の職業に従事する者に対する人権教育の

推進

人権教育の推進に当たっては、人権にかかわり

の深い特定の職業に従事する者に対して、人権教

育に関する取組を強化する必要がある。

そこで、以下のとおり特定の職業に従事する者に

対する研修等における人権教育の充実に努める。

① 検察職員

人権を尊重した検察活動を徹底するため、検

察官及び検察事務官に対する各種研修における

人権教育を充実させる。

② 矯正施設・更生保護関係職員等

ア 刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所等の

矯正施設における被収容者の人権の尊重を図る

観点から、矯正施設の職員の各種研修における

人権教育を充実させ、施設の監督職員に対する

指導を行う。

イ 保護観察対象者並びに刑務所や少年院等矯正

施設に在所中の者及び引受人等関係者の人権の

尊重を図る観点から、保護司研修及び更生保護

関係職員に対する各種研修における人権教育を

充実・徹底する。

③ 入国管理関係職員

出入国審査、在留資格審査等の対象たる外国

人及び入国者収容所等の収容施設における被収

容者の人権の尊重を図る観点から、入国審査官、

入国警備官等に対する各種研修における人権教

育を充実させる。

④ 教員・社会教育関係職員

学校の教員や社会教育主事などの社会教育関

係職員については、各種研修、資料の作成等を

通じ、人権に関する理解・認識を一層向上させ

る。

⑤ 医療関係者

医師・歯科医師・薬剤師・看護婦・理学療法

士・作業療法士等医療関係者を育成する学校や

養成所における人権教育を拡充する。

⑥ 福祉関係職員

ア 民生委員・児童委員に対する人権に関する研

修を充実させる。

イ ホームヘルパーや福祉施設職員に対する子ど

も、高齢者、障害者等の人権に関する研修を充

実させる。

ウ 社会福祉施設職員及び介護福祉士等の養成・

研修に対し、人権意識の普及・高揚が図られる

ようその教育研修の内容を充実させる。

エ 保母養成施設など児童福祉関係職員養成所に

おける子どもの人権についての教育を充実させ

る。

⑦ 海上保安官

法の励行に携わる海上保安官の人権を尊重す

る知識の涵養を図るため、海上保安大学校等の

教育機関の学生に対する人権教育、海上保安官

に対する階層別研修における人権教育を充実し、

質の向上に努める。

⑧ 労働行政関係職員

労働基準監督署職員及び公共職業安定所職員

については、各種研修の場を通じ、人権に関す

る理解・認識を一層向上させる。

⑨ 消防職員

消防大学校において、消防職員に対し、人権

教育を実施する。

⑩ 警察職員

人権を尊重した警察活動を徹底するため 「警、

察職員の信条」に基づく職業倫理教養の推進、

適切な市民応接活動の強化を始めとする被疑者、

被留置者、被害者その他関係者の人権への配慮

に重点を置いた職場及び各級警察学校における

教育訓練を充実させる。

⑪ 自衛官

防衛大学校・各自衛隊の幹部候補生学校等に

おける各教育課程での人権教育を推進する。

⑫ 公務員

すべての公務員が人権問題を正しく認識し、

それぞれの行政において適切な対応が行えるよ

う各研修における人権教育を充実させる。

⑬ マスメディア関係者

人権問題に関してマスメディアが大きな影響

力を有していることに鑑み、マスメディアに従

事する関係者において人権教育のための自主的

取組が行われることを促す。

３． 重要課題への対応

人権教育の推進に当たっては、女性、子ども、高

齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、

ＨＩＶ感染者等、刑を終えて出所した人等の重要課

題に関して、それぞれの固有の問題点についてのア

プローチとともに、法の下の平等、個人の尊重とい

う普遍的な視点からのアプローチにも留意する。
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（１）女性

女性の人権に関しては、昭和５４年（１９７９

年）１２月、第３４回国連総会で「女子に対する

あらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差

別撤廃条約 」が採択され、近年の国際会議におい）

てもその重要性が大きく取り上げられている。

平成５年（１９９３年）６月にウィーンで開催さ

れた世界人権会議で採択された「ウィーン宣言及

び行動計画」において、男女の平等な地位及び女

性の人権、特に女性に対する暴力の根絶が打ち出

され、同年１２月には第４８回国連総会において、

「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」が採択

された。さらに、国連環境開発会議や国際人口・

開発会議、社会開発サミットでも女性の人権の重

要性が強調された。

平成７年（１９９５年）９月に北京で開催され

た第４回世界女性会議で採択された「北京宣言」

において 女性の権利は人権である と謳われ 行「 」 、「

」 、「 」、「 」、動綱領 では 女性と健康 女性に対する暴力

「女性の人権 「女性とメディア 「女児」等１」、 」、

２の重大問題領域が設定され、具体的な行動が提

案された。

国内的には、平成８年（１９９６年）７月、男

女共同参画審議会から「男女共同参画ビジョン－

２１世紀の新たな価値の創造－」が答申され、同

年１２月には 男女共同参画推進本部において 男、 、「

女共同参画２０００年プラン－男女共同参画社会

の形成の促進に関する平成１２年（西暦２０００

年）度までの国内行動計画－」が策定された。

これらの動向及び「男女共同参画２０００年プラ

ン」を踏まえ、以下の取組を進める。

① 男女共同参画推進本部を中心に、男女共同参

画社会の形成に向けて政府一体となった取組の

一層の推進を図る。

② 政策・方針決定過程への女性の参画を拡大す

るため、政府が率先垂範して取組を進めるとと

もに、企業、各種団体等に対し協力要請を行い、

社会的気運の醸成を図る。

③ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行

の見直し、意識の改革を図るため、人権週間、

婦人週間等多様な機会、多様な媒体を通じ、国

民的広がりを持った啓発・広報活動を展開する。

また、女性の権利に関連の深い国内法令や、女

子差別撤廃条約、第４回世界女性会議「行動綱

領」等の国際文書の内容の周知に努める。

④ 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保

等のため、啓発等を行うとともに、働くことを

中心に女性の社会参加を積極的に支援するため

の事業やその拠点施設の整備を実施する。

⑤ 農山漁村の女性が農林漁業・農山漁村の発展

に対し、男性とともに積極的に参画できる社会

を実現するため、農林漁業や農山漁村社会での

パートナーである男性を含めた家庭及び地域社

会において農山漁村の女性の地位向上・方針決

定への参画促進のための啓発等を実施する。⑧

⑥ 性犯罪、売買春、家庭内暴力等女性に対する

あらゆる暴力の根絶に向けて、厳正な取締りは

もとより、被害女性の人権を守る観点から、事

情聴取等を被害者の希望に応じた性別の警察官

が行えるようにするなど、必要な体制を整備す

るとともに、事情聴取、相談等に携わる職員の

教育訓練を充実する。

⑦ 外国人女性の人権を守る観点から、入国管理

等に携わる職員に対する人権教育の充実を図る。

⑧ 性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害し

ている現状を改善し、女性の人権を尊重した表

現を行うよう、また、方針決定の場に女性を積

極的に登用するよう、メディアの自主的取組を

促す。

⑨ 家庭、学校、地域など社会のあらゆる分野に

おける男女平等を推進する教育・学習を充実さ

せる。また、女性の学習・実践活動を通じた社

会参加を促進する。

⑩ 我が国のイニシアティブにより国連婦人開発

基金（ ）内に設置された「女性に対するUNIFEM
暴力撤廃のための信託基金」に対して協力する。

⑪ 女性に対する人権侵害の発生を防止するため、

人権尊重の意識の普及・高揚を図るための啓発

活動を充実・強化するとともに、人権相談体制

を充実させる。

（２） 子ども

基本的人権の尊重を基本理念に掲げる日本国憲

法及びこれに基づく教育基本法、児童福祉法等の

法令並びに国際人権規約、児童の権利に関する条

約等の国際条約の趣旨に沿って、政府のみならず、

地方公共団体、民間団体、学校、家庭等、社会全

体が一体となって相互に連携を図りながら幼児児

童生徒の人権の尊重及び保護に向けた取組を推進

する。

特に、以下の諸施策を積極的に推進する。

① 学校教育において、幼児児童生徒の人権に十

分配慮し、一人一人を大切にした教育指導や学

校運営が行われるよう、児童の権利に関する条

約の趣旨・内容を周知する。また、社会教育に

おいても、同条約の内容・理念が広く理解され、

定着されるよう、公民館等における各種学級・

講座等を開設し、学習機会を充実させる。

② いじめは、児童生徒の人権に関わる重大な問

題であり、その解決のための真剣な取組を一層

推進する。また、児童生徒一人一人を大切にし

た個性を生かす教育、教員に対する研修の充実、

教育相談体制の整備、家庭・学校・地域社会の

連携、学校外の様々な体験活動の促進など各種

施策を推進する。

③ いじめ問題、虐待の防止など児童の健全育成

上重大な問題についての総合的な取組を推進す

るとともに、児童の権利に関する啓発活動を推
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進する。

④ 犯罪等の被害に遭った少年に対し、カウンセ

リング等による支援を行うとともに、少年の福

祉を害する犯罪の取締りを推進し、被害少年の

救出・保護を図る。

⑤ 児童買春、児童ポルノ、児童売買といった児

童の商業的性的搾取の問題が国際社会の共通の

課題となっており、我が国としても、児童の商

業的性的搾取の防止等について、積極的に取り

組む。

⑥ 子どもの人権を守るための「子どもの人権専

門委員」制度を充実・強化するとともに、電話

相談を含めた人権相談体制を充実させる。

⑦ 保育所保育指針における「人権を大切にする

心を育てる」ため、この指針を参考として児童

の心身の発達、家庭や地域の実情に応じた適切

な保育を実施する。

（３） 高齢者

高齢者が安心して自立した生活を送れるよう支

援するとともに、高齢者がそれぞれの経験と能力

を生かし、高齢社会を支える重要な一員として各

種の社会的な活動に積極的に参加できるための条

件の整備を図る。

① 学校教育においては、高齢化社会の進展を踏

まえ、主に社会科や道徳、特別活動において福

祉教育を推進する。

② 高齢者の学習機会の体系的整備並びに高齢者

の持つ優れた知識・経験等を生かして社会参加

してもらうための条件整備を促進する。

③ 高齢者と他の世代との相互理解や連帯感を深

めるため、世代間交流の機会を充実させる。

④ 「敬老の日」の行事を通じ、広く国民が高齢

者の福祉について関心と理解を深める。

⑤ 高齢化が急速に進行している農山漁村におい

て、高齢者が精神的、身体的、経済的、社会的

な面において生涯現役を目指し、安心して住み

続けられるよう支援する。

⑥ 高齢者が長年にわたり培ってきた知識、経験

等を活用し、６５歳まで現役として働くことが

できる社会を実現するため、６０歳定年の完全

定着、継続雇用の推進、多様な形態による雇用

・就業機会の確保のための啓発活動に取り組む。

⑦ 虐待その他高齢者に対する人権侵害の発生を

防止するため、人権尊重の意識の高揚を図るた

めの啓発を行い、人権相談体制を充実させる。

（４） 障害者

障害者のライフステージの全ての段階において

全人間的復権を目指すリハビリテーションの理念

と、障害者が障害のない人と同等に生活し活動す

る社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念

の下に、特に次のような施策の推進を図る。

① 障害者の自立と社会参加をより一層推進し、

障害者の「完全参加と平等」の目標に向けて「ノ

ーマライゼーション」の理念を実現するための

啓発・広報活動を推進する（障害者の日及び週

間を中心とする啓発・広報活動等 。）

② 障害のある子どもに対する理解と認識を促進

するため、小・中学校等や地域における交流教

育の実施及び講習会の開催、小・中学校の教員

等のための指導資料の作成・配布、並びに学校

教育関係者及び保護者等に対する啓発事業を推

進する。

③ 精神障害者に対する差別、偏見の是正のため、

地域精神保健福祉対策促進事業等に基づきノー

マライゼーションの理念の普及・啓発活動を推

進し、精神障害者の人権擁護のため、精神保健

指定医、精神保健福祉相談員等に対する研修を

実施する。

④ 障害者の社会参加と職業的自立を促進するた

め、障害者雇用促進月間を推進し、全国障害者

雇用促進大会及び身体障害者技能競技大会を開

催するとともに、情報誌の発行等事業主を始め

とする国民全般に対する啓発活動を推進する。

⑤ 障害者に対する差別や偏見を解消するため、

人権尊重の意識の普及・高揚を図るための啓発

活動を充実・強化するとともに、人権相談体制

を充実させる。

（５） 同和問題

同和問題に関する差別意識の解消を図るに当た

っては、地域改善対策協議会意見具申（平成８年

（１９９６年）５月１７日）を尊重し、これまで

の同和教育や啓発活動の中で積み上げられてきた

成果等を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重

していくための人権教育、人権啓発として発展的

に再構築し、その中で同和問題を人権問題の重要

な柱として捉え、今後とも、この問題に固有の経

緯等を十分に認識しつつ、国際的な潮流とその取

組を踏まえて以下の施策を積極的に推進する。

① 同和問題に関する差別意識の解消に向けた教

育及び啓発に関する事業については 「同和問題、

の早期解決に向けた今後の方策について（平成

８年（１９９６年）７月２６日閣議決定 」に基）

づき、次の人権教育・人権啓発の事業に再構成

して推進する。特に教育に関する事業について

は、学校、家庭及び地域社会が一体となって進

学意欲と学力の向上を促進する内容をも含むも

のとして推進する。

ア 人権問題啓発推進事業

イ 小規模事業者等啓発事業

ウ 雇用主に対する指導・啓発事業

エ 教育総合推進地域事業

オ 人権教育研究指定校事業

カ 人権教育総合推進事業

キ 人権思想の普及高揚事業

② 隣保館において、地域改善対策協議会意見具
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申（平成８年（１９９６年）５月１７日）に基

づき、周辺地域を含めた地域社会全体の中で、

福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる

開かれたコミュニティーセンターとして、総合

的な活動を推進する。

③ 今後の教育及び啓発の中で同和関係者の自立

向上という目標を重視するとともに、えせ同和

行為の排除を徹底する。また、同和問題につい

ての自由な意見交換のできる環境づくりを推進

する。さらに、教育の中立性を確保する。

（６） アイヌの人々

アイヌの人々に対する取組に当たっては、国民

一般が、アイヌの人々の民族としての歴史、文化、

伝統及び現状についての理解と認識を深め、その

人権を尊重していくことが重要であり、その観点

から特に以下の施策に取り組む。

① 平成８年（１９９６年）４月の「ウタリ対策

のあり方に関する有識者懇談会」報告書の趣旨

を尊重して 「アイヌ文化の振興並びにアイヌの、

伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法

律」に基づき、アイヌの人々の誇りの源泉であ

るアイヌの伝統及びアイヌ文化（以下「アイヌ

の伝統等」という ）が置かれている状況等に鑑。

み、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に

関する国民に対する知識の普及及び啓発を図る

ための施策を推進する。

② 学校教育におけるアイヌの人々の人権につい

ての教育は、社会科等において取り上げられて

おり、今後とも引き続き、基本的人権尊重の観

点に立った教育推進のための教員の研修を充実

させる。

③ 各高等教育機関等におけるアイヌ語やアイヌ

文化に関する教育研究について、取組に配慮す

る。

④ 生活館において、アイヌの人々の生活の改善

向上・啓発等の活動を推進する。

⑤ アイヌの人々に対する人権侵害の発生を防止

するため、人権尊重の意識の普及・高揚を図る

ための啓発活動を充実・強化するとともに、人

権相談体制を充実させる。

（７） 外国人

今日、我が国社会は、諸外国との人的・物的交

流の増大に伴い、外国人をめぐって様々な人権問

題が生じている。

そこで、外国人に対する偏見・差別を除去する

ため、特に以下の施策を推進する。

① 外国人に対する人権問題の解決を図るため、

外国人のための人権相談体制を充実させる。

② 外国人に対する差別意識解消のための啓発活

動を推進する。

③ 定住外国人に対する嫌がらせや差別事象の発

生を根絶するための啓発活動を推進する。

（８）ＨＩＶ感染者等

① ＨＩＶ感染者

ア 世界エイズデーの開催や、エイズに関するパ

ンフレットの配布、各種の広報活動等を通じて、

エイズ患者やＨＩＶ感染者に対する偏見・差別

を除去し、エイズ及びその感染者への理解を深

めるための教育・啓発活動を推進する。

イ 学校教育においては、発達段階に応じて正し

い知識を身に付けさせることにより、エイズ患

者やＨＩＶ感染者に対する偏見や差別をなくす

ため、エイズ教育を推進し、教材作成及び教職

員の研修を充実させる。

ウ エイズ患者やＨＩＶ感染者に対する誤解・偏

見や差別意識を持つことのないよう、エイズに

関する理解の促進のための学習機会を充実させ

る。

エ 職場におけるエイズ患者やＨＩＶ感染者に対

する誤解等から生じる差別の除去等のためのエ

イズに関する正しい知識を普及する。

② ハンセン病

ハンセン病については、平成８年（１９９６

年）に「らい予防法」が廃止されたところである

が、ハンセン病に対する差別や偏見の解消に向け

て、ハンセン病資料館の運営、啓発資料の作成・

配布等を通じて、ハンセン病に関する正しい知識

の普及を推進する。

（９）刑を終えて出所した人

刑を終えて出所した人に対する偏見・差別を除

去し、これらの者の社会復帰に資するための啓発

活動を実施する。

（ ）その他10
以上のほか、人権に関するその他の課題につい

ても引き続き、偏見・差別を除去し、人権が尊重

されるための施策を推進する。

４． 国際協力の推進

我が国は人権教育の分野での国際協力において

も積極的な役割を果たしていくべきであり、その

推進に当たっては、必要に応じ国連人権高等弁務

官、国連人権センター等とも連携していくことと

する。

① 国連総会、国連人権委員会における「人権教

育のための国連１０年」に関する取組に貢献す

る。

② 国連に設けられた「人権分野における諮問サ

ービス及び技術的援助のための自発的基金」等

の人権関係基金に協力し、これらの基金を用い

て国連人権センター等が開発途上国に対して実

施する人権教育関連のプロジェクトに寄与する。

③ 我が国からの開発途上国に対する人権教育関

連の協力を引き続き推進する。

④ 我が国において国際的な人権シンポジウムを
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開催する。特に人権教育をテーマとすること、

世界人権宣言採択５０周年に当たる平成１０年

（１９９８年）には同宣言をテーマとすること

を検討する。

⑤ 本国内行動計画については、国連人権高等弁

務官に報告する。

５． 計画の推進

（１）この計画を実施するため、政府においては、

人権教育のための国連１０年推進本部を軸として、

行政機関相互の密接な連携を図りつつ、総合的な

施策を推進するとともに、各省庁の施策の実施に

当たっては、本行動計画の趣旨を十分踏まえるこ

ととする。また 「人権教育のための国連１０年」、

の趣旨等について様々な機会をとらえ周知を図る。

さらに、本行動計画の施策の積極的な推進等を通

じ、人権教育・啓発を総合的かつ効果的に推進す

るための体制の在り方について検討する。政府全

体の取組における連絡調整体制の在り方について

も併せて検討する。

（２）本行動計画の実施に当たっては、人権擁護施

策推進法に基づき法務省に設置された、人権尊重

の理念に関する国民相互の理解を深めるための教

育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する

基本的事項等を調査・審議する人権擁護推進審議

会における検討結果を反映させる。

（３）様々な差別意識の解消を図り、すべての人の

人権尊重の意識を高めていくためには、地方公共

団体その他の公的機関、民間団体等の果たす役割

が大きい。このことに鑑み、これらの団体等が、

それぞれの分野において、本行動計画の趣旨に沿

った自主的な取組を展開することを期待するとと

もに、本行動計画の実施に当たっては、これらの

団体等の取組や意見に配慮する。

（４）この計画の推進状況について、定期的にフォ

ローアップを行い、その結果を施策の推進に反映

するとともに、この計画自体を必要に応じ見直す。
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(3)「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深

めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な

推進に関する基本的事項について （平成11年7月2」

9日人権擁護推進審議会答申）

はじめに

１ 本審議会の人権に関する基本的認識

「激動の世紀」と言われた２０世紀も後一年数か

月で幕を閉じ，新しく２１世紀を迎えようとしてい

る。

人類の歴史の中で，２０世紀ほど科学技術が急速

に発達し，人類の未来の夢をはぐくんだ世紀はなか

った。しかし，２０世紀は，人々の生活に快適さと

豊かさをもたらした面がある一方で，人類に多くの

災いをもたらした世紀でもあった。二度の世界大戦

のみならず，冷戦後も度重なる各地の局地紛争は，

かつてないほどの規模で人々の生活を破壊し，その

生命を奪い，さらに核戦争の恐怖を生み出している。

経済開発の優先は，地球規模で深刻な環境破壊・環

境汚染をもたらし，人類だけでなく，地球上に生き

とし生けるものすべての生存さえも脅かしかねない。

，「 」 。迎える２１世紀は 人権の世紀 と言われている

それには，２０世紀の経験を踏まえ，全人類の幸福

が実現する時代にしたいという全世界の人々の願望

が込められている。２０世紀においても１９４８年

（昭和２３年）の世界人権宣言以来，国際連合を中

心に全人類の人権の実現を目指して，様々な努力が

続けられてきたが，それが一斉に開花する世紀にし

たいという熱望である。

人々が生存と自由を確保し，それぞれの幸福を追

求する権利－それが人権である。この人権の尊重こ

そが，すべての国々の政府とすべての人々の行動基

準となるよう期待されている。つまり，政府のみな

らず人々の相互の間において人権の意義が正しく認

識され，その根底にある「人間の尊厳」が守られる

ことが期待されているのである。

人権は 「人間の尊厳」に基づく人間固有の権利で，

ある。しかし，地球の狭さと限られた資源の中で，

人々を取り巻くあらゆる環境と共生していくことが

なければ，人権の尊重もまたあり得ない時代に差し

掛かっている。人権の尊重ということは，今日，そ

のような広がりの中でとらえられなければならない。

世界の大きな動向から，ひるがえって我が国の人

権状況を見ると，人権尊重を基本原理とする日本国

憲法の下に，様々な経緯を踏まえながらも，人権尊

重主義は次第に定着しつつあると言える。しかし，

公的制度や諸施策そのものの在り方にかかわって，

様々な課題がある。さらに，国民相互の間にも課題

が残されている。とりわけ同和問題など不当な差別

は，憲法施行後５０年以上を経過した今日の時点で

も解消されていない。我が国が，世界の人権擁護推

進に寄与し，国際社会で名誉ある地位を得るために

も，これらの課題を早急に解決していく必要がある。

一人一人の人間が尊厳を持つかけがえのない存在で

あるという考え方が尊重され，守られる社会を作っ

ていくことが求められている。

「人権の世紀」への始動は，既に至るところに，

様々な形で見られるが，国際連合の提唱による「人

権教育のための国連１０年」もその一つである。そ

のような中で，人権擁護推進審議会（以下 「本審議，

会」と言う ）は，人権擁護施策推進法に基づき，ま。

ず 「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深め，

るための教育･啓発に関する施策」の検討を行ってき

た。

人権は 「人間の尊厳」に基づく権利であって，尊，

重されるべきものである。しかし，現実には，人々

の生存，自由，幸福追求の権利，すなわち人権が，

公権力と国民との間のみならず国民相互の間でも侵

害される場合があり，その一つの典型が不当な差別

であることは，広く認識されるに至っている。この

ような人権侵害とされるものの中には，人権と人権

が衝突し，その衝突状況を慎重に見極めて人権侵害

の有無を決すべきものもあるが，多く見られるのは，

不当な差別のような一方的な人権侵害である。こう

した人権侵害は，いずれにしても，決して許される

ものではない。本審議会は，国民相互間の人権問題

について，このような認識に立って，人権教育・啓

発の施策の基本的在り方について検討してきた。

人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深める

ことは，まさに，国民一人一人の人間の尊厳に関す

る意識の問題に帰着する。これは，社会を構成する

人々の相互の間で自発的に達成されることが本来望

ましいものであり，国民一人一人が自分自身の課題

として人権尊重の理念についての理解を深めるよう

努めることが肝要である。しかし，同和問題など様

々な人権課題がある我が国の現状にかんがみれば，

人権教育・啓発に関する施策の推進について責務を

負う国は，自らその積極的推進を図り，地方公共団

体その他の関係機関など人権教育・啓発の実施主体

としてそれぞれ重要な役割を担っていくべき主体と

も連携しつつ，国民の努力を促すことが重要である。

さらに，これらの実施主体の活動のほかに，国民の

ボランティア活動にも期待するところが大きい。他

方，人権教育・啓発は国民一人一人の心の在り方に

密接にかかわるものであることから，それが押し付

けになるようなことがあってはならないことは言う

までもない。

本審議会は，人権教育・啓発に以上のような困難

な問題があることを十分踏まえた上で，人権教育・

啓発を総合的に推進するための諸施策を提言するも

のである。

２ 本審議会の設置の経緯と審議の経過

（１）我が国の人権に関する現状を見ると，同和問

題など社会的身分や門地による不当な差別，人種

・信条又は性別による不当な差別その他の人権侵
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害が今なお存在し，また，我が国社会の国際化，

高齢化，少子化，情報化等の社会の変化に伴い，

人権に関する新たな課題も生じてきている。

このような中，同和問題の早期解決に向けた今

後の方策の基本的在り方について検討した地域改

善対策協議会は，平成８年５月の意見具申におい

て，依然として存在する差別意識の解消に向けた

教育・啓発の推進及び人権侵害による被害の救済

等の対応の充実強化を求め，差別意識の解消を図

るための教育・啓発については，これまでの同和

教育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果と

これまでの手法への評価を踏まえ，すべての人の

基本的人権を尊重していくための人権教育，人権

啓発として発展的に再構築すべきであると提言し

た。これを受けて，平成８年７月の閣議決定にお

いて，同和問題に関する差別意識の解消に向けた

教育・啓発に関する地域改善対策特定事業は，一

般対策としての人権教育・啓発に再構成して推進

することとされた。

このような情勢の下に，平成８年１２月，人権

擁護施策推進法が制定され，同法に基づいて，本

審議会が法務省に設置され，人権尊重の理念に関

する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発

に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項

及び人権が侵害された場合における被害者の救済

に関する施策の充実に関する基本的事項について

調査審議することとされた。

（２）本審議会は，平成９年５月の第１回会議にお

いて，法務大臣，文部大臣，総務庁長官から「人

権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるた

めの教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に

関する基本的事項について （諮問第１号 ，法務」 ）

大臣から「人権が侵害された場合における被害者

の救済に関する施策の充実に関する基本的事項に

ついて （諮問第２号）それぞれ諮問を受けた。」

本審議会は，第１回会議以降 「人権尊重の理念，

に関する教育及び啓発の基本的事項については二

年を目途に」基本的考え方を取りまとめる旨の衆

議院及び参議院の各法務委員会の附帯決議等を踏

， ， ，まえ 諮問第１号を中心に審議を行い これまで

２９回の会議を開催した。その間，各委員等から

の様々なプレゼンテーションや各種の人権課題に

関する民間団体等からの意見聴取を行うなど，幅

広く調査審議を行い，さらに，本年６月１８日に

答申案を公表し，各方面から寄せられた意見など

を踏まえて最終的な審議を行った。

本審議会は，このような調査審議を経て，ここ

に諮問第１号に関する答申を取りまとめた。

第１ 人権及び人権教育・啓発に関する現状につ

いて

１ 人権に関する現状

我が国においては，基本的人権の尊重を基本原理

とする日本国憲法の下で，国政の全般にわたり，人

権に関する諸制度の整備や諸施策の推進が図られて

きた。平成１０年１２月には，衆議院及び参議院に

おいて，世界人権宣言採択５０周年を契機として，

すべての人々の人権が尊重される社会の実現に一層

努めることを決意する旨の決議も行われている。

しかしながら，我が国の人権に関する現状につい

ては，国内外から，国の諸制度や諸施策そのものの

在り方に対する人権の視点からの批判的意見（注１）

も含めて，公権力と国民（注２）との関係や国民相

互の関係において様々な人権問題が存在すると指摘

されている。

本審議会は，人権尊重の理念に関する国民相互の

理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総

合的な推進に関する基本的事項について諮問を受け

ている。したがって，人権に関する現状を考察する

上で検討の対象となるものは，様々な人権問題のう

ち，人権に関する教育・啓発を推進し，人権尊重の

理念に関する国民相互の理解が深まることによって，

解消に向かうと考えられるものである。

そこで，主な人権課題（注３）の現状を見ると，

以下のとおりである。

① 女性に関する課題として，人々の意識の中に形

成された固定的役割分担意識等からくる，就職の

際や職場における昇進の際の男女差別の問題のほ

か，セクシュアルハラスメント，家庭内における

暴力などの問題がある。

② 子どもに関する課題として，子どもたちの間の

いじめは依然として憂慮すべき状況にあるほか，

教師による児童生徒への体罰も後を絶たない。ま

た，親による子どもへの虐待なども深刻化しつつ

ある。

③ 高齢者に関する課題として，我が国における平

均寿命の大幅な伸びや少子化などを背景として社

会の高齢化が急速に進む中，就職に際しての差別

の問題のほか，介護を要する高齢者に対する家庭

や施設における身体的・心理的虐待や高齢者の財

産を本人に無断でその家族等が処分するなどの問

題がある。

④ 障害者に関する課題として，就職に際しての差

別の問題のほか，障害者への入居・入店拒否など

の問題が依然として存在しており，さらに，施設

内における知的障害者等に対する身体的虐待事件

の多発などが近時目を引く。

⑤ 同和問題に関する課題として，同和問題に関す

る国民の差別意識は，特に昭和４０年の同和対策

審議会答申（注４）以降の同和教育及び啓発活動

，の推進等により着実に解消に向けて進んでいるが

結婚問題を中心に，地域により程度の差はあるも

のの依然として根深く存在している。就職に際し

ての差別の問題や同和関係者に対する差別発言，

差別落書などの問題もある。



- 23 -

⑥ アイヌの人々に関する課題として，結婚や就職

に際しての差別の問題のほか，差別発言などの問

題がある。

⑦ 外国人に関する課題として，諸外国との人的・

物的交流が飛躍的に拡大し，我が国に在留する外

国人が増えつつある中，就労に際しての差別の問

題のほか，外国人への入居・入店拒否など様々な

問題がある。また，在日朝鮮人児童生徒への暴力

や嫌がらせなどの事件や差別発言などの問題もあ

る。

⑧ ＨＩＶ感染者やハンセン病の患者及び元患者に

関する課題として，日常生活や職場・医療現場に

おける差別の問題のほか，マスメディアの報道に

よるプライバシーの侵害などの問題がある。

⑨ 刑を終えて出所した人に関する課題として，就

職に際しての差別の問題のほか，悪意のある噂の

流布などの問題がある。

以上のほか，犯罪の被害者やその家族について，

時には少年事件などの加害者本人についても，マス

メディアの興味本位の，又は行き過ぎた取材や報道

によるプライバシーの侵害の問題があるなど，様々

な人権課題がある。近時，インターネット上の電子

掲示板やホームページへの差別的情報の掲示も問題

となっている。

このように我が国には今なお様々な人権課題が存

在するが，その要因としては，人々の中に見られる

同質性・均一性を重視しがちな性向や非合理な因習

的な意識，物の豊かさを追い求め心の豊かさを軽視

する社会的風潮，社会における人間関係の希薄化の

傾向等が挙げられる。国際化，情報化，高齢化，少

子化等の社会の急激な変化なども人権問題を複雑化

させる要因となっている。また，国民一人一人にお

いて，個々の人権課題に関して正しく理解し，物事

を合理的に判断する心構えが十分に備わっていると

は言えないことが，それぞれの課題で問題となって

いる差別や偏見につながっているという側面もある。

このような様々な人権課題が存在する要因の基に

は，国民一人一人に人権尊重の理念についての正し

い理解がいまだ十分に定着したとは言えない状況が

あることが指摘できる。

現に，総理府が平成９年７月に実施した「人権擁

護に関する世論調査」において，基本的人権が侵す

ことのできない永久の権利として憲法で保障されて

いることそれ自体を知らないと答えた者の割合が，

回答者全体の２０．１パーセントを占めており，そ

の結果から見ても，基本的人権についての周知度が

いまだ十分とは言えない状況にある。同世論調査で

は，権利のみを主張して他人の迷惑を考えない人が

増えてきたと思うと答えた者の割合が，回答者全体

の８２．９パーセントにも上っており，この結果か

らも，自分の権利を主張する上で他人の権利にも十

分に配慮する必要があるという認識がいまだ国民の

間に十分に浸透していないことがうかがわれる。

他方，上記の周知度との関連で，自分の有する権

利についての理解が十分でないことから，本来，正

当に主張すべき場面での権利主張が十分なされてい

ないことがあると指摘されている。

このように人権尊重の理念についての正しい理解

がいまだ十分に定着していないのは，国民に，人権

の意義やその重要性についての正しい知識が十分に

身に付いておらず，また，日常生活の中で人権上問

題のあるような出来事に接した際に，直感的にその

出来事はおかしいと思う感性や，日常生活において

人権への配慮がその態度や行動に現れるような人権

感覚も十分に身に付いていないからであると考える。

２ 人権教育・啓発の現状

本審議会の審議対象は，人権尊重の理念に関する

国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関す

る施策の総合的な推進に関する基本的事項とされて

いる。ここに言う人権教育，人権啓発は，いずれも，

人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるた

めのものであって，かつ，それにより，国民の人権

感覚が培われ，前記のような感性がはぐくまれるな

どして，人権問題を生じさせている諸要因を解消し，

人権問題が解決されることを期待するものである。

また，一般的に「教育 「啓発」といっても，使わ」，

れる場面によって重なり合う部分があり，この両者

は明確に区分されるものではない（注５ 。）

そこで，本審議会においては，今後の人権教育・

啓発の基本的在り方及びこれを踏まえた人権教育・

啓発の推進のための効果的な方策を各実施主体に提

案するという実践的な観点から，本答申で用いる人

権教育及び人権啓発を以下のように整理することと

する。

人権教育とは，基本的人権の尊重の精神が正しく

身に付くよう，学校教育及び社会教育において行わ

れる教育活動とする。人権啓発とは，広く国民の間

に，人権尊重思想の普及高揚を図ることを目的に行

われる研修・情報提供・広報活動等で人権教育を除

いたものとする。

（１） 人権教育

人権教育については，日本国憲法及び教育基本

法の精神にのっとり，基本的人権の尊重の精神が

正しく身に付くよう，地域の実情にも留意しなが

ら，学校教育及び社会教育を通じ様々な取組が行

われている。

しかしながら，ともすると知識を一方的に教え

るにとどまっている，人権尊重の理念について必

ずしも十分認識していない指導者が見られる，な

どの問題が指摘されている。また，人権教育を実

施するに当たっては，外部の不当な介入を受ける

ことなく，教育の中立性を確保することが引き続

き重要な課題となっている。
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人権教育の現状は，以下のとおりである。

ア 学校教育

学校教育では，人権に関する様々な課題につ

いて，児童生徒が授業で学習したり，クラスで

話し合ったりするなど，発達段階に応じた取組

が行われている。

幼稚園においては，例えば，友達と一緒にも

のづくりをするなどの様々な遊びや生活を通し

て，幼児が他の幼児とのかかわりの中で他人の

存在に気付き，相手を尊重する気持ちで行動で

きるようにするなど，人権尊重の精神の芽生え

をはぐくむような取組が行われている。

小学校，中学校及び高等学校においては，児

童生徒の発達段階に即し，各教科，道徳，特別

活動等のそれぞれの特質に応じて学校の教育活

動全体を通じて人権尊重の意識を高める教育が

行われている。例えば，社会科においては，日

本国憲法を学習する中で人間の尊厳や基本的人

，権の保障などについて理解を深めることとされ

また，道徳においては，だれに対しても差別す

ることや偏見を持つことなく，人間尊重の精神

をはぐくむよう指導することとされている。

， ，また 人権教育を推進するための施策として

人権教育に関する指導方法等の改善及び充実に

資するため研究指定校等による実践的な取組が

行われている。

さらに，いじめ，障害者などの人権に係る諸

課題について，種々の施策が実施されている。

例えば，いじめの問題については，いじめは人

権にかかわる重大な問題であり 「弱い者をいじ，

めることは人間として絶対に許されることでは

ない」という認識に立って各種の取組が行われ

ている。また，障害者に対する正しい理解認識

を深めるために，障害のある児童生徒と障害の

ない児童生徒や地域社会の人々とが共に活動を

行う交流教育などの実践的な取組が行われてい

る。

， ，大学等における人権教育については 例えば

法学一般，憲法などの法学の授業に関連して実

施されている。また，教養教育に関する科目等

として，人権教育に関する科目が開設されてい

る大学もある。

このように学校教育において人権教育が推進

されているが，児童生徒の実態からすると，知

的理解にとどまり，人権感覚が十分身に付いて

いないなど指導方法の問題，教員に人権尊重の

理念について十分な認識が必ずしもいきわたっ

ていないなどの問題等が指摘されている。

イ 社会教育

社会教育においては，生涯の各時期に応じ，

各人の自発的学習意思に基づき，人権に関する

学習ができるよう，生涯学習の視点に立って，

公民館等の社会教育施設を中心に学級・講座の

開設や交流活動など，人権に関する多様な学習

機会が提供されている。また，社会教育指導者

のための人権教育に関する手引の作成などが行

われている。さらに，社会教育主事等の社会教

育指導者を対象に様々な形で研修が行われ，指

導者の資質の向上が図られている。

このように，生涯学習の振興のための各種の

施策を通じて人権教育が推進されているが，知

識伝達型の講義形式の学習に偏りがちであるこ

とや指導者が固定しがちであることなどから，

ともすると学習参加者の意欲が減退しているな

どの問題が指摘されている。

ウ 家庭教育

家庭教育は，幼児期から子どもに豊かな情操

や思いやり，善悪の判断などの基本的倫理観な

どをはぐくむ上で，極めて重要な役割を担って

いる。本来，家庭教育は，各家庭において責任

を持って行われるべきものであるが，今日，家

。 ，庭の教育力の低下が指摘されている このため

家庭教育に関する親の学習機会の提供や子育て

に関する相談体制の整備，家庭教育手帳等の作

成・配布など家庭教育を支援する取組が行われ

ている。一方，親の差別的な意識が，言動を通

じて，子どもに再生産されてしまう場合が少な

くないと指摘されている。このため，親自身が

偏見を持たず，差別をしないことなどを日常生

活を通じて身をもって子どもに示していくこと

が求められている。

（２） 人権啓発

人権啓発活動は，広く国民の間に人権尊重思想

の普及高揚を図り，これにより，国民一人一人が

，人権を尊重することの重要性を認識するとともに

その認識が日常生活の中で態度面，行動面等にお

いて根付くことを目指して，様々な実施主体によ

り行われている。

しかしながら，一方で，啓発活動のマンネリ化

傾向，啓発実施主体間相互の連携不足，活動の周

知度の低さなど種々の問題が指摘されている。

様々な実施主体により行われている啓発活動の

現状は，以下のとおりである。

ア 国の人権擁護機関の啓発活動

国においては，その所掌事務との関連で，府

（ ）省庁等において人権にかかわる啓発活動 注６

が行われている。人権擁護事務として人権啓発
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を担当する機関としては，法務省人権擁護局及

びその下部機関である法務局・地方法務局と人

権擁護委員が設けられ，これら法務省に置かれ

た人権擁護機関（注７）が一体となって人権啓

発活動を行っている。

その活動は，一般的には，毎年，年度を通じ

て特に重点的に啓発活動を行うテーマを定めた

上で，シンポジウム・講演会・座談会・討論会

・映画会などの開催，各種イベントへの参加，

テレビ・ラジオ・有線放送等のマスメディアの

利用など，様々な方法で展開されている。毎年

１２月４日から１２月１０日までの１週間は 人「

権週間」と定められ，その期間中は，各種イベ

ント等の啓発活動が全国規模で集中的に展開さ

れており，また，総務庁，文部省，地方公共団

体等との共催により，人権啓発フェスティバル

が毎年３か所で開催されている。そのほか，国

家公務員や都道府県及び市町村の人権啓発行政

に携わる職員を対象にした研修会などが開催さ

れている。

子どもを対象とした啓発活動としては，主に

小学生を対象とした人権の花運動，中学生を対

象とした人権作文コンテストのほか，人権擁護

委員による学校等における座談会，ビデオ上映

会などが実施されている。

平成１０年度からは，人権啓発活動を実施す

る主体の連携協力を強化するため，法務局・地

方法務局，都道府県及び都道府県人権擁護委員

連合会の三者で人権啓発活動ネットワーク（注

８）の整備を図る事業が実施されている。

同和問題の早期解決を妨げる要因となってい

るえせ同和行為（注９）の排除を目指して，関

係省庁やその出先機関，地方公共団体との協力

の下，情報交換のための会議や講演会等が開催

されている。

以上のほか，法務省が外部に委託している人

権啓発事業があり （財）人権教育啓発推進セン，

ターや都道府県・政令指定都市が委託を受けて

啓発活動を実施している（注１０ 。）

このように，様々な態様で人権啓発活動が実

施されているが，その内容・手法が必ずしも国

民の興味・関心・共感を呼び起こすものになっ

ていないという指摘がある。特に，啓発活動の

実施に当たってのマスメディアの効果的な活用

が十分とは言えない現状にある。啓発実施主体

間の連携については，人権啓発活動ネットワー

クの整備等を通して，ある程度進んでいるもの

の，市町村や公益法人等の民間団体等との連携

や中央の府省庁レベルの連絡協議体制は十分な

ものとは言えない。さらに，法務省の人権擁護

機関の存在及び活動内容が国民に十分知られて

いないという指摘や，法務局・地方法務局の人

権擁護事務担当者には，人権啓発技法等につい

， ，ての専門性が十分でないとの指摘があり 今後

啓発活動を積極的に推進していく上では，現在

の法務省の人権擁護部門の実施体制自体も不十

分であるという問題もある。

，人権擁護委員の行う人権啓発活動については

その企画立案を含めて，取組がいまだ十分とは

言えない現状にある。

イ 地方公共団体の啓発活動

地方公共団体においては，都道府県，市町村

のそれぞれの地域の実情に応じ，啓発行事の開

催，啓発資料等の作成・配布，啓発手法等に関

する調査・研究，研修会の開催など様々な啓発

活動が行われており，その内容は，まさに地域

の実情等に応じて多種多様である。

都道府県においては，市町村を包括する広域

的な立場や市町村行政を補完する立場から，そ

れぞれの地域の実情に応じ，市町村を先導する

事業，市町村では実施が困難な事業，市町村の

取組を支援する事業などが展開されている。

市町村においては，住民に最も身近にあって

住民の日常生活に必要な様々な行政を担当する

立場から，地域に密着したきめ細かい多様な人

権啓発活動が様々な機会を通して展開されてい

る。

地方公共団体においても，人権啓発の手法の

更なる創意工夫，啓発実施主体間相互の連携強

化，活動の周知度を高める工夫などの必要性が

指摘されている。行政主導による啓発活動が中

心であるため，知識の習得に偏りがちとなり，

住民一人一人が自分自身の課題として人権尊重

の理念についての理解を深めるようなものにな

っていないとの指摘もある。さらに，人権啓発

に関して，一部には，主体性を欠いた行政運営

が行われている傾向が見られることが指摘され

ており，その適正化が求められている。

ウ 企業及び民間団体の啓発活動

企業においては，その取組に濃淡はあるもの

の，個々の企業の実情や方針等に応じて，自主

的な人権啓発活動が行われている。具体的な取

組としては，従業員に対して行う人権に関する

各種研修のほか，より積極的なものとしては，

人権啓発を推進するための組織の設置や人権に

関する指針の制定，あるいは従業員に対する人

権標語の募集などが行われている例もある。

民間団体においても，人権全般あるいは個々

の人権課題を対象として，広報，調査・研究，

研修等，人権啓発上有意義な様々な取組が行わ

れているほか，国，地方公共団体が主催する講

演会，各種イベントへの参加などの人権啓発活

動が展開されている。
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（３） （財）人権教育啓発推進センター

（財）人権教育啓発推進センター（注１１）は，

国からの委託事業を含めて様々な人権教育・啓発

活動を実施している公益法人であり，人権教育・

啓発の実施主体としての民間団体の中にあって，

国，地方公共団体，民間非営利法人等の各実施主

体の連携協力を側面から支援し，企業，研究機関

等の民間レベルや国際機関の英知を活用するなど

して，中立性・公正性を確保しつつ，積極的に人

権教育・啓発活動を推進していくことが期待され

ている。

（財）人権教育啓発推進センターにおいては，

現在，啓発映画の作成，国内外の人権教育・啓発

に関しての調査・研究や情報収集，人権フォーラ

ムの開催，人権啓発フェスティバルの国，地方公

共団体との共催，人権関係情報データベースによ

る各種情報提供，人権教育・啓発担当者用のテキ

ストの作成，企業内研修用の啓発資料の作成，国

家公務員や都道府県及び市町村の人権啓発行政に

携わる職員を対象とした研修の支援・協力等の事

業が行われている。

しかしながら，上記のような役割を果たすため

には，施設や専従職員の確保などの実施体制にお

いて不十分な点が見られるとともに，人権情報収

集システム，調査研究機能，人権啓発指導者養成

機能などの整備もいまだ不十分である。

（４） 人権教育のための国連１０年

１９９３年（平成５年）の世界人権会議におい

て，人権教育（本答申における人権教育・啓発の

両者を含む の重要性が強調され １９９４年 平。） ， （

成６年）の第４９回国際連合総会において 「人権，

」（ （ ）教育のための国連１０年 １９９５年 平成７年

～２００４年（平成１６年 ）を宣言する決議とそ）

の行動計画が採択された。

これを受けて，我が国においては 「人権教育の，

ための国連１０年」に係る施策について，関係行

政機関相互の緊密な連携・協力を確保し，総合的

かつ効果的な推進を図るため，内閣に人権教育の

ための国連１０年推進本部が設置され，同本部に

おいて，平成９年７月４日 「人権教育のための国，

連１０年」に関する国内行動計画が策定・公表さ

れた。その後，関係行政機関において，この国内

行動計画に掲げられた諸施策の実施等を通じ，人

権教育の推進が図られている。

この国内行動計画は，その実施に当たって本審

議会における検討結果を反映させることとされて

いる。

第２ 人権教育・啓発の基本的在り方について

１ 人権尊重の理念

人権とは，すべての人間が，人間の尊厳に基づい

て持っている固有の権利である。人権は，社会を構

成するすべての人々が個人としての生存と自由を確

保し，社会において幸福な生活を営むために，欠か

すことのできない権利であるが，それは人間固有の

尊厳に由来する。

日本国憲法において，人権は，人類の多年にわた

る自由獲得の努力の成果であり，侵すことのできな

い永久の権利として現在及び将来の国民に与えられ

（ ， ）。 ，たものであるとされている ９７条 １１条 また

昨年，第３回国際連合総会で採択されてから５０周

年を迎えた世界人権宣言においては，人類社会のす

べての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのでき

ない権利とを承認することは，世界における自由，

正義及び平和の基礎であるとされている（前文 。人）

権は何よりも大切なものであり，人権の尊重が政府

及び人々の行動基準とされなければならないことは，

１９９３年（平成５年）のウィーンにおける世界人

権会議（注１２）などにおいても確認されている。

このように普遍的な意義を持つ人権の内容は，日

本国憲法においても，個人の尊重，生命，自由，幸

福追求の権利の尊重（１３条）と法の下の平等及び

差別の禁止（１４条）という二つの包括的な規定と，

様々な人権の個別・具体的な保障規定の中に明文で

示されている。

これらの人権が不可侵であるということは，歴史

的には，主として，公権力によって侵されないとい

う意味で理解されてきたが，人間はどのような関係

においても人間として尊重されるべきものであると

いうことにかんがみれば，人権は，国や地方公共団

体といった公権力の主体との関係においてだけでな

く，国民相互の関係においても尊重されるべきもの

であることは言うまでもない。

我が国においては，一方で，本来，正当に主張す

べき場面での権利主張が必ずしも十分に行われてい

ないという問題があり，他方で，自分の権利を主張

する上で，他人の権利にも十分配慮することができ

ない者も少なくないという問題があるが，これは，

詰まるところ，人権についての正しい理解がいまだ

不十分であるからにほかならない。今日，人権の尊

重が世界共通の行動基準とされるすう勢にあること

からしても，今後の我が国社会においては，一人一

人が自分の人権のみならず他人の人権についても正

しい理解を持つとともに，権利の行使に伴う責任を

自覚し，人権を相互に尊重し合い，その共存を図っ

ていくことが重要である。日本国憲法１２条も，こ

の趣旨をうたっている。

すべての人は，人間として皆同じように大切な人

権を有しているのであり，すべての個人が自律した

存在としてそれぞれの幸福を最大限に追求すること

ができる平和で豊かな社会は，国民相互の人権が共

に尊重されてこそ初めて実現されるものである。

このような認識に立ち，本審議会は，人権尊重の
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理念を，自分の人権のみならず他人の人権について

も正しく理解し，その権利の行使に伴う責任を自覚

して，人権を相互に尊重し合うこと，すなわち，人

権の共存の考え方ととらえるものである。

２ 人権教育・啓発の基本的在り方

，人権が共存する人権尊重社会を実現するためには

国民一人一人が人権尊重の理念について正しく理解

することが重要である。このため，人権尊重の理念

について国民相互の理解を深めることを目的として

行われる人権教育・啓発の果たす役割は極めて大き

い。

人権教育・啓発に当たっては，国民一人一人に，

人権の意義やその重要性が知識として確実に身に付

き，人権問題を直感的にとらえる感性や日常生活に

おいて人権への配慮がその態度や行動に現れるよう

な人権感覚が十分身に付くよう，対象者の発達段階

に応じながら，その対象者の家庭，学校，地域社会

などにおける日常生活の経験などを具体的に取り上

げるなど，創意工夫を凝らしていく必要がある。そ

の際，人格が形成される早い時期から，人権尊重の

精神の芽生えが感性としてはぐくまれるよう配慮す

る必要がある。また，人権教育・啓発は，国民一人

一人の心の在り方に密接にかかわる問題であること

から，その性質上，押し付けにならないように留意

する必要がある。

人権教育・啓発は，国民一人一人の生涯の中で，

様々な機会を通して実施されることにより効果を上

げるものと言える。そのため，人権教育・啓発の実

施主体は相互に十分な連携をとり，その総合的な推

進に努めることが必要である。

， ，人権教育・啓発の手法については 法の下の平等

個人の尊重といった人権一般の普遍的な視点からの

アプローチと，具体的な人権課題に即した個別的な

視点からのアプローチとがあり，この両者があいま

って人権尊重の理念についての理解が深まっていく

ものと考えられる（注１３① 。この両者に十分配慮）

しながら，人権教育・啓発を進めていく必要がある

が，個別的な視点からのアプローチに当たっては，

地域の実情等を踏まえるとともに，人権課題に関し

て正しく理解し，物事を合理的に判断する精神を身

に付けることができるように働きかける必要がある。

その際，同和問題など様々な人権課題に関してこれ

まで取り組まれてきた教育・啓発活動の成果と手法

への評価を踏まえる必要がある（注１３② 。）

さらに，人権教育・啓発がその効果を十分に発揮

するには，その内容はもとより，実施の方法等にお

いても国民から幅広く理解と共感を得られるもので

あることが必要である。

この観点からすると，人権教育・啓発は，その内

容・方法等において，国民からあまねく受け入れら

れるものであることが望まれ，また，これを担当す

る行政は，主体性を確保することが重要である。一

方，人権教育・啓発にかかわるすべての人は，国民

の間には人権問題や人権教育・啓発の内容・手法等

に関し多様な意見が存在していることにも十分配意

し，異なった意見に対する寛容の精神に立って，人

権問題等に関して自由な意見の交換を行うことがで

きる環境づくりに努めることが求められる。これに

関連して言えば，人権上問題のある行為をしたとさ

れる者に対する行き過ぎた追及行為は，国民に人権

問題に関する自由な意見交換を差し控えさせること

になるなど，上記環境づくりの上で好ましくないも

のと言える。人権上問題のあるような行為をした者

に対しては，人権擁護に当たる公的機関が迅速かつ

適正に対応することが重要である。

なお，人権問題を口実とした不当な利益等の要求

行為の横行も，人権問題に対する国民の理解を妨げ，

ひいては人権教育・啓発の効果をくつがえすもので

， （ ）。あるから その排除に努める必要がある 注１３③

（１） 人権教育

人権教育は，生涯学習の視点に立って，幼児期

， ，からの発達段階を踏まえ 地域の実情等に応じて

学校教育，社会教育及び家庭教育のそれぞれが互

いの主体性を尊重しつつ，相互の連携を図ってこ

れを実施する必要がある。人権教育をより効果的

に推進するためには，今後とも，学習機会の一層

の充実，指導方法や学習教材の開発・提供，指導

者の養成・確保等を図っていく必要がある。

人権教育を進めるに当たっては，政治運動や社

会運動との関係を明確に区別し，それらの運動そ

のものも教育であるといったようなことがないよ

う，教育の中立性が守られるように留意しなけれ

ばならない。

ア 学校教育

幼児期は，人間形成の基礎が培われる極めて

大切な時期であるため，幼児の発達の特性を踏

まえ，身近な動植物に親しみ，生命の大切さに

気付かせ，豊かな心情を育てるなど，人権尊重

の精神の芽生えが感性としてはぐくまれるよう

に努める必要がある。

小学校，中学校及び高等学校においては，児

童生徒の発達段階に即しながら，各教科等の特

質に応じ，学校の教育活動全体を通じて人権尊

重の理念について理解を促し，一人一人を大切

にする教育を推進していく必要がある。

このために，生命を大切にし，自他の人格を

尊重し，お互いの個性を認め合う心，他人の痛

みが分かる，他人の気持ちが理解でき，行動で

きるなどの他人を思いやる心，正義感や公正さ

を重んじる心などの豊かな人間性を育成するこ

とが重要である。そのためには，ボランティア

活動などの社会体験や自然体験，高齢者や障害
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者等との交流などの豊かな体験の機会の充実が

大切である。

これとともに，人間尊重の考え方が基本的人

権を中心に正しく身に付くようにする必要があ

る。その際，他人の自由や権利を大切にするこ

と，自分の行動には責任を持たなければならな

いことなどについて指導していくことが必要で

ある。また，人間尊重の考え方を指導するに当

たっては，児童生徒が発達途上にあることに十

分配慮することが望まれる。

大学等においては，人権尊重の理念について

の理解を更に深め，それまでの教育の成果を確

かなものとすることが重要である。なお，大学

等は，社会の様々な分野での人材養成を担って

いるという観点からも人権教育の一層の充実が

望まれる。

イ 社会教育

社会教育においては，生涯学習の振興のため

の各種の施策を通じて人権に関する学習を一層

推進していくことが必要である。

幼児から高齢者に至る幅広い層を対象に，そ

れぞれのライフサイクルにおける学習活動に対

応して，生涯にわたって人権に関する多様な学

習機会の一層の充実を図る必要がある。学習意

欲を喚起する学習プログラムを開発・提供して

いくことも重要である。具体的な展開において

は，参加型学習などの体験活動や身近な課題等

を取り上げるなど日常生活において態度や行動

に現れるような人権感覚が身に付くように創意

工夫していくことが考えられる。また，人権に

関し幅広い識見のある人材を活用するなど，指

導者層の充実を図る必要がある。

ウ 家庭教育

家庭教育は，本来，各家庭における価値観等

に基づき行われるものであるが，教育の原点と

言われるように，幼児期から豊かな情操や思い

やり，善悪の判断など人間形成の基礎をはぐく

む上で家庭の果たす役割は極めて重要である。

， ，このため 家庭の教育力の向上を図るとともに

親自身が偏見を持たず，差別をしないことなど

を日常生活を通じて自らの姿をもって子どもに

示していくことが必要である。このため，今後

とも親に対する学習機会の提供など家庭教育に

対する支援の一層の充実を図っていくことが重

要である。

（２） 人権啓発

人権啓発は，これまで様々な実施主体により様

々な態様で行われてきたが，国民一人一人が人権

尊重の理念を真に自分のものとして身に付けるに

は，各実施主体は，今後とも地道にねばり強く啓

発を続けていくことが重要である。その際には，

法の下の平等，個人の尊重といった普遍的な視点

から人権の尊重の理念を訴えることも重要である

が，真に国民の理解ないし共感を得るためには，

これと併せて，具体的な人権課題に即し，国民に

親しみやすく分かりやすいテーマや表現を用いる

など，様々な創意工夫が求められる。

対象者の発達段階に応じた啓発手法の選択も重

。 ， ，要である 例えば 子どもに対する啓発としては

他人の痛みが分かる，他人の気持ちが理解でき，

行動できるなどの他人を思いやる心をはぐくみ，

，子どもの情操をより豊かにすることを目的として

子ども自らが人権に関する作文を書いたり，人権

に関する標語を考えたり，草花を栽培するよう働

きかける活動などは非常に有用である。一方で，

今後の人権啓発においては，マスメディアの積極

的な活用も極めて重要になってくる。これまでの

講演会などのイベントを中心とした広報活動も一

定の効果はあったが，より多くの国民に効率的に

人権尊重の理念の重要性を伝えるには，マスメデ

ィアの積極的な活用が不可欠と言える。

，大きな社会問題となった人権上の問題に対して

人権擁護に当たる機関が，適時に，人権擁護の観

点から具体的な呼び掛け等を行うことも，広く国

民が人権尊重についての正しい認識を持つように

なるためには，大きな効果が期待できる。

地域の住民が人権尊重の理念について，身近に

感じ，その理解を深めることができるよう，地域

の実情を踏まえ，具体的な事例を挙げて，地域に

密着した啓発を行うことも重要である。

人権啓発の創意工夫に当たっては，広報のノウ

ハウを有する民間の機関（あるいは企業）の斬新

なアイディアを活用することも有効である。

人権啓発は，これまで様々な実施主体によって

行われてきたが，人権問題が今後ますます複雑化

・国際化する傾向にある中で，これを一層効果的

かつ総合的に推進しなければならない。そのため

， ，には 各実施主体が担うべき役割を踏まえた上で

相互の有機的な連携協力関係を強化して啓発を実

施することが必要である。

国民が，啓発の実施主体の存在及びその活動内

容を十分認識し，その活動の意義を承知していれ

ばいるほど，啓発効果はより大きいものを期待す

ることができる。したがって，国の人権擁護機関

を始めとする啓発実施主体は，その周知度を高め

るため，ホームページの活用，マスメディアの活

用等も含めて積極的に広報活動を展開しなければ

ならない。
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第３ 人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進の

ための方策について

第１で述べたように，我が国においては，なお様

々な人権課題が存在する。そして，これは，国民一

人一人において，人権に関する正しい知識，日常生

活の中で生かされるような直感的な感性や人権感覚

が十分身に付いていないため，人権尊重の理念につ

いての正しい理解がいまだ十分に定着していないか

らであると言える。また，人権教育・啓発の現状に

おいても，なお様々な課題がある。

このような状況に照らすと，今後，第２で述べた

ような人権教育・啓発の基本的な在り方を踏まえて，

人権教育・啓発をより一層推進し，国民一人一人に

人権尊重の理念についての正しい理解が十分定着す

。「 」るよう努めることが極めて重要である 人権の世紀

と言われる２１世紀を目前に控える今日，我が国に

おいてすべての人々の人権が尊重される平和で豊か

な社会が実現することを目指し，人権教育・啓発に

関する施策をより総合的かつ効果的に推進するため

の方策を策定の上，人権教育・啓発に関する施策を

推進する責務を負う国や，その他の実施主体が相互

に連携しつつ，これを速やかに実施していくことが

重要である。

１ 人権教育・啓発の実施主体の役割

すべての人々の人権が尊重される平和で豊かな社

会が実現されるためには，まず，国民一人一人が自

分自身の課題として人権尊重の理念についての理解

を深めるよう努めることが求められる。人権教育・

啓発の各実施主体は，国民のそのような努力を促す

という面からも，人権教育・啓発の基本的な在り方

を踏まえた上，それぞれの役割を明確にし，その役

割に応じて相互に連携協力して総合的かつ効果的に

人権教育・啓発を推進していく必要がある。なお，

各実施主体の枢要な立場にある人はもとより，人権

教育・啓発を担当する人も，上記のような自己啓発

に努めるべきであることは言うまでもない。

（１） 行政

国，都道府県，市町村は，それぞれの行政対象

区域と機能に応じて全体として整合性のとれた役

割分担により効果的な教育・啓発を推進する必要

があるが，それぞれの具体的な役割は，おおむね

次のように考えられる。

ア 国

国は，全国的な視点に立って進めるべき施策

を実施するとともに，国際的動向を含めた人権

教育・啓発に関する正確かつ多様な情報の収集

・提供，助言等の各実施主体に対する支援を行

うという役割が求められる。具体的には次のと

おりである。

人権教育においては，教育委員会等が主体的

かつ特色のある取組ができるよう，例えば，指

導方法等に関する研究や開発，指導者の養成・

確保，学習機会を提供する取組に対する支援等

を図っていく必要がある。

人権啓発においては，法務省の人権擁護部門

は，例えば，全国規模の啓発活動，全国的な啓

発関連情報の収集・提供，啓発手法の開発等の

ほか，啓発推進のための指針の策定，地方公共

団体の啓発担当職員の養成の支援等を図ってい

く必要がある。さらに，法務省の人権擁護部門

は，その所掌事務との関連で人権にかかわる啓

発活動を行っている他の府省庁等との連携を図

る上で中心的役割を果たすべきである。

法務局・地方法務局や支局においては，地域

の実情を踏まえた啓発活動や地方公共団体との

連携・協力による啓発活動を推進していくこと

が求められる。これらの啓発活動の推進に当た

っては，公益法人や特定非営利活動促進法（注

１４）に基づく特定非営利活動法人等との適正

な連携協力関係の構築にも努めていくことが重

要である。

これらの役割を果たすためには，法務省の人

権擁護部門の職員について，その研修を充実さ

せるなど，専門性の一層の向上に努める必要が

ある。

イ 地方公共団体

都道府県は，市町村を包括する広域の地方公

共団体として，国との連携を図りつつ，その地

域の実情を踏まえた啓発についての企画・立案

とその実施や市町村を先導する事業，市町村で

は実施が困難な事業，市町村に対する助言や情

報提供等を行い，市町村の取組を支援する事業

などを積極的に推進するという役割が求められ

る。市町村は，基礎的な地方公共団体として，

地域に密着したきめ細かい啓発活動をより一層

推進する役割が求められる。

都道府県・市町村教育委員会は，例えば，指

導者の研修の実施や教材等の作成，学習機会の

提供など，学校や社会教育施設等での主体的か

つ特色ある取組を支援していく積極的な役割が

求められる。その際，教育の中立性を確保しつ

つ，学校等で適正な教育が行われるようにして

いくことが必要である。さらに，家庭教育の重

要性にかんがみ，家庭教育に対する支援の充実

が求められる。

これらの人権教育・啓発を推進するに当たっ

ては，都道府県や市町村との間や知事部局・市

町村長部局と教育委員会との間に一層の連携協

力関係が保たれることが望まれる。
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このように地方公共団体においては，地域に

密着し，地域の実情を踏まえた人権教育・啓発

活動が大切であるが，人権教育・啓発の効果的

， ，推進には 真に地域住民の理解と共感が得られ

地域住民に信頼されることが何よりも重要であ

ることから，行政の主体性の確立に向けた取組

が求められる。

（２） 人権擁護委員

人権擁護委員は，現在，約１４，０００人が全

国の市町村まであまねく配置されており，地域に

おいて国民の日常生活に接しつつ広く人権尊重思

想を普及する機関として，その担うべき役割は非

常に大きい。

，今後とも法務省の人権擁護部門と一体となって

全国的な視野に立ちつつ，それぞれの職務執行区

域において地域に密着した啓発活動を積極的に展

開することが期待される。その際には，市町村や

教育関係機関等と緊密に連携協力しながら，効果

的な啓発活動を行っていくことが求められる。特

， ， （ ）に 今後は 人権擁護委員やその組織体 注１５

が，上記のような啓発活動の企画・立案にも積極

的に取り組むことが望まれる。これらの役割を十

分果たすためには，人権擁護委員に対する研修を

一層充実することも必要である。

（３） 学校

子どもたちの人間形成に当たって，学校の果た

す役割は重要である。

幼稚園においては，人権尊重の精神の芽生えが

感性としてはぐくまれるように指導していくこと

が求められる。義務教育段階である小学校及び中

学校においては，他人を思いやる心，お互いの個

性を認め合う心，自分や他人の生命を重んじる心

などの豊かな人間性を体験活動等を生かした取組

，の工夫などにより育成するように努めるとともに

高等学校においては，義務教育の基礎の上に立っ

て人権課題等について正しく理解し，これを広い

見地から考えることのできる力が身に付くように

指導していくことが求められる。

このため，学校の運営に当たっては，児童生徒

がそれぞれ人格を持った一人の人間として尊重さ

れるよう，一人一人を大切にするという教育方針

の下でこれにふさわしい学習環境を作っていくこ

とが大切である。また，教員一人一人について指

導方法の改善・充実が図られるよう，校内研修の

充実等に取り組む必要がある。さらに，日々の学

校生活の場面で人権にかかわる問題が実際起こっ

， ，た場合 すべての教員が人権尊重の理念に立って

児童生徒が発達途上にあることに十分配慮しなが

ら適時適切に指導することが大切である。このよ

うな問題の解決に当たっては，学校が主体的に取

り組むとともに，日頃から学校の指導方針や課題

等を積極的に家庭，地域，関係機関などに情報提

供するなど，開かれた学校運営に努めていく必要

がある。この場合，学校の主体性を失い，外部か

らの教育に対する不当な介入であるとの批判を招

くことのないように留意するなど，教育の中立性

が確保されなければならない。

大学等は，個々の大学等の実情，方針等に応じ

て学内における自主的な取組により人権に関する

教育の一層の充実に配慮することが求められる。

（４） 社会教育施設

学習者のニーズや地域の実情に応じた多様な学

習機会を提供する上で，地域住民にとって身近な

。公民館等社会教育施設の果たす役割は重要である

公民館等社会教育施設においては，学級・講座の

開設等を通じて人権に関する学習機会の一層の充

。 ， ，実を図る必要がある また 学習ニーズに対応し

学習意欲を高めるような魅力ある手法を用いると

ともに，学級・講座等の指導においては，教育関

係者だけでなく，人権に関し幅広い識見のある人

材を活用していく必要がある。このほか，ボラン

ティア団体をはじめとするＮＰＯを含めた関係機

関との連携の下で，人権教育に関する指導者や学

習機会等についての様々な情報を収集し，地域住

民に提供していくなど，地域における人権教育を

推進するための中核的役割を担っていくことが望

まれる。なお，学校同様に教育の中立性が確保さ

れる必要がある。

（５） 各種施設

， ，隣保館 女性センターなど各種施設においては

各施設の設置目的に沿った主たる活動のほかに，

人権教育・啓発に係る取組なども行われている。

特に，隣保館においては，地域社会全体の中で人

権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニ

ティセンターとしての取組などが行われている。

これらの取組は，人権尊重意識の普及高揚を図る

上で効果を上げており，今後とも，各地域におけ

る各種の自治組織，文化・福祉等の活動に関する

組織との連携を図るなどして，その取組を一層充

実させることが望まれる。また，幼児期は人間形

成の基礎が培われる大切な時期であることから，

保育所における取組の充実も望まれる。

（６） 企業等の事業所

企業等の事業所は，その社会的責任を自覚し，

公正な採用を促進するとともに，公正な配置昇進

などの事業所内における人権の尊重を確保するよ

う一層努めることが望まれる。人権が企業活動を
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含めてあらゆる活動の国際基準として尊重される

すう勢にあることにかんがみると，企業等の事業

所は，個々の実情，方針等に応じて，自主的，計

画的，継続的に事業所内における啓発活動を展開

することが大切である。また，事業所の規模等に

応じて人権啓発のための運営体制を構築すること

も重要である。

なお，これらの啓発を進める上では （財）人権，

教育啓発推進センターの活用も有効である。

（７） 民間団体

人権擁護の分野においては，公益法人やボラン

ティア団体などが多種多様な活動を行っており，

今後とも様々な分野で人権教育・啓発の実施主体

。として重要な一翼を担っていくことが期待される

このように重要な役割を担うことからすれば，各

民間団体は，自己研鑽を積むとともに，国民から

理解され共感されるような取組を心掛けることが

求められる。

なお （財）人権教育啓発推進センターは，前記，

のような活動の位置付けから見て，今後，中立公

正な立場で，民間団体としての特質を生かした人

権教育・啓発活動を総合的に行うナショナルセン

ターとしての役割を果たすことが求められる。

（８） マスメディア

人権教育・啓発の推進に当たって，教育・啓発

の媒体としてのマスメディアの果たす役割は大き

い。

一方，マスメディアは人々の人間形成や社会の

風潮にも大きな影響力を持っているので，番組や

雑誌等を製作・提供する側にも適切な配慮が求め

られる。また，子どもの豊かな人間性を育成する

という観点からの取組や広く人権意識の高揚が図

られるような取組など，自主的かつ積極的な役割

を担っていくことが期待される。

人権問題についての報道は，国民の人権問題に

対する関心を呼び起こし，人権尊重の理念につい

ての理解を深めることに寄与するので，マスメデ

ィアにはどのような人権問題についても積極的に

取り組む報道姿勢が望まれる。

２ 人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進の

ための施策

（１） 各実施主体間の連携・協力の推進

各実施主体がそれぞれの役割を踏まえながら人

権教育・啓発を総合的に推進していくためには，

実施主体間の横断的なネットワークを充実するな

どして，連携・協力を一層推進していく必要があ

る。

平成１０年度から，各都道府県単位で法務局，

都道府県，人権擁護委員連合会が中心となって人

権啓発活動ネットワーク事業を実施しているが，

法務省としては，できるだけ速やかに，この事業

を市町村レベルにも拡充することが必要である。

このような連携・協力を効果的に推進するために

は，地方公共団体における適切な組織的対応も望

まれる。

一方，国レベルにおいても，法務省，文部省及

びその所掌事務との関連で人権にかかわる啓発活

動を行っている府省庁等がそれぞれの教育・啓発

活動についての情報を交換し連携するための方策

を協議し，人権教育・啓発の総合的な推進を図る

連絡協議体制を整備することが肝要である。

（２） （財）人権教育啓発推進センターの充実

（財）人権教育啓発推進センターは，民間団体

としての特質を生かした人権教育・啓発活動を総

合的に行うナショナルセンターとしての役割が期

待されることから，自らが行う啓発活動のより一

層の充実と他の実施主体が行う啓発活動への支援

の強化を図っていく必要がある。

そのためには，同センターにおける人権情報収

集・提供システムの充実整備とともに，調査研究

機能や人権啓発指導者養成機能等の充実が必要で

ある。

人権情報収集・提供システムについては，人権

に関する書籍，図画，ビデオ等を豊富に備えた人

権ライブラリーの設置，定期刊行物やスマイルネ

ット（注１６）の整備等を図り，広く国民に人権

に関する情報を提供することが求められる。

調査研究機能については，人権教育・啓発の在

り方・手法に対する国民のニーズや国内外の先進

的な教育・啓発手法についての調査の充実等が求

められる。また，企業等の人権啓発活動を支援す

るため，例えば，企業等の参考に資するような人

権啓発指針を策定して，これを配布することなど

も考えられる。

人権啓発指導者養成機能については，各種研修

に対する支援の充実のほか，指導者養成のための

プログラムの開発，人権教育・啓発に関する講師

の情報の充実整備等が求められる。

このような機能の充実を図り，同センターが担

うべき重要な役割に照らせば，施設や実施体制面

の充実も図る必要がある。このため，国による財

政的支援の拡充も必要であり，さらには，企業等

関係各方面からの支援も望まれる。
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（ ３ ） 人権教育・啓発の効果的な推進のための施策

ア 人権教育

（ア）学校教育においては，国は，各学校等での

人権教育に係る取組に資するため，①適切か

つ効果的な指導方法や学習教材等について資

料の収集，調査・研究をし，その成果を学校

等に対して提供すること，②ボランティア活

動などの社会体験や自然体験，高齢者や障害

者等との交流などの豊かな体験の機会の充実

等を図っていくこと，③教員が人権尊重の理

念について十分な認識を持つことができるよ

うに研修等の一層の充実を図っていくととも

に，現行のいわゆる同和加配教員制度を人権

教育を推進するための教職員配置等に発展的

に見直していくなど指導体制の充実について

検討していくことが必要である。

（イ）社会教育においては，国は，①地域の実情

や学習者のニーズに応じた多様な学習機会の

一層の充実を図ること，②学習意欲を高める

ような参加体験型の学習プログラムを開発す

るとともに，広く関係機関に，その成果を提

供すること，③社会教育指導者に対する研修

， ，の一層の充実を図るとともに 指導者として

人権に関して幅広い識見のある人材を多方面

から活用するなど指導体制の一層の充実を図

， ，ること ④公民館等の社会教育施設を中心に

人権教育に関する指導者や学習機会等，様々

な情報を地域住民に提供できるよう，関係機

関等との連携を図ることが必要である。

（ウ）家庭教育に関しては，幼児期から豊かな情

操や思いやり，善悪の判断など人間形成の基

礎をはぐくむことができるよう家庭の教育力

の向上を図るとともに，親自身が偏見を持た

ず，差別をしないことなどを日常生活を通じ

。て身をもって子どもに示していく必要がある

このため，国は，家庭教育に関する親に対す

る学習機会の充実を図るとともに，これらの

学習機会，相談窓口，関係機関などについて

の情報の提供や子育てに関する相談体制の整

備など，家庭教育を支援する取組の一層の充

実を図る必要がある。

イ 人権啓発

（ア）人権啓発においては，国の機関等が人権啓

発の基本的な在り方を踏まえた効果的な啓発

を推進できるよう，人権啓発事務を所掌する

法務省がその指針等を策定し，その周知を図

る必要がある。

（イ）総務庁が地域改善対策事業として実施して

きた地方委託事業は，法務省がこれを引き継

ぎ，すべての人権課題を対象とした人権啓発

（ ）事業に再構成して実施している 注１０参照

が，地方公共団体の啓発活動の取組状況には

地域差が少なくないことにかんがみると，国

が全国的に一定水準の啓発活動を確保する観

点から地方公共団体に委託して行う啓発活動

は非常に意義がある。そこで，これまでの同

和問題に関する啓発活動の成果を踏まえなが

， 。ら この事業を一層拡充していく必要がある

その際には，法務局・地方法務局レベルにお

いても，委託先に対する援助・助言が行われ

ることが望まれる。

（ウ）より多くの国民に人権尊重の理念の重要性

を効率的に伝え，効果的に人権啓発を進める

， ，ためには テレビ・ラジオ等による特別番組

スポット広告等の企画・実施など，マスメデ

ィアを積極的に活用した施策を推進する必要

がある。

なお，上記の各施策のほか，前記（１ 「各）

実施主体間の連携・協力の推進」の項で述べ

た人権啓発活動ネットワーク事業の拡充や国

レベルにおける連絡協議体制の整備等の施策

を推進するには，法務省の人権擁護部門の実

施体制の整備も重要である。

ウ 研修の充実

（ア）法務省では，国家公務員や地方公共団体の

啓発担当者に人権に関する研修を実施してい

るが，その一層の充実が必要である。

（イ）検察職員，矯正施設職員，入国管理関係職

員，警察職員等人権にかかわりの深い特定の

職務に従事する公務員に対する研修の充実も

必要である。

（ウ）公務員以外においても，医療関係者，福祉

関係職員，マスメディア関係者等人権にかか

わりの深い特定の職業に従事する者に対する

研修の充実も求められる。

なお，それぞれの研修の実施者は，その研

修を効果的に実施するため，それぞれが行う

研修についての資料や教材等について （財），

人権教育啓発推進センターを活用することも

期待される。

おわりに

本答申は，本審議会に付託された事項のうち，人

権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるため
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の教育及び啓発に関する施策の総合的推進に関する

ものである。

本審議会は，人権尊重の理念に関する国民相互の

理解については，まさに，国民一人一人が主体的に

取り組むべき課題であるとの認識の上に立ち，国民

一人一人が人権尊重の理念を深めるための施策につ

いて，様々な観点から検討し，国を始めとするそれ

ぞれの実施主体が人権教育・啓発を総合的に推進す

るための諸施策について，提言を行ったものであり，

これを踏まえて，政府が速やかに所要の行財政措置

を講ずることを望む。また 「人権教育のための国連，

１０年」に関する国内行動計画の実施に当たって，

本答申を踏まえた一層効果的な取組が行われること

を期待するものである。

本答申の趣旨が実現するためには，行政のみなら

ず，学校，社会教育施設，企業，民間団体，マスメ

ディアなどにおける積極的な取組とともに，国民一

人一人の理解と協力が必要不可欠である。本答申の

趣旨が広く国民に浸透するよう，政府が様々な機会

をとらえてその周知を図っていくことを切望する。

我々は，本答申が，すべての人々の人権が尊重さ

れる平和で豊かな社会の実現に貢献することを切望

するものであるが，このような社会の実現には，さ

らに，人権が侵害された場合における被害者の救済

を欠かすことができない。我々は，このような視点

に立って，今後，諮問第２号である「人権が侵害さ

れた場合における被害者の救済に関する施策の充実

に関する基本的事項について」調査審議を行うこと

とする。

（注１）人権に関する現状についての意見

「市民的及び政治的権利に関する国際規

約 （いわゆるＢ規約）第２８条に定める」

人権委員会の最終見解（１９９８年（平成

１０年）１１月 「児童の権利に関する条），

約」第４３条に定める児童の権利に関する

委員会の最終見解（１９９８年（平成１０

年）６月）等がある。

（注２）国民

本答申において 「国民」とは，狭義の，

「日本国籍を持つ者」だけでなく，我が国

に在留する外国人・無国籍者も含む。

（注３）主な人権課題

「人権教育のための国連１０年」に関す

る国内行動計画においても 「本１０年の，

展開において，女性，子ども，高齢者，障

害者，同和問題，アイヌの人々，外国人，

ＨＩＶ感染者等，刑を終えて出所した人な

どの重要課題に積極的に取り組むこととす

る 」とされている。。

（注４）同和対策審議会答申（昭和４０年８月１１

日）

同和対策審議会は 「同和地区に関する，

社会的及び経済的諸問題を解決するための

基本方策」について諮問を受け，約４年を

かけて審議を行い，答申を行った。同答申

は，戦後の同和行政の大きな指針となった

ものであり，その中で，同和問題の早急な

解決は国の責務であり，同時に国民的課題

であると述べている。

（注５）人権教育・啓発

「人権教育のための国連１０年」に関す

る国内行動計画においては，人権教育につ

いて，国連における定義を引用し 「人権，

教育とは，知識と技術の伝達及び態度の形

成を通じ，人権という普遍的文化を構築す

るために行う研修，普及及び広報努力」と

定義されており，そこでは，本答申で用い

る人権教育と人権啓発の両者を含む意味で

用いられている。

（注６）府省庁等における人権にかかわる啓発活動

法務省以外の府省庁等においても，その

所掌事務との関連で，女性，高齢者，障害

者，雇用等の問題に関して，人権にかかわ

る啓発活動を行っている。

（注７）法務省の人権擁護機関

法務省人権擁護局，法務局・地方法務局

及びその支局並びに法務大臣が委嘱する人

権擁護委員を総称して法務省の人権擁護機

関と呼ぶ。なお，上記から人権擁護委員を

除いたものを総称する場合は，法務省の人

権擁護部門と呼ぶ。

（注８）人権啓発活動ネットワーク

ネットワーク協議会を組織し，データベ

ースを共同利用するとともに，啓発計画の

共同策定・情報交換を行い，協議会のホー

ムページの開設などを行っている。

（注９）えせ同和行為

えせ同和行為とは，同和問題はこわい問

題であるという人々の誤った意識に乗じ，

同和問題を口実にして企業などに不当な利

益や義務のないことを求める行為をいう。

えせ同和行為は，同和問題に関する差別

意識の解消に向けた人権教育・啓発活動の

効果を一挙にくつがえし，同和問題に関す

る誤った認識を国民に植え付けるなど，同

和問題の解決にとって大きな阻害要因とな

っており，これを排除することが現下の緊

急な課題である。
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（注１０）委託事業

法務省が外部に委託して行う人権啓発活

動は，中央委託と地方委託に分かれる。

中央委託は （財）人権教育啓発推進セ，

ンターを委託先とし，啓発映画の作成，人

権啓発フェスティバルの実施，人権関係情

報データベースによる各種情報提供，人権

教育・啓発担当者用のテキストの作成，企

業内研修用の啓発資料の作成等の事業等を

委託している。

地方委託は，都道府県及び政令指定都市

を委託先とし，講演会の開催，啓発資料の

作成・配布，放送番組の提供や新聞広告の

掲載，地域行政関係者研修会等の開催のほ

か，人権モデル地区事業などの人権啓発事

業を委託している。

なお，委託先に対する援助・助言の事務

は，法務省人権擁護局が行っている。

（注１１ （財）人権教育啓発推進センター）

昭和６２年に地域改善啓発活動を行うこ

とを目的に総務庁所管の公益法人（財）地

域改善啓発センターとして設立されたが，

その後，平成８年７月２６日の閣議決定

（ 同和問題の早期解決に向けた今後の方「

策について ）を受けて，平成９年４月，」

人権全般の教育・啓発活動を行うことを目

的とし，法務省，文部省及び総務庁の三省

庁共管として再編された公益法人。

（注１２）ウィーンにおける世界人権会議

１９９３年（平成５年 ，世界人権宣言）

採択４５周年を機に，これまでの人権活動

の成果を検証し，現在直面している問題，

今後進むべき方向を協議することを目的と

して開催された国際会議。

（注１３）地域改善対策協議会意見具申（平成８年

５月１７日）

① 平成８年の地域改善対策協議会意見具

申は 「教育及び啓発の手法には，法の，

下の平等，個人の尊重といった普遍的な

視点からアプローチしてそれぞれの差別

問題の解決につなげていく手法と，それ

ぞれの差別問題の解決という個別的な視

点からアプローチしてあらゆる差別の解

消につなげていく手法があるが，この両

者は対立するものではなく，その両者が

あいまって人権意識の高揚が図られ，様

々な差別問題も解消されていくものと考

えられる 」と指摘している。。

② 同意見具申は 「今後，差別意識の解，

消を図るに当たっては，これまでの同和

教育や啓発活動の中で積み上げられてき

た成果とこれまでの手法への評価を踏ま

え，すべての人の基本的人権を尊重して

いくための人権教育・人権啓発として発

展的に再構築すべきと考えられる。その

中で，同和問題を人権問題の重要な柱と

して捉え，この問題に固有の経緯等を十

分に認識しつつ，国際的な潮流とその取

組みを踏まえて積極的に推進すべきであ

る 」としている。。

③ 同意見具申は 同和問題に関して こ， ，「

れまでの当協議会意見具申等の中で，行

政の主体性の確立，同和関係者の自立向

上，えせ同和行為の排除，同和問題につ

いての自由な意見交換のできる環境づく

りの必要性が指摘されているが，今日に

。」おいてもなお十分な状況とは言えない

とし 「引き続き，これらを達成するた，

めの息の長い取組みが必要である 」と。

指摘している。

（注１４）特定非営利活動促進法

平成１０年１２月に特定非営利活動促進

法（いわゆるＮＰＯ法）が施行された。同

法は，特定非営利活動を行う団体に法人格

を付与すること等により，ボランティア活

動をはじめとする市民が行う自由な社会貢

献活動としての特定非営利活動の健全な発

展を促進し，もって公益の増進に寄与する

ことを目的とするものである。

（注１５）人権擁護委員の組織体

人権擁護委員法上の組織体として，①全

国に３３８の人権擁護委員協議会，②各都

道府県の単位ごとに５０の都道府県人権擁

護委員連合会（ただし，北海道においては

４連合会 ，③都道府県人権擁護委員連合）

会で組織されている全国人権擁護委員連合

， 。 ，会が それぞれ設置されている そのほか

任意的に組織されているものとして，④各

法務局管内を単位として，全国に８のブロ

ック人権擁護委員連合会が設置されてい

る。

これらの組織は，委員の職務に関する連

絡及び調整，必要な資料及び情報の収集，

人権問題に関する講演会や一般研修会の開

催等を行っている。

（注１６）スマイルネット

国や地方公共団体などを中心に行われて

いる人権教育・啓発活動を支援するため，

人権に関する各種情報を収集・整理し，パ

ソコン通信により提供する人権関係情報デ

ータベース。
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(4)人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

（平成１２年法律第１４７号）

（目的）

第１条

この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の

高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別に

よる不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人

権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育

及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地

方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、

必要な措置を定め、もって人権の擁護に資すること

を目的とする。

（定義）

第２条

この法律において、人権教育とは、人権尊重の精

神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発と

は、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそ

れに対する国民の理解を深めることを目的とする広

報その他の啓発活動（人権教育を除く ）をいう。。

（基本理念）

第３条

国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発

は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通

じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理

念に対する理解を深め、これを体得することができ

るよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、

国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を

旨として行われなければならない。

（国の責務）

第４条

国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本

理念（以下「基本理念」という ）にのっとり、人権。

教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施

する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第５条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連

携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育

及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する

責務を有する。

（国民の責務）

第６条

国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、

人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めな

ければならない。

（基本計画の策定）

第７条

国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及び人権

啓発に関する基本的な計画を策定しなければならな

い。

（年次報告）

第８条

政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権 教育

及び人権啓発に関する施策についての報告を 提出

しなければならない。

（財政上の措置）

第９条

国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施

する地方公共団体に対し、当該施策に係る事業の委

託その他の方法により、財政上の措置を講ずること

ができる。

附 則

（施行期日）

第１条

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第

８条の規定は、この法律の施行の日の属する年度の

翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する

施策について適用する。

（見直し）

第２条

この法律は、この法律の施行の日から３年以内に、

人権擁護施策推進法（平成８年法律第１２０号）第

３条第２項に基づく人権が侵害された場合における

被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事

項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果

まえ、見直しを行うものとする。をも踏
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(5)人権教育・啓発に関する基本計画（平成14年3

月15日閣議決定）

第１章 はじめに

人権教育・啓発に関する基本計画（以下「基本計

画」という ）は，人権教育及び人権啓発の推進に関。

する法律（平成 年法律第 号，同年 月 日公12 147 12 6
布・施行。以下「人権教育・啓発推進法」という ）。

第７条の規定に基づき，人権教育及び人権啓発（以

下「人権教育・啓発」という ）に関する施策の総合。

的かつ計画的な推進を図るため，策定するものであ

る。

我が国では，すべての国民に基本的人権の享有を

保障する日本国憲法の下で，人権に関する諸制度の

整備や人権に関する諸条約への加入など，これまで

人権に関する各般の施策が講じられてきたが，今日

においても，生命・身体の安全にかかわる事象や，

社会的身分，門地，人種，民族，信条，性別，障害

等による不当な差別その他の人権侵害がなお存在し

ている。また，我が国社会の国際化，情報化，高齢

化等の進展に伴って，人権に関する新たな課題も生

じてきている。

すべての人々の人権が尊重され，相互に共存し得

る平和で豊かな社会を実現するためには，国民一人

一人の人権尊重の精神の涵養を図ることが不可欠で

あり，そのために行われる人権教育・啓発の重要性

については，これをどんなに強調してもし過ぎるこ

とはない。政府は，本基本計画に基づき，人権が共

存する人権尊重社会の早期実現に向け，人権教育・

啓発を総合的かつ計画的に推進していくこととする。

１ 人権教育・啓発推進法制定までの経緯

人権教育・啓発の推進に関する近時の動きとし

ては，まず 「人権教育のための国連 年」に関， 10
6する取組を挙げることができる。すなわち，平成

年（ 年） 月の国連総会において，平成 年1994 12 7
（ 年）から平成 年（ 年）までの 年1995 16 2004 10
間を「人権教育のための国連 年」とする決議が10

7 12 15採択されたことを受けて 政府は 平成 年 月， ，

日の閣議決定により，内閣総理大臣を本部長とす

る人権教育のための国連 年推進本部を設置し，10
，「 」平成 年 月 日 人権教育のための国連 年9 7 4 10

に関する国内行動計画（以下「国連 年国内行動10
計画」という ）を策定・公表した。。

また，平成 年 月には，人権擁護施策推進法8 12
が５年間の時限立法として制定され（平成 年法8
律第 号，平成 年 月 日施行 ，人権教育120 9 3 25 ）

・啓発に関する施策等を推進すべき国の責務が定

められるとともに，これらの施策の総合的な推進

に関する基本的事項等について調査

審議するため，法務省に人権擁護推進審議会が設

置された。同審議会は，法務大臣，文部大臣（現

文部科学大臣）及び総務庁長官（現総務大臣）の

諮問に基づき 「人権尊重の理念に関する国民相互，

の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策

の総合的な推進に関する基本的事項」について，

， ，２年余の調査審議を経た後 平成 年 月 日11 7 29
上記関係各大臣に対し答申を行った。

政府は，これら国連 年国内行動計画や人権擁10
護推進審議会の答申等を踏まえて，人権教育・啓

発を総合的に推進するための諸施策を実施してき

たところであるが，そのより一層の推進を図るた

めには，人権教育・啓発に関する理念や国，地方

公共団体，国民の責務を明らかにするとともに，

基本計画の策定や年次報告等，所要の措置を法定

， ，することが不可欠であるとして 平成 年 月12 11
議員立法により法案が提出され，人権教育・啓発

推進法として制定される運びとなった。

２ 基本計画の策定方針と構成

(1) 基本計画の策定方針

人権教育・啓発推進法は，基本理念として，

「国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権

啓発は，学校，地域，家庭，職域その他の様々

な場を通じて，国民が，その発達段階に応じ，

人権尊重の理念に対する理解を深め，これを体

得することができるよう，多様な機会の提供，

効果的な手法の採用，国民の自主性の尊重及び

実施機関の中立性の確保を旨として行われなけ

ればならない （第 条）と規定し，基本計画。」 3
については 「国は，人権教育及び人権啓発に，

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め，人権教育及び人権啓発に関する基本的な計

画を策定しなければならない （第 条）と規。」 7
定している。

10人権教育・啓発の推進に当たっては 国連，

年国内行動計画や人権擁護推進審議会の人権教

育・啓発に関する答申などがその拠り所となる

が，これまでの人権教育・啓発に関する様々な

検討や提言の趣旨，人権教育・啓発推進法制定

に当たっての両議院における審議及び附帯決

議，人権分野における国際的潮流などを踏まえ

て，基本計画は，以下の方針の下に策定するこ

ととした。

① 広く国民の一人一人が人権尊重の理念に対

する理解を深め，これを体得していく必要

があり，そのためにはねばり強い取組が不

可欠であるとの観点から，中・長期的な展

望の下に策定する。

② 国連 年国内行動計画を踏まえ，より充10
実した内容のものとする。

③ 人権擁護推進審議会の人権教育・啓発に関

する答申を踏まえ 「人権教育・啓発の基本，

的な在り方」及び「人権教育・啓発の総合

的かつ効果的な推進を図るための方策」に

ついて検討を加える。

④ 基本計画の策定に当たっては，行政の中立
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性に配慮するとともに，地方公共団体や民

間団体等関係各方面から幅広く意見を聴取

する。

(2) 基本計画の構成

基本計画は，人権教育・啓発の総合的かつ計

画的な推進に関する施策の大綱として，まず，

第１章「はじめに」において，人権教育・啓発

推進法制定までの経緯と計画の策定方針及びそ

の構成を明らかにするとともに，第２章「人権

教育・啓発の現状」及び第３章「人権教育・啓

発の基本的在り方」において，我が国における

人権教育・啓発の現状とその基本的な在り方に

ついて言及した後，第４章「人権教育・啓発の

推進方策」において，人権教育・啓発を総合的

かつ計画的に推進するための方策について提示

することとし，その具体的な内容としては，人

権一般の普遍的な視点からの取組のほか，各人

権課題に対する取組及び人権にかかわりの深い

特定の職業に従事する者に対する研修等の問題

について検討を加えるとともに，人権教育・啓

発の総合的かつ効果的な推進のための体制等に

ついてその進むべき方向性等を盛り込んでい

る。そして，最後に，第５章「計画の推進」に

おいて，計画の着実かつ効果的な推進を図るた

めの体制やフォローアップ等について記述して

いる。

人権教育・啓発の総合的かつ計画的な推進を

図るに当たっては，国の取組にとどまらず，地

方公共団体や公益法人・民間団体等の取組も重

要である。このため，政府においては，これら

団体等との連携をより一層深めつつ，本基本計

画に掲げた取組を着実に推進することとする。

第２章 人権教育・啓発の現状

１ 人権を取り巻く情勢

我が国においては，基本的人権の尊重を基本原

理の一つとする日本国憲法の下で，国政の全般に

わたり，人権に関する諸制度の整備や諸施策の推

進が図られてきている。それは，我が国憲法のみ

ならず，戦後，国際連合において作成され現在我

が国が締結している人権諸条約などの国際準則に

も則って行われている。他方，国内外から，これ

らの諸制度や諸施策に対する人権の視点からの批

判的な意見や，公権力と国民との関係及び国民相

互の関係において様々な人権問題が存在する旨の

指摘がされている。

現在及び将来にわたって人権擁護を推進してい

く上で，特に，女性，子ども，高齢者，障害者，

同和問題，アイヌの人々，外国人，ＨＩＶ感染者

やハンセン病患者等をめぐる様々な人権問題は重

要課題となっており，国連 年国内行動計画にお10

いても，人権教育・啓発の推進に当たっては，こ

れらの重要課題に関して 「それぞれの固有の問題，

， ，点についてのアプローチとともに 法の下の平等

個人の尊重という普遍的な視点からのアプローチ

にも留意する」こととされている。また，近年，

犯罪被害者及びその家族の人権問題に対する社会

的関心が大きな高まりを見せており，刑事手続等

における犯罪被害者等への配慮といった問題に加

え，マスメディアの犯罪被害者等に関する報道に

よるプライバシー侵害，名誉毀損，過剰な取材に

よる私生活の平穏の侵害等の問題が生じている。

マスメディアによる犯罪の報道に関しては少年事

件等の被疑者及びその家族についても同様の人権

問題が指摘されており，その他新たにインターネ

ット上の電子掲示板やホームページへの差別的情

報の掲示等による人権問題も生じている。

このように様々な人権問題が生じている背景と

しては，人々の中に見られる同質性・均一性を重

視しがちな性向や非合理的な因習的意識の存在等

が挙げられているが，国際化，情報化，高齢化，

少子化等の社会の急激な変化なども，その要因に

。 ， ，なっていると考えられる また より根本的には

人権尊重の理念についての正しい理解やこれを実

践する態度が未だ国民の中に十分に定着していな

いことが挙げられ，このために 「自分の権利を主，

張して他人の権利に配慮しない ばかりでなく 自」 ，「

らの有する権利を十分に理解しておらず，正当な

権利を主張できない 「物事を合理的に判断して」，

行動する心構えや習慣が身に付いておらず，差別

意識や偏見にとらわれた言動をする」といった問

題点も指摘されている。

人権教育・啓発に関しては，これまでも各方面

で様々な努力が払われてきているが，このような

人権を取り巻く諸情勢を踏まえ，より積極的な取

組が必要となっている。

２ 人権教育の現状

(1) 人権教育の意義・目的

人権教育とは 「人権尊重の精神の涵養を目，

的とする教育活動」を意味し（人権教育・啓発

），「 ， ，推進法第２条 国民が その発達段階に応じ

人権尊重の理念に対する理解を深め，これを体

得することができるよう」にすることを旨とし

ており（同法第３条 ，日本国憲法及び教育基）

本法並びに国際人権規約，児童の権利に関する

条約等の精神に則り，基本的人権の尊重の精神

が正しく身に付くよう，地域の実情を踏まえつ

， 。つ 学校教育及び社会教育を通じて推進される

学校教育については，それぞれの学校種の教

育目的や目標の実現を目指して，自ら学び自ら

考える力や豊かな人間性などを培う教育活動を

組織的・計画的に実施するものであり，こうし

た学校の教育活動全体を通じ，幼児児童生徒，

学生の発達段階に応じて，人権尊重の意識を高
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める教育を行っていくこととなる。

また，社会教育については，生涯学習の視点

， ， ，に立って 学校外において 青少年のみならず

幼児から高齢者に至るそれぞれのライフサイク

ルにおける多様な教育活動を展開していくこと

を通じて，人権尊重の意識を高める教育を行っ

ていくこととなる。

こうした学校教育及び社会教育における人権

教育によって，人々が，自らの権利を行使する

ことの意義，他者に対して公正・公平であり，

その人権を尊重することの必要性，様々な課題

などについて学び，人間尊重の精神を生活の中

に生かしていくことが求められている。

(2) 人権教育の実施主体

人権教育の実施主体としては，学校，社会教

育施設，教育委員会などのほか，社会教育関係

団体，民間団体，公益法人などが挙げられる。

学校教育及び社会教育における人権教育に関

， ，係する機関としては 国レベルでは文部科学省

都道府県レベルでは各都道府県教育委員会及び

私立学校を所管する都道府県知事部局，市町村

レベルでは各市町村教育委員会等がある。そし

て，実際に，学校教育については，国や各都道

府県・市町村が設置者となっている各国公立学

校や学校法人によって設置される私立学校にお

いて，また，社会教育については，各市町村等

が設置する公民館等の社会教育施設などにおい

て，それぞれ人権教育が具体的に推進されるこ

ととなる。

(3) 人権教育の現状

ア 学校教育

学校教育においては，幼児児童生徒，学生の

発達段階に応じながら，学校教育活動全体を通

じて人権尊重の意識を高め，一人一人を大切に

した教育の充実を図っている。

最近では，教育内容の基準である幼稚園教育

要領，小・中・高等学校及び盲・聾・養護学校

の学習指導要領等を改訂し 「生きる力 （自ら， 」

学び自ら考える力，豊かな人間性など）の育成

を目指し，それぞれの教育の一層の充実を図っ

ている。

幼稚園においては，他の幼児とのかかわりの

中で他人の存在に気付き，相手を尊重する気持

ちをもって行動できるようにすることや友達と

のかかわりを深め，思いやりをもつようにする

ことなどを幼稚園教育要領に示しており，子ど

もたちに人権尊重の精神の芽生えをはぐくむよ

う，遊びを中心とした生活を通して指導してい

る。なお，保育所においては，幼稚園教育要領

との整合性を図りつつ策定された保育所保育指

針に基づいて保育が実施されている。

小学校・中学校及び高等学校においては，児

童生徒の発達段階に即し，各教科，道徳，特別

活動等のそれぞれの特質に応じて学校の教育活

動全体を通じて人権尊重の意識を高める教育が

行われている。例えば，社会科においては，日

本国憲法を学習する中で人間の尊厳や基本的人

権の保障などについて理解を深めることとさ

れ，また，道徳においては 「だれに対しても，

差別することや偏見をもつことなく公正，公平

にし，正義の実現に努める 「公徳心をもって」，

法やきまりを守り，自他の権利を大切にし進ん

で義務を果たす」よう指導することとされてい

る。さらに，平成 年度以降に完全実施され14
る新しい学習指導要領においては 「人間尊重，

の精神と生命に対する畏敬の念」を具体的な生

活の中に生かすことが強調されたほか，指導上

の配慮事項として，多様な人々との交流の機会

13を設けることが示されている 加えて 平成。 ，

年 月には学校教育法が改正され，小・中・高7
等学校及び盲・聾・養護学校においてボランテ

ィア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動

の充実に努めることとされたところであり，人

権教育の観点からも各学校の取組の促進が望ま

れる。

盲・聾・養護学校では，障害者の自立と社会

参加を目指して，小・中・高等学校等に準ずる

教育を行うとともに，障害に基づく種々の困難

を克服するための指導を行っており，今般の学

習指導要領等の改訂では，一人一人の障害の状

態等に応じた一層きめ細かな指導の充実が図ら

れている。また，盲・聾・養護学校や特殊学級

では，子どもたちの社会性や豊かな人間性をは

ぐくむとともに，社会における障害者に対する

正しい理解認識を深めるために，障害のある児

童生徒と障害のない児童生徒や地域社会の人々

とが共に活動を行う交流教育などの実践的な取

組が行われており，新しい学習指導要領等では

その充実が図られている。

大学等における人権教育については，例えば

法学一般，憲法などの法学の授業に関連して実

施されている。また，教養教育に関する科目等

として，人権教育に関する科目が開設されてい

る大学もある。

以上，学校教育については，教育活動全体を

通じて，人権教育が推進されているが，知的理

解にとどまり，人権感覚が十分身に付いていな

いなど指導方法の問題，教職員に人権尊重の理

念について十分な認識が必ずしもいきわたって

いない等の問題も指摘されているところであ

る。

イ 社会教育

社会教育においては，すべての教育の出発点

である家庭教育を支援するため，家庭教育に関

する親への学習機会の提供や，家庭でのしつけ
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の在り方などを分かりやすく解説した家庭教育

手帳・家庭教育ノートを乳幼児や小学生等を持

つ親に配布するなどの取組が行われている。こ

の家庭教育手帳・家庭教育ノートには「親自身

が偏見を持たず，差別をしない，許さないとい

うことを，子どもたちに示していくことが大切

である」ことなどが盛り込まれている。

また，生涯の各時期に応じ，各人の自発的学

習意思に基づき，人権に関する学習ができるよ

う，公民館等の社会教育施設を中心に学級・講

座の開設や交流活動など，人権に関する多様な

学習機会が提供されている。さらに，社会教育

指導者のための人権教育に関する手引の作成な

どが行われている。そのほか，社会教育主事等

の社会教育指導者を対象に様々な形で研修が行

われ，指導者の資質の向上が図られている。

加えて，平成 年 月には，社会教育法が13 7
改正され，青少年にボランティア活動など社会

奉仕体験活動，自然体験活動等の機会を提供す

る事業の実施及びその奨励が教育委員会の事務

として明記されたところであり，人権尊重の心

を養う観点からも各教育委員会における取組の

促進が望まれる。

このように，生涯学習の振興のための各種施

策を通じて人権教育が推進されているが，知識

伝達型の講義形式の学習に偏りがちであること

などの課題が指摘されている。

３ 人権啓発の現状

(1) 人権啓発の意義・目的

人権啓発とは 「国民の間に人権尊重の理念，

を普及させ，及びそれに対する国民の理解を深

めることを目的とする広報その他の啓発活動

（人権教育を除く 」を意味し（人権教育・啓。）

発推進法第２条 「国民が，その発達段階に応），

じ，人権尊重の理念に対する理解を深め，これ

を体得することができるよう」にすることを旨

としている（同法第３条 。すなわち，広く国）

民の間に，人権尊重思想の普及高揚を図ること

を目的に行われる研修，情報提供，広報活動等

で人権教育を除いたものであるが，その目的と

するところは，国民の一人一人が人権を尊重す

ることの重要性を正しく認識し，これを前提と

して他人の人権にも十分に配慮した行動がとれ

るようにすることにある。換言すれば 「人権，

」，「 」，とは何か 人権の尊重とはどういうことか

「人権を侵害された場合に，これを排除し，救

済するための制度がどのようになっているか」

等について正しい認識を持つとともに，それら

の認識が日常生活の中で，その態度面，行動面

等において確実に根付くようにすることが人権

啓発の目的である。

(2) 人権啓発の実施主体

人権擁護事務として人権啓発を担当する国の

機関としては，法務省人権擁護局及びその下部

機関である法務局及び地方法務局の人権擁護部

門のほか，法務大臣が委嘱する民間のボランテ

ィアとして人権擁護委員制度が設けられ，これ

ら法務省に置かれた人権擁護機関が一体となっ

て人権啓発活動を行っている。また，法務省以

外の関係各府省庁においても，その所掌事務と

の関連で，人権にかかわる各種の啓発活動を行

っているほか，地方公共団体や公益法人，民間

団体，企業等においても，人権にかかわる様々

な活動が展開されている。

なお，法務省の人権擁護機関については，人

権擁護推進審議会の人権救済制度の在り方に関

する答申（平成 年 月 日）及び人権擁護13 5 25
委員制度の改革に関する答申（平成 年 月13 12

日）を踏まえ，人権委員会の設置等，新た21
な制度の構築に向けた検討が進められていると

ころである。

(3) 人権啓発の現状

ア 国の人権擁護機関の啓発活動

国は，前記のとおり，関係各府省庁が，

その所掌事務との関連で，人権にかかわる

各種の啓発活動を行っている。特に，人権

擁護事務として人権啓発を担当する法務省

の人権擁護機関は，広く一般国民を対象に，

人権尊重思想の普及高揚等のために様々な

啓発活動を展開している。すなわち，毎年

啓発活動の重点目標を定め，人権週間や人

権擁護委員の日など節目となる機会をとら

えて全国的な取組を展開しているほか，中

学生を対象とする人権作文コンテストや小

学生を主たる対象とする人権の花運動，イ

ベント的要素を取り入れ明るく楽しい雰囲

気の中でより多くの人々に人権問題を考え

てもらう人権啓発フェスティバル，各地の

イベント等の行事への参加など，年間を通

して様々な啓発活動を実施している。具体

的な啓発手法としては，人権一般や個別の

人権課題に応じて作成する啓発冊子・リー

フレット・パンフレット・啓発ポスター等

の配布，その時々の社会の人権状況に合わ

せた講演会・座談会・討論会・シンポジウ

ム等の開催，映画会・演劇会等の開催，テ

レビ・ラジオ・有線放送等マスメディアを

活用した啓発活動など，多種多様な手法を

用いるとともに，それぞれに創意工夫を凝

らしている。また，従来，国や多くの地方

公共団体が各別に啓発活動を行うことが多

く，その間の連携協力が必ずしも十分とは

言えなかった状況にかんがみ，人権啓発の

より一層効果的な推進を図るとの観点から，
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都道府県や市町村を含めた多様な啓発主体

が連携協力するための横断的なネットワー

クを形成して，人権啓発活動ネットワーク

事業も展開している。さらに，以上の一般

的な啓発活動のほか，人権相談や人権侵犯

事件の調査・処理の過程を通じて，関係者

に人権尊重思想を普及するなどの個別啓発

も行っている。

このように，法務省の人権擁護機関は人

権啓発に関する様々な活動を展開している

ところであるが，昨今，その内容・手法が

必ずしも国民の興味・関心・共感を呼び起

こすものになっていない，啓発活動の実施

に当たってのマスメディアの効果的な活用

が十分とは言えない，法務省の人権擁護機

関の存在及び活動内容に対する国民の周知

度が十分でない，その実施体制や担当職員

の専門性も十分でない等の問題点が指摘さ

れている。

イ 地方公共団体の啓発活動

地方公共団体は，都道府県及び市町村の

いずれにおいても，それぞれの地域の実情

に応じ，啓発行事の開催，啓発資料等の作

成・配布，啓発手法等に関する調査・研究，

研修会の開催など様々な啓発活動を行って

おり，その内容は，まさに地域の実情等に

応じて多種多様である。特に，都道府県に

おいては，市町村を包括する広域的な立場

や市町村行政を補完する立場から，それぞ

れの地域の実情に応じ，市町村を先導する

事業，市町村では困難な事業，市町村の取

組を支援する事業などが展開されている。

また，市町村においては，住民に最も身近

にあって住民の日常生活に必要な様々な行

政を担当する立場から，地域に密着したき

め細かい多様な人権啓発活動が様々な機会

を通して展開されている。

ウ 民間団体，企業の啓発活動

民間団体においても，人権全般あるいは

個々の人権課題を対象として，広報，調査

・研究，研修等，人権啓発上有意義な様々

な取組が行われているほか，国，地方公共

団体が主催する講演会，各種イベントへの

参加など，人権にかかわる様々な活動を展

開しているところであり，今後とも人権啓

発の実施主体として重要な一翼を担ってい

くことが期待される。

また，企業においては，その取組に濃淡

はあるものの，個々の企業の実情や方針等

に応じて，自主的な人権啓発活動が行われ

ている。例えば，従業員に対して行う人権

に関する各種研修のほか，より積極的なも

のとしては，人権啓発を推進するための組

織の設置や人権に関する指針の制定，ある

いは従業員に対する人権標語の募集などが

行われている例もある。

第３章 人権教育・啓発の基本的在り方

１ 人権尊重の理念

人権とは，人間の尊厳に基づいて各人が持って

いる固有の権利であり，社会を構成するすべての

人々が個人としての生存と自由を確保し，社会に

おいて幸福な生活を営むために欠かすことのでき

ない権利である。

すべての人々が人権を享有し，平和で豊かな社

会を実現するためには，人権が国民相互の間にお

いて共に尊重されることが必要であるが，そのた

めには，各人の人権が調和的に行使されること，

すなわち 「人権の共存」が達成されることが重要，

である。そして，人権が共存する人権尊重社会を

実現するためには，すべての個人が，相互に人権

の意義及びその尊重と共存の重要性について，理

性及び感性の両面から理解を深めるとともに，自

分の権利の行使に伴う責任を自覚し，自分の人権

と同様に他人の人権をも尊重することが求められ

る。

したがって，人権尊重の理念は，人権擁護推進

審議会が人権教育・啓発に関する答申において指

摘しているように 「自分の人権のみならず他人の，

人権についても正しく理解し，その権利の行使に

伴う責任を自覚して，人権を相互に尊重し合うこ

と，すなわち，人権共存の考え方」として理解す

べきである。

２ 人権教育・啓発の基本的在り方

人権教育・啓発は，人権尊重社会の実現を目指

して，日本国憲法や教育基本法などの国内法，人

権関係の国際条約などに即して推進していくべき

ものである。その基本的な在り方としては，人権

教育・啓発推進法が規定する基本理念（第 条）3
を踏まえると，次のような点を挙げることができ

る。

(1) 実施主体間の連携と国民に対する多様な機会

の提供

人権教育・啓発にかかわる活動は，様々な実

施主体によって行われているが，今日，人権問

，題がますます複雑・多様化する傾向にある中で

これをより一層効果的かつ総合的に推進し，多

様な学習機会を提供していくためには，これら

人権教育・啓発の各実施主体がその担うべき役

割を踏まえた上で，相互に有機的な連携協力関

係を強化することが重要である。

また，国民に対する人権教育・啓発は，国民
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の一人一人の生涯の中で，家庭，学校，地域社

会，職域などあらゆる場と機会を通して実施さ

れることにより効果を上げるものと考えられ，

その観点からも，人権教育・啓発の各実施主体

は相互に十分な連携をとり，その総合的な推進

に努めることが望まれる。

(2) 発達段階等を踏まえた効果的な方法

人権教育・啓発は，幼児から高齢者に至る幅

広い層を対象とするものであり，その活動を効

果的に推進していくためには，人権教育・啓発

の対象者の発達段階を踏まえ，地域の実情等に

， 。応じて ねばり強くこれを実施する必要がある

特に，人権の意義や重要性が知識として確実

に身に付き，人権問題を直感的にとらえる感性

や日常生活において人権への配慮がその態度や

行動に現れるような人権感覚が十分に身に付く

ようにしていくことが極めて重要である。その

ためには，人権教育・啓発の対象者の発達段階

に応じながら，その対象者の家庭，学校，地域

社会，職域などにおける日常生活の経験などを

具体的に取り上げるなど，創意工夫を凝らして

いく必要がある。その際，人格が形成される早

い時期から，人権尊重の精神の芽生えが感性と

してはぐくまれるように配慮すべきである。ま

た，子どもを対象とする人権教育・啓発活動の

実施に当たっては，子どもが発達途上であるこ

とに十分留意することが望まれる。

また，人権教育・啓発の手法については 「法，

の下の平等 「個人の尊重」といった人権一般」，

の普遍的な視点からのアプローチと，具体的な

人権課題に即した個別的な視点からのアプロー

チとがあり，この両者があいまって人権尊重に

。ついての理解が深まっていくものと考えられる

すなわち，法の下の平等，個人の尊重といった

普遍的な視点から人権尊重の理念を国民に訴え

かけることも重要であるが，真に国民の理解や

共感を得るためには，これと併せて，具体的な

人権課題に即し，国民に親しみやすく分かりや

すいテーマや表現を用いるなど，様々な創意工

夫が求められる。他方，個別的な視点からのア

プローチに当たっては，地域の実情等を踏まえ

るとともに，人権課題に関して正しく理解し，

物事を合理的に判断する精神を身に付けるよう

働きかける必要がある。その際，様々な人権課

題に関してこれまで取り組まれてきた活動の成

果と手法への評価を踏まえる必要がある。

なお，人権教育・啓発の推進に当たって，外

来語を安易に使用することは，正しい理解の普

及を妨げる場合もあるので，官公庁はこの点に

留意して適切に対応することが望ましい。

(3) 国民の自主性の尊重と教育・啓発における中

立性の確保

人権教育・啓発は，国民の一人一人の心の在

り方に密接にかかわる問題でもあることから，

その自主性を尊重し，押し付けにならないよう

。 ， ，に十分留意する必要がある そもそも 人権は

基本的に人間は自由であるということから出発

するものであって，人権教育・啓発にかかわる

活動を行う場合にも，それが国民に対する強制

となっては本末転倒であり，真の意味における

国民の理解を得ることはできない。国民の間に

人権問題や人権教育・啓発の在り方について多

種多様な意見があることを踏まえ，異なる意見

に対する寛容の精神に立って，自由な意見交換

。ができる環境づくりに努めることが求められる

また，人権教育・啓発がその効果を十分に発

揮するためには，その内容はもとより，実施の

方法等においても，国民から，幅広く理解と共

感を得られるものであることが必要である 「人。

権」を理由に掲げて自らの不当な意見や行為を

正当化したり，異論を封じたりする「人権万能

主義」とでも言うべき一部の風潮，人権問題を

口実とした不当な利益等の要求行為，人権上問

題のあるような行為をしたとされる者に対する

行き過ぎた追及行為などは，いずれも好ましい

ものとは言えない。

このような点を踏まえると，人権教育・啓発

を担当する行政は，特定の団体等から不当な影

響を受けることなく，主体性や中立性を確保す

ることが厳に求められる。

人権教育・啓発にかかわる活動の実施に当たっ

ては，政治運動や社会運動との関係を明確に区

別し，それらの運動そのものも教育・啓発であ

るということがないよう，十分に留意しなけれ

ばならない。

第４章 人権教育・啓発の推進方策

人権教育・啓発に関しては，国連 年国内行動計10
画や人権擁護推進審議会の人権教育・啓発に関する

答申を踏まえて，関係各府省庁において様々な取組

が実施されているところである。それらの取組は，

国内外の諸情勢の動向等も踏まえながら，今後とも，

積極的かつ着実に推進されるべきものであることは

言うまでもない。

そこで，ここでは，第３章に記述した人権教育・

啓発の基本的な在り方を踏まえつつ，国連 年国内10
行動計画に基づく取組の強化及び人権擁護推進審議

会の答申で提言された人権教育・啓発の総合的かつ

効果的な推進のための諸方策の実施が重要であると

の認識に立って，人権一般の普遍的な視点からの取

組，各人権課題に対する取組及び人権にかかわりの

深い特定の職業に従事する者に対する研修等の問題

に関して推進すべき施策の方向性を提示するととも
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に，人権教育・啓発の効果的な推進を図るための体

制等について述べることとする。

１ 人権一般の普遍的な視点からの取組

(1) 人権教育

人権教育は，生涯学習の視点に立って，幼児

期からの発達段階を踏まえ，地域の実情等に応

じて，学校教育と社会教育とが相互に連携を図

りつつ，これを実施する必要がある。

ア 学校教育

学校教育においては，それぞれの学校種の教

育目的や目標の実現を目指した教育活動が展開

される中で，幼児児童生徒，学生が，社会生活

を営む上で必要な知識・技能，態度などを確実

に身に付けることを通じて，人権尊重の精神の

涵養が図られるようにしていく必要がある。

初等中等教育については，新しい学習指導要

領等に基づき，自ら学び，自ら考える力や豊か

な人間性等の「生きる力」をはぐくんでいく。

さらに，高等教育については，こうした「生き

る力」を基盤として，知的，道徳的及び応用的

能力を展開させていく。

こうした基本的な認識に立って，以下のよう

な施策を推進していく。

第一に，学校における指導方法の改善を図る

ため，効果的な教育実践や学習教材などについ

て情報収集や調査研究を行い，その成果を学校

等に提供していく。また，心に響く道徳教育を

推進するため，地域の人材の配置，指導資料の

作成などの支援策を講じていく。

第二に，社会教育との連携を図りつつ，社会

性や豊かな人間性をはぐくむため多様な体験活

動の機会の充実を図っていく。学校教育法の改

正の趣旨等を踏まえ，ボランティア活動など社

会奉仕体験活動，自然体験活動を始め，勤労生

産活動，職業体験活動，芸術文化体験活動，高

齢者や障害者等との交流などを積極的に推進す

るため，モデルとなる地域や学校を設け，その

先駆的な取組を全国のすべての学校に普及・展

開していく。

第三に，子どもたちに人権尊重の精神を涵養

していくためにも，各学校が，人権に配慮した

教育指導や学校運営に努める。特に，校内暴力

やいじめなどが憂慮すべき状況にある中，規範

意識を培い，こうした行為が許されないという

指導を徹底するなど子どもたちが安心して楽し

く学ぶことのできる環境を確保する。

第四に，高等教育については，大学等の主体

的判断により，法学教育など様々な分野におい

て，人権教育に関する取組に一層配慮がなされ

るよう促していく。

第五に，養成・採用・研修を通じて学校教育

の担い手である教職員の資質向上を図り，人権

尊重の理念について十分な認識を持ち，子ども

への愛情や教育への使命感，教科等の実践的な

指導力を持った人材を確保していく。その際，

教職員自身が様々な体験を通じて視野を広げる

ような機会の充実を図っていく。また，教職員

自身が学校の場等において子どもの人権を侵害

するような行為を行うことは断じてあってはな

らず，そのような行為が行われることのないよ

う厳しい指導・対応を行っていく。さらに，個

，に応じたきめ細かな指導が一層可能となるよう

教職員配置の改善を進めていく。

イ 社会教育

社会教育においては，すべての人々の人権が

真に尊重される社会の実現を目指し，人権を現

代的課題の一つとして取り上げた生涯学習審議

会の答申や，家庭教育支援のための機能の充実

や，多様な体験活動の促進等について提言した

様々な審議会の答申等を踏まえ，生涯学習の振

興のための各種施策を通じて，人権に関する学

習の一層の充実を図っていく必要がある。その

際，人権に関する学習においては，単に人権問

題を知識として学ぶだけではなく，日常生活に

おいて態度や行動に現れるような人権感覚の涵

養が求められる。

第一に，幼児期から豊かな情操や思いやり，

生命を大切にする心，善悪の判断など人間形成

の基礎をはぐくむ上で重要な役割を果たし，す

べての教育の出発点である家庭教育の充実を図

る。特に，親自身が偏見を持たず差別をしない

ことなどを日常生活を通じて自らの姿をもって

，子どもに示していくことが重要であることから

親子共に人権感覚が身に付くような家庭教育に

関する親の学習機会の充実や情報の提供を図る

とともに，父親の家庭教育参加の促進，子育て

に不安や悩みを抱える親等への相談体制の整備

等を図る。

第二に，公民館等の社会教育施設を中心とし

て，地域の実情に応じた人権に関する多様な学

習機会の充実を図っていく。そのため，広く人

，々の人権問題についての理解の促進を図るため

，人権に関する学習機会の提供や交流事業の実施

教材の作成等の取組を促進する。また，学校教

育との連携を図りつつ，青少年の社会性や思い

やりの心など豊かな人間性をはぐくむため，ボ

ランティア活動など社会奉仕体験活動・自然体

験活動を始めとする多様な体験活動や高齢者，

。 ，障害者等との交流の機会の充実を図る さらに

初等中等教育を修了した青年や成人のボランテ

ィア活動など社会奉仕活動を充実するための環

境の整備を図っていく。

第三に，学習意欲を高めるような参加体験型

の学習プログラムの開発を図るとともに，広く

関係機関にその成果を普及し，特に，日常生活

の中で人権上問題のあるような出来事に接した
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際に，直感的にその出来事がおかしいと思う感

性や，日常生活の中で人権尊重を基本においた

行動が無意識のうちにその態度や行動に現れる

ような人権感覚を育成する学習プログラムを，

市町村における実践的な人権に関する学習活動

の成果を踏まえながら開発し提供していくこと

が重要である。そのために，身近な課題を取り

上げたり，様々な人とのふれあい体験を通して

自然に人権感覚が身に付くような活動を仕組ん

だり，学習意欲を高める手法を創意工夫するな

ど指導方法に関する研究開発を行い，その成果

を全国に普及していく。

第四に，地域社会において人権教育を先頭に

立って推進していく指導者の養成及び，その資

質の向上を図り，社会教育における指導体制の

充実を図っていく。そのために指導者研修会の

内容，方法について，体験的・実践的手法を取

り入れるなどの創意工夫を図る。

(2) 人権啓発

人権啓発は，その内容はもとより実施の方法

においても，国民から幅広く理解と共感が得ら

れるものであることが肝要であり，人権一般に

かかわる取組に関して検討する場合にも，その

視点からの配慮が欠かせない。

ア 内容

啓発の内容に関して言えば，国民の理解と共

感を得るという視点から，人権をめぐる今日の

社会情勢を踏まえた啓発が重要であり，そのよ

うな啓発として，特に以下のものを挙げること

ができる。

ⅰ 人権に関する基本的な知識の習得

総理府（現内閣府）の世論調査（平成 年9
実施）の結果によれば，基本的人権が侵す

ことのできない永久の権利として憲法で保

障されていることについての周知度が低下

傾向にあるが，この点にも象徴されるよう

に，国民の人権に関する基本的な知識の習

得が十分でないことが窺われる。そこで，

憲法を始めとした人権にかかわる国内法令

や国際条約の周知など，人権に関する基本

的な知識の習得を目的とした啓発を推進す

る必要がある。

ⅱ 生命の尊さ

近年，小学生などの弱者を被害者とする

残忍な事件が頻発し，社会的耳目を集めて

いるが，これらに限らず，いじめや児童虐

待，ストーカー行為，電車等の交通機関内

におけるトラブルや近隣関係をめぐるトラ

ブルに起因する事件等々，日常生活のあら

ゆる場面において，ささいなことから簡単

に人が殺傷される事件が後を絶たない。そ

の背景として，人の生命を尊重する意識が

薄れてきていることが指摘されており，改

めて生命の尊さ・大切さや，自己がかけが

えのない存在であると同時に他人もかけが

えのない存在であること，他人との共生・

共感の大切さを真に実感できるような啓発

を推進する必要がある。

ⅲ 個性の尊重

世間体や他人の思惑を過度に気にする一

般的な風潮や我が国社会における根強い横

並び意識の存在等が，安易な事なかれ主義

に流れたり，人々の目を真の問題点から背

けさせる要因となっており，そのことによ

り，各種差別の解消が妨げられている側面

がある。そこで，これらの風潮や意識の是

正を図ることが重要であるが，そのために

は，互いの人権を尊重し合うということの

意味が，各人の異なる個性を前提とする価

値基準であることを国民に訴えかける啓発

を推進する必要がある。

イ 方法

啓発の方法に関し，国民の理解と共感を得る

という視点から留意すべき主な点としては，以

下のものを挙げることができる。

ⅰ 対象者の発達段階に応じた啓発

一般的に言えば，対象者の理解度に合わ

せて適切な人権啓発を行うことが肝要であ

り，そのためには，対象者の発達段階に応

じて，その対象者の家庭，学校，地域社会，

職域などにおける日常生活の経験などを人

権尊重の観点から具体的に取り上げ，自分

の課題として考えてもらうなど，手法に創

意工夫を凝らしていく必要がある。また，

対象者の発達段階に応じた手法の選択とい

うことも重要であり，例えば，幼児児童に

対する人権啓発としては 「他人の痛みが分，

かる 「他人の気持ちを理解し，行動でき」，

る」など，他人を思いやる心をはぐくみ，

子どもの情操をより豊かにすることを目的

として，子どもが人権に関する作文を書く

ことを通して自らの課題として理解を深め

たり，自ら人権に関する標語を考えたりす

るなどの啓発手法が効果的である。そして，

ある程度理解力が備わった青少年期には，

ボランティア活動など社会奉仕体験活動等

を通じて，高齢者や障害のある人などと直

接触れ合い，そうした交流の中で人権感覚

を培っていくことが期待される。

ⅱ 具体的な事例を活用した啓発

人権啓発の効果を高めるためには，具体

的な事例を取り上げ，その問題を前提とし

て自由に議論することも，啓発を受ける人

の心に迫りやすいという点では効果がある。

例えば，人権上大きな社会問題となった事

例に関して，人権擁護に当たる機関が，タ
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イミング良く，人権尊重の視点から具体的

な呼びかけを行うことなどは，広く国民が

人権尊重についての正しい知識・感性を錬

磨する上で，大きな効果を期待できる。特

に，その具体的な事例が自分の居住する地

域と関連が深いものである場合には，地域

住民が人権尊重の理念について，より身近

に感じ，その理解を深めることにつながる

ので，その意味でも，具体的な事例を挙げ

て，地域に密着した啓発を行うことは効果

的である。

なお，過去の具体的な事例を取り上げる

に当たっては，そこで得られた教訓を踏ま

えて，将来，類似の問題が発生した場合に

どう対応すべきかとの観点から啓発を行う

ことも有意義である。その場合，人権を侵

害された被害者は心に深い傷を負っている

ということにも十分配慮し，被害者の立場

に立った啓発を心掛ける必要がある。

ⅲ 参加型・体験型の啓発

各種の人権啓発冊子等の作成・配布や講

演会・研修会の実施，人権啓発映画・啓発

ビデオの放映等，啓発主体が国民に向けて

行う啓発は，人権に関する知識や情報を伝

えるという観点からは一定の効果があるが，

国民の一人一人が人権感覚や感性を体得す

るという観点からすると，このような受身

型の啓発には限界がある。そこで，啓発を

受ける国民が主体的・能動的に参加できる

ような啓発手法（例えば，各種のワークシ

ョップや車椅子体験研修等）にも着目し，

これらの採用を積極的に検討・推進すべき

である。

２ 各人権課題に対する取組

人権教育・啓発に当たっては，普遍的な視点か

らの取組のほか，各人権課題に対する取組を推進

し，それらに関する知識や理解を深め，さらには

課題の解決に向けた実践的な態度を培っていくこ

とが望まれる。その際，地域の実情，対象者の発

達段階等や実施主体の特性などを踏まえつつ，適

切な取組を進めていくことが必要である。

(1) 女性

， ，日本国憲法は 法の下の平等について規定し

政治的，経済的又は社会的関係における性差別

を禁止する（第 条）とともに，家族関係に14
おける男女平等について明文の規定を置いてい

る（第 条 。しかし，現実には，従来の固定24 ）

的な性別役割分担意識が依然として根強く残っ

ていることから，社会生活の様々な場面におい

て女性が不利益を受けることが少なからずあ

。 ， ， ，る また 夫・パートナーからの暴力 性犯罪

売買春，セクシュアル・ハラスメント，ストー

カー行為等，女性に対する暴力事案等が社会的

に問題となるなど，真に男女共同参画社会が実

現されているとは言い難い状況にある。

女性の地位向上は，我が国のみならず世界各

国に共通した問題意識となっており，国際連合

を中心とした国際的な動向をみると， 年1975
（昭和 年）を「国際婦人年」と定め，これ50
に続く 年から 年までの 年間を 国1976 1985 10 「

連婦人の 年」として位置付け，この間に，10
女性の問題に関する認識を深めるための活動が

各国に奨励されている。また， 年に女子1979
差別撤廃条約が採択（ 年発効，我が国の1981
批准 年）され， 年には女性に対する1985 1993
暴力の撤廃に関する宣言が採択されたほか，世

界各地で女性会議等の国際会議が開催されるな

ど，女性の地位向上に向けた様々な取組が国際

的な規模で行われている。

我が国においても，従来から，こうした国際

的な動向にも配慮しながら，男女共同参画社会

の形成の促進に向けた様々な取組が総理府（現

11内閣府 を中心に展開されてきた 特に 平成） 。 ，

年 月には，男女共同参画社会の形成の促進を6
総合的かつ計画的に推進することを目的とする

「男女共同参画社会基本法 （平成 年法律第」 11
号）が制定され，平成 年 月には，同78 12 12

法に基づいた初めての計画である「男女共同参

13画基本計画 が策定されている また 平成」 。 ，

年 月の中央省庁等改革に際し，内閣府に男女1
共同参画会議及び男女共同参画局が設置され，

男女共同参画社会の形成の促進に関する推進体

制が充実・強化された。

なお，女性に対する暴力の関係では 「スト，

12ーカー行為等の規制等に関する法律 （平成」

年法律第 号）や「配偶者からの暴力の防止81
及び被害者の保護に関する法律 （平成 年法」 13
律第 号）の制定等，立法的な措置がとられ31
ている。

こうした動向等を踏まえ，以下の取組を積極

的に推進することとする。

① 政策・方針決定過程への女性の参画を拡大

していくため，国が率先垂範して取組を進

めるとともに，地方公共団体，企業，各種

機関・団体等のあらゆる分野へ広く女性の

参画促進を呼びかけ，その取組を支援する。

（全府省庁）

② 男女共同参画の視点に立って様々な社会制

度・慣行の見直しを行うとともに，これら

を支えてきた人々の意識の改革を図るため，

国民的広がりを持った広報・啓発活動を積

極的に展開する。また，女性の権利に関係

の深い国内法令や，女子差別撤廃条約，女

性 年会議の「成果文書」等の国際文書2000
の内容の周知に努める （全府省庁）。

③ 女性に対する偏見や差別意識を解消し，固
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定的な性別役割分担意識を払拭することを

目指して，人権尊重思想の普及高揚を図る

。（ ）ための啓発活動を充実・強化する 法務省

④ 性別に基づく固定的な役割分担意識を是正

し，人権尊重を基盤とした男女平等観の形

成を促進するため，家庭，学校，地域など

社会のあらゆる分野において男女平等を推

進する教育・学習の充実を図る。また，女

性の生涯にわたる学習機会の充実，社会参

画の促進のための施策を充実させる （文部。

科学省）

⑤ 雇用における男女の均等な機会と待遇の確

保等のため，啓発等を行うとともに，働く

ことを中心に女性の社会参画を積極的に支

援するための事業を「女性と仕事の未来館」

において実施する （厚生労働省，文部科学。

省）

⑥ 農山漁村の女性が，男性とともに積極的に

参画できる社会を実現するため，家庭及び

地域社会において農山漁村の女性の地位向

上・方針決定への参画促進のための啓発等

を実施する （農林水産省）。

⑦ 国の行政機関の策定する広報・出版物等に

おいて性にとらわれない表現を促進すると

ともに，メディアにおける女性の人権の尊

重を確保するため，メディアの自主的取組

を促しつつ，メディアの特性や技術革新に

対応した実効ある対策を進める （内閣府ほ。

か関係省庁）

⑧ 夫・パートナーからの暴力，性犯罪，売買

春，セクシュアル・ハラスメント，ストー

カー行為等女性に対するあらゆる暴力を根

絶するための基盤整備を行うとともに，暴

力の形態に応じた幅広い取組を総合的に推

進する （内閣府）。

⑨ 夫・パートナーからの暴力，性犯罪，売買

春，ストーカー行為等女性に対するあらゆ

る暴力の根絶に向けて，厳正な取締りはも

とより，被害女性の人権を守る観点から，

事情聴取等を被害者の希望に応じた性別の

警察官が行えるようにするなど，必要な体

制を整備するとともに，事情聴取，相談等

に携わる職員の教育訓練を充実する （警察。

庁）

⑩ 夫・パートナーからの暴力，性犯罪，売買

春，セクシュアル・ハラスメント，ストー

カー行為等に関する事案が発生した場合に

は，人権侵犯事件としての調査・処理や人

権相談の対応など当該事案に応じた適切な

解決を図るとともに，関係者に対し女性の

人権の重要性について正しい認識と理解を

。（ ）深めるための啓発活動を実施する 法務省

⑪ 女性の人権問題の解決を図るため，法務局

・地方法務局の常設人権相談所において人

12権相談に積極的に取り組むとともに 平成，

年に全国に設置した電話相談「女性の人権

ホットライン」を始めとする人権相談体制

を充実させる。なお，女性からの人権相談

に対しては女性の人権擁護委員や職員が対

応するなど相談しやすい体制づくりに努め

るほか，必要に応じて関係機関と密接な連

携協力を図るものとする （法務省）。

⑫ 我が国が主導的な役割を果たした結果国連

婦人開発基金（ＵＮＩＦＥＭ）内に設置さ

れた「女性に対する暴力撤廃のための信託

基金」等，女性の人権擁護にかかわる国際

的取組に対して協力する （外務省）。

(2) 子ども

子どもの人権の尊重とその心身にわたる福祉

の保障及び増進などに関しては，既に日本国憲

法を始め，児童福祉法や児童憲章，教育基本法

などにおいてその基本原理ないし理念が示さ

れ，また，国際的にも児童の権利に関する条約

等において権利保障の基準が明らかにされ 児，「

童の最善の利益」の考慮など各種の権利が宣言

されている。

しかし，子どもたちを取り巻く環境は，我が

国においても懸念すべき状況にある。例えば，

少年非行は，現在，戦後第４の多発期にあり，

質的にも凶悪化や粗暴化の傾向が指摘されてい

る。一方で，実親等による子に対する虐待が深

刻な様相を呈しているほか，犯罪による被害を

受ける少年の数が増加している。児童買春・児

童ポルノ，薬物乱用など子どもの健康や福祉を

害する犯罪も多発している。さらに，学校をめ

ぐっては，校内暴力やいじめ，不登校等の問題

が依然として憂慮すべき状況にある。

このような状況を踏まえ 「児童買春，児童，

ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に

関する法律 （平成 年法律第 号 「児童」 ），11 52
虐待の防止等に関する法律 （平成 年法律第」 12

号）の制定など個別立法による対応も進め82
られている。さらに，家庭や地域社会における

子育てや学校における教育の在り方を見直して

いくと同時に，大人社会における利己的な風潮

や，金銭を始めとする物質的な価値を優先する

考え方などを問い直していくことが必要であ

る。大人たちが，未来を担う子どもたち一人一

人の人格を尊重し，健全に育てていくことの大

切さを改めて認識し，自らの責任を果たしてい

くことが求められている。

こうした認識に立って，子どもの人権に関係

の深い様々な国内の法令や国際条約の趣旨に沿

って，政府のみならず，地方公共団体，地域社

会，学校，家庭，民間企業・団体や情報メディ

ア等，社会全体が一体となって相互に連携を図

， ，りながら 子どもの人権の尊重及び保護に向け
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以下の取組を積極的に推進することとする。

① 子どもを単に保護・指導の対象としてのみ

とらえるのではなく，基本的人権の享有主

体として最大限に尊重されるような社会の

実現を目指して，人権尊重思想の普及高揚

を図るための啓発活動を充実・強化する 法。（

務省）

② 学校教育及び社会教育を通じて，憲法及び

教育基本法の精神に則り，人権尊重の意識

を高める教育の一層の推進に努める。学校

教育については，人権教育の充実に向けた

指導方法の研究を推進するとともに，幼児

児童生徒の人権に十分に配慮し，一人一人

を大切にした教育指導や学校運営が行われ

るように努める。その際，自他の権利を大

切にすることとともに，社会の中で果たす

べき義務や自己責任についての指導に努め

ていく。社会教育においては，子どもの人

権の重要性について正しい認識と理解を深

めるため，公民館等における各種学級・講

座等による学習機会の充実に努める （文部。

科学省）

13③ 学校教育法及び社会教育法の改正 平成（

年 月）の趣旨等を踏まえ，子どもの社会性7
や豊かな人間性をはぐくむ観点から，全小

・中・高等学校等において，ボランティア

活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動

等の体験活動を積極的に推進する （文部科。

学省）

④ 校内暴力やいじめ，不登校などの問題の解

決に向け，スクールカウンセラーの配置な

ど教育相談体制の充実を始めとする取組を

推進する。また，問題行動を起こす児童生

徒については，暴力やいじめは許されない

という指導を徹底し，必要に応じて出席停

止制度の適切な運用を図るとともに，学校

・教育委員会・関係機関からなるサポート

チームを組織して個々の児童生徒の援助に

当たるなど，地域ぐるみの支援体制を整備

していく （文部科学省）。

⑤ 親に対する家庭教育についての学習機会や

情報の提供，子育てに関する相談体制の整

備など家庭教育を支援する取組の充実に努

める （文部科学省）。

⑥ 児童虐待など，児童の健全育成上重大な問

題について，児童相談所，学校，警察等の

関係機関が連携を強化し，総合的な取組を

推進するとともに 啓発活動を推進する 厚， 。（

生労働省，文部科学省，警察庁）

⑦ 児童買春・児童ポルノ，児童売買といった

児童の商業的性的搾取の問題が国際社会の

共通の課題となっていることから，児童の

権利に関する条約の広報等を通じ，積極的

にこの問題に対する理解の促進に取り組む。

（外務省）

⑧ 犯罪等の被害に遭った少年に対し，カウン

セリング等による支援を行うとともに，少

年の福祉を害する犯罪の取締りを推進し，

被害少年の救出・保護を図る （警察庁）。

⑨ 保育所保育指針における「人権を大切にす

る心を育てる」ため，この指針を参考とし

て児童の心身の発達，家庭や地域の実情に

応じた適切な保育を実施する。また，保育

士や子どもにかかわる指導員等に対する人

権教育・啓発の推進を図る （厚生労働省）。

⑩ 児童虐待や体罰等の事案が発生した場合に

は，人権侵犯事件としての調査・処理や人

権相談の対応など当該事案に応じた適切な

解決を図るとともに，関係者に対し子ども

の人権の重要性について正しい認識と理解

を深めるための啓発活動を実施する （法務。

省）

， ，⑪ 教職員について 養成・採用・研修を通じ

人権尊重意識を高めるなど資質向上を図る

とともに，個に応じたきめ細かな指導が一

層可能となるよう，教職員配置の改善を進

めていく。教職員による子どもの人権を侵

害する行為が行われることのないよう厳し

い指導・対応を行う （文部科学省）。

⑫ 子どもの人権問題の解決を図るため 「子，

どもの人権専門委員」制度を充実・強化す

るほか，法務局・地方法務局の常設人権相

談所において人権相談に積極的に取り組む

とともに 「子どもの人権１１０番」による，

電話相談を始めとする人権相談体制を充実

させる。なお，相談に当たっては，関係機

関と密接な連携協力を図るものとする （法。

務省）

(3) 高齢者

人口の高齢化は，世界的な規模で急速に進ん

でいる。我が国においては， 年には４人2015
に１人が６５歳以上という本格的な高齢社会が

到来すると予測されているが，これは世界に類

を見ない急速な高齢化の体験であることから，

我が国の社会・経済の構造や国民の意識はこれ

に追いついておらず，早急な対応が喫緊の課題

となっている。

高齢化対策に関する国際的な動きをみると，

年にウィーンで開催された国連主催によ1982
る初めての世界会議において「高齢化に関する

国際行動計画」が，また， 年の第 回国1991 46
連総会において「高齢者のための国連原則」が

それぞれ採択され，翌年 年の第 回国連1992 47
総会においては，これらの国際行動計画や国連

原則をより一層広めることを促すとともに，各

国において高齢化社会の到来に備えた各種の取

1999 11組が行われることを期待して 年 平成， （



- 47 -

年）を「国際高齢者年」とする決議が採択され

た。

我が国においては，昭和 年 月に閣議決61 6
定された「長寿社会対策大綱」に基づき，長寿

社会に向けた総合的な対策の推進を図ってきた

が，平成 年 月に高齢社会対策基本法が施7 12
行されたことから，以後，同法に基づく高齢社

会対策大綱（平成 年 月閣議決定）を基本と8 7
して，国際的な動向も踏まえながら，各種の対

策が講じられてきた。平成 年 月には，引13 12
き続きより一層の対策を推進するため，新しい

高齢社会対策大綱が閣議決定されたところであ

る。

高齢者の人権にかかわる問題としては，高齢

者に対する身体的・精神的な虐待やその有する

財産権の侵害のほか，社会参加の困難性などが

指摘されているが，こうした動向等を踏まえ，

高齢者が安心して自立した生活を送れるよう支

援するとともに，高齢者が社会を構成する重要

な一員として各種の活動に積極的に参加できる

よう，以下の取組を積極的に推進することとす

る。

① 高齢者の人権についての国民の認識と理解

を深めるとともに，高齢者も社会の重要な

一員として生き生きと暮らせる社会の実現

を目指して，人権尊重思想の普及高揚を図

るための啓発活動を充実・強化する （法務。

省）

② 「敬老の日 「老人の日 「老人週間」の行」 」

事を通じ，広く国民が高齢者の福祉につい

て関心と理解を深める （厚生労働省）。

③ 学校教育においては，高齢化の進展を踏ま

え，各教科，道徳，特別活動，総合的な学

習の時間といった学校教育活動全体を通じ

て，高齢者に対する尊敬や感謝の心を育て

るとともに，高齢社会に関する基礎的理解

や介護・福祉の問題などの課題に関する理

解を深めさせる教育を推進する （文部科学。

省）

④ 高齢者の学習機会の体系的整備並びに高齢

者の持つ優れた知識・経験等を生かして社

会参加してもらうための条件整備を促進す

る （厚生労働省，文部科学省）。

⑤ 高齢者と他の世代との相互理解や連帯感を

深めるため，世代間交流の機会を充実させ

る （内閣府，厚生労働省，文部科学省）。

⑥ 高齢者が社会で活躍できるよう，ボランテ

ィア活動など高齢者の社会参加を促進する。

（内閣府，厚生労働省，文部科学省）

⑦ 高齢者が長年にわたり培ってきた知識，経

験等を活用して働き続けることができる社

会を実現するため，定年の引き上げ等によ

る６５歳までの安定した雇用の確保，再就

職の援助，多様な就業機会の確保のための

啓発活動に取り組む （厚生労働省）。

⑧ 高齢化が急速に進行している農山漁村にお

いて，高齢者が農業生産活動，地域社会活

動等において生涯現役を目指し，安心して

。（ ）住み続けられるよう支援する 農林水産省

⑨ 高齢者に関しては，介護者等による肉体的

虐待，心理的虐待，経済的虐待（財産侵害）

等の問題があるが，そのような事案が発生

した場合には，人権侵犯事件としての調査

・処理や人権相談の対応など当該事案に応

じた適切な解決を図るとともに，関係者に

対し高齢者の人権の重要性について正しい

認識と理解を深めるための啓発活動を実施

する （法務省）。

⑩ 高齢者の人権問題の解決を図るため，法務

局・地方法務局の常設人権相談所において

人権相談に積極的に取り組むとともに，高

齢者が利用しやすい人権相談体制を充実さ

せる。なお，相談に当たっては，関係機関

と密接な連携協力を図るものとする （法務。

省）

(4) 障害者

障害者基本法第３条第２項は 「すべて障害，

者は，社会を構成する一員として社会，経済，

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会

を与えられるものとする」と規定しているが，

現実には，障害のある人々は様々な物理的又は

社会的障壁のために不利益を被ることが多く，

その自立と社会参加が阻まれている状況にあ

る。また，障害者への偏見や差別意識が生じる

背景には，障害の発生原因や症状についての理

解不足がかかわっている場合もある。

障害者問題に関する国際的な動向をみると，

国際連合では， 年に「知的障害者の権利1971
宣言 ， 年に「障害者の権利宣言」がそれ」 1975
ぞれ採択され，障害者の基本的人権と障害者問

題について，ノーマライゼーションの理念に基

づく指針が示されたのを始めとして， 年1976
31 1981 56の第 回総会においては， 年（昭和

年）を「国際障害者年」とする決議が採択され

るとともに，その際併せて採択された「国際障

」 。害者年行動計画 が 年に承認されている1979
また 年から 年までの 年間を 国， 「1983 1992 10
連・障害者の十年」とする宣言が採択され，各

国に対し障害者福祉の増進が奨励されたが 国，「

連・障害者の十年」の終了後は，国連アジア太

平洋経済社会委員会（ＥＳＣＡＰ）において，

年から 年までの 年間を「アジア1993 2002 10
太平洋障害者の十年」とする決議が採択され，

更に継続して障害者問題に取り組むこととされ

ている。

我が国においても，このような国際的な動向

と合わせ，各種の取組を展開している。まず，
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昭和 年 月に「障害者対策に関する長期計57 3
画」が策定されるとともに，同年 月には内閣4
総理大臣を本部長とする障害者対策推進本部

（平成 年 月，障害者施策推進本部に改称）8 1
， ，が設置され 障害者の雇用促進や社会的な施設

設備等の充実が図られることとなったが，平成

年 月には同長期計画を改めた「障害者対策5 3
7に関する新長期計画 が策定され また 平成」 ， ，

，年 月には新長期計画の最終年次に合わせて12
平成 年度から平成 年度までの カ年を計8 14 7
画期間とする「障害者プラン」を策定すること

で，長期的視点に立った障害者施策のより一層

の推進が図られている。

こうした動向等を踏まえ，以下の取組を積極

的に推進することとする。

① 障害者の自立と社会参加をより一層推進

し，障害者の「完全参加と平等」の目標に

向けて「ノーマライゼーション」の理念を

実現するための啓発・広報活動を推進する

（障害者の日及び週間を中心とする啓発・

広報活動等 （内閣府））。

② 障害者に対する偏見や差別意識を解消し，

ノーマライゼーションの理念を定着させる

ことにより，障害者の自立と完全参加を可

能とする社会の実現を目指して，人権尊重

思想の普及高揚を図るための啓発活動を充

実・強化する （法務省）。

③ 障害者の自立と社会参加を目指し，盲・聾

・養護学校や特殊学級等における教育の充

実を図るとともに，障害のある子どもに対

する理解と認識を促進するため，小・中学

校等や地域における交流教育の実施，小・

中学校の教職員等のための指導資料の作成

・配布，並びに学校教育関係者及び保護者

等に対する啓発事業を推進する。さらに，

各教科，道徳，特別活動，総合的な学習の

時間といった学校教育活動全体を通じて，

障害者に対する理解，社会的支援や介助・

福祉の問題などの課題に関する理解を深め

させる教育を推進する （文部科学省）。

④ 障害者の職業的自立意欲の喚起及び障害者

の雇用問題に関する国民の理解を促進する

ため，障害者雇用促進月間を設定し，全国

障害者雇用促進大会を開催するなど障害者

雇用促進運動を展開する。また，障害者の

職業能力の向上を図るとともに，社会の理

解と認識を高めるため，身体障害者技能競

技大会を開催する （厚生労働省）。

⑤ 精神障害者に対する差別，偏見の是正のた

め，ノーマライゼーションの理念の普及・

啓発活動を推進し，精神障害者の人権擁護

のため，精神保健指定医，精神保健福祉相

談員等に対する研修を実施する （厚生労働。

省）

⑥ 障害者に関しては，雇用差別，財産侵害，

施設における劣悪な処遇や虐待等の問題が

あるが，そのような事案が発生した場合に

は，人権侵犯事件としての調査・処理や人

権相談の対応など当該事案に応じた適切な

解決を図るとともに，関係者に対し障害者

の人権の重要性について正しい認識と理解

を深めるための啓発活動を実施する （法務。

省）

⑦ 障害者の人権問題の解決を図るため，法務

局・地方法務局の常設人権相談所において

人権相談に積極的に取り組むとともに，障

害者が利用しやすい人権相談体制を充実さ

せる。なお，相談に当たっては，関係機関

と密接な連携協力を図るものとする （法務。

省）

⑧ 国連総会で採択された「障害者に関する世

界行動計画」の目的実現のためのプロジェ

クトを積極的に支援するため 「国連障害者，

基金」に対して協力する （外務省）。

(5) 同和問題

同和問題は，我が国固有の重大な人権問題で

あり，その早期解消を図ることは国民的課題で

もある。そのため，政府は，これまで各種の取

組を展開してきており，特に戦後は，３本の特

別立法に基づいて様々な施策を講じてきた。そ

の結果，同和地区の劣悪な生活環境の改善を始

めとする物的な基盤整備は着実に成果を上げ，

ハード面における一般地区との格差は大きく改

善されてきており，物的な環境の劣悪さが差別

を再生産するというような状況も改善の方向に

進み，差別意識の解消に向けた教育及び啓発も

様々な創意工夫の下に推進されてきた。

これらの施策等によって，同和問題に関する

国民の差別意識は 「着実に解消に向けて進ん，

でいる」が 「地域により程度の差はあるもの，

の依然として根深く存在している （平成 年」 11
） ，7 29月 日人権擁護推進審議会答申 ことから

現在でも結婚問題を中心とする差別事象が見ら

れるほか，教育，就職，産業等の面での問題等

がある。また，同和問題に対する国民の理解を

妨げる「えせ同和行為」も依然として横行して

いるなど，深刻な状況にある。

14地域改善対策特定事業については，平成

年 月の地対財特法の失効に伴いすべて終了3
， ， ，し 今後の施策ニーズには 他の地域と同様に

地域の状況や事業の必要性に応じ所要の施策が

講じられる。したがって，今後はその中で対応

が図られることとなるが，同和問題の解消を図

るための人権教育・啓発については，平成 年8
月の地域改善対策協議会の意見具申の趣旨に5

留意し，これまでの同和問題に関する教育・啓

発活動の中で積み上げられてきた成果等を踏ま
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え，同和問題を重要な人権問題の一つとしてと

らえ，以下の取組を積極的に推進することとす

る。

① 同和問題に関する差別意識については 同，「

和問題の早期解決に向けた今後の方策につ

いて（平成 年 月 日閣議決定 」に基づ8 7 26 ）

き，人権教育・啓発の事業を推進すること

により，その解消を図っていく （文部科学。

省，法務省）

② 学校，家庭及び地域社会が一体となって進

学意欲と学力の向上を促進し，学校教育及

び社会教育を通じて同和問題の解決に向け

た取組を推進していく （文部科学省）。

③ 同和問題に関する偏見や差別意識を解消

し，同和問題の早期解決を目指して，人権

尊重思想の普及高揚を図るための啓発活動

を充実・強化する （法務省）。

④ 雇用主に対して就職の機会均等を確保する

ための公正な採用選考システムの確立が図

。（ ）られるよう指導・啓発を行う 厚生労働省

⑤ 小規模事業者の産業にかかわりの深い業種

等に対して，人権尊重の理念を広く普及さ

せ，その理解を深めるための啓発事業を実

施する （経済産業省）。

⑥ 都道府県及び全国農林漁業団体が，農林漁

業を振興する上で阻害要因となっている同

和問題を始めとした広範な人権問題に関す

る研修会等の教育・啓発活動を，農漁協等

関係農林漁業団体の職員を対象に行う （農。

林水産省）

⑦ 社会福祉施設である隣保館においては，地

8 5 17域改善対策協議会意見具申 平成 年 月（

日）に基づき，周辺地域を含めた地域社会

全体の中で，福祉の向上や人権啓発の住民

交流の拠点となる開かれたコミュニティー

センターとして総合的な活動を行い，更な

る啓発活動を推進する。また，地域におけ

る人権教育を推進するための中核的役割を

期待されている社会教育施設である公民館

， 。（ ，等とも 積極的な連携を図る 厚生労働省

文部科学省）

⑧ 同和問題解決の阻害要因となっている「え

せ同和行為」の排除に向け，啓発等の取組

を推進する （法務省ほか関係省庁）。

⑨ 同和問題に関しては，結婚や就職等におけ

る差別，差別落書き，インターネットを利

用した差別情報の掲載等の問題があるが，

そのような事案が発生した場合には，人権

侵犯事件としての調査・処理や人権相談の

対応など当該事案に応じた適切な解決を図

るとともに，関係者に対し同和問題に対す

る正しい認識と理解を深めるための啓発活

動を実施する （法務省）。

⑩ 同和問題に係る人権問題の解決を図るた

め，法務局・地方法務局の常設人権相談所

において人権相談に積極的に取り組むとと

もに，同和問題に関し人権侵害を受けたと

する者が利用しやすい人権相談体制を充実

させる。なお，相談に当たっては，関係機

関と密接な連携協力を図るものとする （法。

務省）

(6) アイヌの人々

アイヌの人々は，少なくとも中世末期以降の

歴史の中では，当時の「和人」との関係におい

て北海道に先住していた民族であり，現在にお

いてもアイヌ語等を始めとする独自の文化や伝

統を有している。しかし，アイヌの人々の民族

としての誇りの源泉であるその文化や伝統は，

江戸時代の松前藩による支配や，維新後の「北

」 ，海道開拓 の過程における同化政策などにより

今日では十分な保存，伝承が図られているとは

言い難い状況にある。また，アイヌの人々の経

済状況や生活環境，教育水準等は，これまでの

北海道ウタリ福祉対策の実施等により着実に向

上してきてはいるものの，アイヌの人々が居住

する地域において，他の人々となお格差がある

ことが認められるほか，結婚や就職等における

偏見や差別の問題がある。

このような状況の下，平成 年 月，内閣官7 3
房長官の私的諮問機関として「ウタリ対策のあ

り方に関する有識者懇談会」が設置され，法制

度の在り方を含め今後のウタリ対策の在り方に

ついて検討が進められることとなり，同懇談会

から提出された報告書の趣旨を踏まえて，平成

年 月 「アイヌ文化の振興並びにアイヌの9 5 ，

伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法

律 （平成 年法律第 号）が制定された。現」 9 52
在，同法に基づき，アイヌに関する総合的かつ

実践的な研究，アイヌ語を含むアイヌ文化の振

興及びアイヌの伝統等に関する知識の普及啓発

を図るための施策が推進されている。

こうした動向等を踏まえ，国民一般がアイヌ

の人々の民族としての歴史，文化，伝統及び現

状に関する認識と理解を深め，アイヌの人々の

人権を尊重するとの観点から，以下の取組を積

極的に推進することとする。

① アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統及び

アイヌ文化に関する国民に対する知識の普

及及び啓発を図るための施策を推進する 文。（

部科学省，国土交通省）

② アイヌの人々に対する偏見や差別意識を解

消し，その固有の文化や伝統に対する正し

い認識と理解を深め，アイヌの人々の尊厳

を尊重する社会の実現を目指して，人権尊

重思想の普及高揚を図るための啓発活動を

充実・強化する （法務省）。

③ 学校教育では，アイヌの人々について，社
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会科等において取り上げられており，今後

とも引き続き基本的人権の尊重の観点に立

った教育を推進するため，教職員の研修を

推進する （文部科学省）。

④ 各高等教育機関等におけるアイヌ語やアイ

ヌ文化に関する教育研究の推進に配慮する。

（文部科学省）

⑤ 生活館において，アイヌの人々の生活の改

善向上・啓発等の活動を推進する （厚生労。

働省）

⑥ アイヌの人々に関しては，結婚や就職等に

おける差別等の問題があるが，そのような

事案が発生した場合には，人権侵犯事件と

しての調査・処理や人権相談の対応など当

該事案に応じた適切な解決を図るとともに，

関係者に対しアイヌの人々の人権の重要性

及びアイヌの文化・伝統に対する正しい認

識と理解を深めるための啓発活動を実施す

る （法務省）。

⑦ アイヌの人々の人権問題の解決を図るた

め，法務局・地方法務局の常設人権相談所

において人権相談に積極的に取り組むとと

もに，アイヌの人々が利用しやすい人権相

談体制を充実させる。なお，相談に当たっ

ては，関係機関と密接な連携協力を図るも

のとする （法務省）。

(7) 外国人

近年の国際化時代を反映して，我が国に在留

。 ，する外国人は年々急増している 日本国憲法は

権利の性質上，日本国民のみを対象としている

と解されるものを除き，我が国に在留する外国

人についても，等しく基本的人権の享有を保障

しているところであり，政府は，外国人の平等

の権利と機会の保障，他国の文化・価値観の尊

重，外国人との共生に向けた相互理解の増進等

に取り組んでいる。

しかし，現実には，我が国の歴史的経緯に由

来する在日韓国・朝鮮人等をめぐる問題のほ

か，外国人に対する就労差別や入居・入店拒否

など様々な人権問題が発生している。その背景

には，我が国の島国という地理的条件や江戸幕

府による長年にわたる鎖国の歴史等に加え，他

国の言語，宗教，習慣等への理解不足からくる

外国人に対する偏見や差別意識の存在などが挙

げられる。これらの偏見や差別意識は，国際化

の著しい進展や人権尊重の精神の国民への定

着，様々な人権教育・啓発の実施主体の努力に

より，外国人に対する理解が進み，着実に改善

の方向に向かっていると考えられるが，未だに

一部に問題が存在している。

以上のような認識に立ち，外国人に対する偏

見や差別意識を解消し，外国人の持つ文化や多

様性を受け入れ，国際的視野に立って一人一人

の人権が尊重されるために，以下の取組を積極

的に推進することとする。

① 外国人に対する偏見や差別意識を解消し，

外国人の持つ文化，宗教，生活習慣等にお

ける多様性に対して寛容な態度を持ち，こ

れを尊重するなど，国際化時代にふさわし

い人権意識を育てることを目指して，人権

尊重思想の普及高揚を図るための啓発活動

を充実・強化する （法務省）。

② 学校においては，国際化の著しい進展を踏

まえ，各教科，道徳，特別活動，総合的な

学習の時間といった学校教育活動全体を通

じて，広い視野を持ち，異文化を尊重する

態度や異なる習慣・文化を持った人々と共

に生きていく態度を育成するための教育の

充実を図る。また，外国人児童生徒に対し

て，日本語の指導を始め，適切な支援を行

っていく （文部科学省）。

③ 外国人に関しては，就労における差別や入

居・入店拒否，在日韓国・朝鮮人児童・生

徒への暴力や嫌がらせ等の問題があるが，

そのような事案が発生した場合には，人権

侵犯事件としての調査・処理や人権相談の

対応など当該事案に応じた適切な解決を図

るとともに，関係者に対し外国人の人権の

重要性について正しい認識と理解を深める

ための啓発活動を実施する （法務省）。

④ 外国人の人権問題の解決を図るため，法務

局・地方法務局の常設人権相談所において

人権相談に積極的に取り組むとともに，通

訳を配置した外国人のための人権相談所を

開設するなど，人権相談体制を充実させる。

なお，相談に当たっては，関係機関と密接

な連携協力を図るものとする （法務省）。

(8) ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等

医学的に見て不正確な知識や思いこみによる

過度の危機意識の結果，感染症患者に対する偏

見や差別意識が生まれ，患者，元患者や家族に

対する様々な人権問題が生じている。感染症に

ついては，まず，治療及び予防といった医学的

な対応が不可欠であることは言うまでもない

が，それとともに，患者，元患者や家族に対す

る偏見や差別意識の解消など，人権に関する配

慮も欠かせないところである。

ア ＨＩＶ感染者等

ＨＩＶ感染症は，進行性の免疫機能障害

を特徴とする疾患であり，ＨＩＶによって

引き起こされる免疫不全症候群のことを特

にエイズ（ＡＩＤＳ）と呼んでいる。エイ

ズは， 年（昭和 年）にアメリカ合衆1981 56
国で最初の症例が報告されて以来，その広

がりは世界的に深刻な状況にあるが，我が
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国においても昭和 年 月に最初の患者が60 3
発見され，国民の身近な問題として急速に

クローズアップされてきた。

エイズ患者やＨＩＶ感染者に対しては，

正しい知識や理解の不足から，これまで多

くの偏見や差別意識を生んできたが，その

ことが原因となって，医療現場における診

療拒否や無断検診のほか，就職拒否や職場

解雇，アパートへの入居拒否・立ち退き要

求，公衆浴場への入場拒否など，社会生活

の様々な場面で人権問題となって現れてい

る。しかし，ＨＩＶ感染症は，その感染経

路が特定している上，感染力もそれほど強

いものでないことから，正しい知識に基づ

いて通常の日常生活を送る限り，いたずら

に感染を恐れる必要はなく，また，近時の

医学的知識の蓄積と新しい治療薬の開発等

によってエイズの発症を遅らせたり，症状

を緩和させたりすることが可能になってき

ている。

政府としては，基本的人権尊重の観点か

ら，すべての人の生命の尊さや生存するこ

との大切さを広く国民に伝えるとともに，

エイズ患者やＨＩＶ感染者との共存・共生

に関する理解を深める観点から，以下の取

組を積極的に推進することとする。

① ＨＩＶ感染症等に関する啓発資料の作

成・配布，各種の広報活動，世界エイズ

デーの開催等を通じて，ＨＩＶ感染症等

についての正しい知識の普及を図ること

により，エイズ患者やＨＩＶ感染者に対

する偏見や差別意識を解消し，ＨＩＶ感

染症及びその感染者等への理解を深める

ための啓発活動を推進する （法務省，厚。

生労働省）

② 学校教育においては，エイズ教育の推

進を通じて，発達段階に応じて正しい知

識を身に付けることにより，エイズ患者

やＨＩＶ感染者に対する偏見や差別をな

くすとともに，そのための教材作成や教

職員の研修を推進する （文部科学省）。

③ 職場におけるエイズ患者やＨＩＶ感染

者に対する誤解等から生じる差別の除去

等のためのエイズに関する正しい知識を

普及する （厚生労働省）。

④ エイズ患者やＨＩＶ感染者に関しては，

日常生活，職場，医療現場等における差

， ，別 プライバシー侵害等の問題があるが

そのような事案が発生した場合には，人

権侵犯事件としての調査・処理や人権相

談の対応など当該事案に応じた適切な解

決を図るとともに，関係者に対しエイズ

患者やＨＩＶ感染者の人権の重要性につ

いて正しい認識と理解を深めるための啓

発活動を実施する （法務省）。

⑤ エイズ患者やＨＩＶ感染者の人権問題

の解決を図るため，法務局・地方法務局

の常設人権相談所において人権相談に積

極的に取り組むとともに，相談内容に関

する秘密維持を一層厳格にするなどエイ

ズ患者やＨＩＶ感染者が利用しやすい人

権相談体制を充実させる。なお，相談に

当たっては，関係機関と密接な連携協力

を図るものとする （法務省）。

イ ハンセン病患者・元患者等

ハンセン病は，らい菌による感染症であ

るが，らい菌に感染しただけでは発病する

可能性は極めて低く，発病した場合であっ

ても，現在では治療方法が確立している。

また，遺伝病でないことも判明している。

したがって，ハンセン病患者を隔離する

必要は全くないものであるが，従来，我が

国においては，発病した患者の外見上の特

徴から特殊な病気として扱われ，古くから

施設入所を強制する隔離政策が採られてき

た。この隔離政策は，昭和 年に改正され28
た「らい予防法」においても引き続き維持

され，さらに，昭和 年代に至ってハンセ30
ン病に対するそれまでの認識の誤りが明白

となった後も，依然として改められること

はなかった。平成 年に「らい予防法の廃止8
に関する法律」が施行され，ようやく強制

隔離政策は終結することとなるが，療養所

入所者の多くは，これまでの長期間にわた

る隔離などにより，家族や親族などとの関

係を絶たれ，また，入所者自身の高齢化等

により，病気が完治した後も療養所に残ら

ざるを得ないなど，社会復帰が困難な状況

にある。

， ，このような状況の下 平成 年 月 日13 5 11
ハンセン病患者に対する国の損害賠償責任

を認める下級審判決が下されたが，これが

大きな契機となって，ハンセン病問題の重

大性が改めて国民に明らかにされ，国によ

るハンセン病患者及び元患者に対する損失

補償や，名誉回復及び福祉増進等の措置が

図られつつある。

政府としては，ハンセン病患者・元患者

等に対する偏見や差別意識の解消に向けて，

より一層の強化を図っていく必要があり，

以下の取組を積極的に推進することとする。

① ハンセン病に関する啓発資料の作成・

配布，各種の広報活動，ハンセン病資料

館の運営等を通じて，ハンセン病につい

，ての正しい知識の普及を図ることにより

ハンセン病に対する偏見や差別意識を解

消し，ハンセン病及びその感染者への理
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解を深めるための啓発活動を推進する。

学校教育及び社会教育においても，啓発

資料の適切な活用を図る （法務省，厚生。

労働省，文部科学省）

② ハンセン病患者・元患者等に関しては，

入居拒否，日常生活における差別や嫌が

らせ，社会復帰の妨げとなる行為等の問

題があるが，そのような事案が発生した

場合には，人権侵犯事件としての調査・

処理や人権相談の対応など当該事案に応

じた適切な解決を図るとともに，関係者

に対しハンセン病に関する正しい知識と

ハンセン病患者・元患者等の人権の重要

性について理解を深めるための啓発活動

を実施する （法務省）。

③ ハンセン病患者・元患者等の人権問題

の解決を図るため，法務局・地方法務局

の常設人権相談所において人権相談に積

極的に取り組む。特に，ハンセン病療養

所の入所者等に対する人権相談を積極的

に行い，入所者の気持ちを理解し，少し

でも心の傷が癒されるように努める。な

お，相談に当たっては，関係機関と密接

な連携協力を図るものとする （法務省）。

(9) 刑を終えて出所した人

刑を終えて出所した人に対しては，本人に真

しな更生の意欲がある場合であっても，国民の

意識の中に根強い偏見や差別意識があり，就職

に際しての差別や住居等の確保の困難など，社

会復帰を目指す人たちにとって現実は極めて厳

しい状況にある。

刑を終えて出所した人が真に更生し，社会の

一員として円滑な生活を営むことができるよう

， ，にするためには 本人の強い更生意欲とともに

家族，職場，地域社会など周囲の人々の理解と

協力が欠かせないことから，刑を終えて出所し

た人に対する偏見や差別意識を解消し，その社

会復帰に資するための啓発活動を今後も積極的

に推進する必要がある。

(10) 犯罪被害者等

近時，我が国では，犯罪被害者やその家族の

人権問題に対する社会的関心が大きな高まりを

見せており，犯罪被害者等に対する配慮と保護

を図るための諸方策を講じることが課題となっ

ている。

犯罪被害者等の権利の保護に関しては，平成

年に犯罪被害者等の保護を図るための刑事12
手続に付随する措置に関する法律の制定，刑事

訴訟法や検察審査会法，少年法の改正等一連の

法的措置によって，司法手続における改善が図

られたほか，平成 年には犯罪被害者等給付13
金支給法が改正されたところであり，今後，こ

うした制度の適正な運用が求められる。

また，犯罪被害者等をめぐる問題としては，

マスメディアによる行き過ぎた犯罪の報道によ

るプライバシー侵害や名誉毀損，過剰な取材に

よる私生活の平穏の侵害等を挙げることができ

る。犯罪被害者は，その置かれた状況から自ら

被害を訴えることが困難であり，また，裁判に

訴えようとしても訴訟提起及びその追行に伴う

負担が重く，泣き寝入りせざるを得ない場合が

少なくない。

こうした動向等を踏まえ，マスメディアの自

主的な取組を喚起するなど，犯罪被害者等の人

権擁護に資する啓発活動を推進する必要があ

る。

(11) インターネットによる人権侵害

インターネットには，電子メールのような特

定人間の通信のほかに，ホームページのような

不特定多数の利用者に向けた情報発信，電子掲

示板を利用したネットニュースのような不特定

多数の利用者間の反復的な情報の受発信等があ

る。いずれも発信者に匿名性があり，情報発信

が技術的・心理的に容易にできるといった面が

あることから，例えば，他人を誹謗中傷する表

現や差別を助長する表現等の個人や集団にとっ

て有害な情報の掲載，少年被疑者の実名・顔写

真の掲載など，人権にかかわる問題が発生して

いる。

憲法の保障する表現の自由に十分配慮すべき

ことは当然であるが，一般に許される限度を超

えて他人の人権を侵害する悪質な事案に対して

は，発信者が判明する場合は，同人に対する啓

発を通じて侵害状況の排除に努め，また，発信

者を特定できない場合は，プロバイダーに対し

て当該情報等の停止・削除を申し入れるなど，

業界の自主規制を促すことにより個別的な対応

を図っている。

こうした動向等を踏まえ，以下の取組を積極

的に推進することとする。

① 一般のインターネット利用者やプロバイダ

ー等に対して，個人のプライバシーや名誉

に関する正しい理解を深めることが肝要で

あり，そのため広く国民に対して啓発活動

を推進する （法務省）。

② 学校においては，情報に関する教科におい

て，インターネット上の誤った情報や偏っ

た情報をめぐる問題を含め，情報化の進展

が社会にもたらす影響について知り，情報

の収集・発信における個人の責任や情報モ

ラルについて理解させるための教育の充実

を図る （文部科学省）。

(12) その他

以上の類型に該当しない人権問題，例えば，
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同性愛者への差別といった性的指向に係る問題

や新たに生起する人権問題など，その他の課題

についても，それぞれの問題状況に応じて，そ

の解決に資する施策の検討を行う。

３ 人権にかかわりの深い特定の職業に従事

する者に対する研修等

人権教育・啓発の推進に当たっては，人権にか

かわりの深い特定の職業に従事する者に対する研

修等の取組が不可欠である。

国連 年国内行動計画においては，人権にかか10
わりの深い特定の職業に従事する者として，検察

職員，矯正施設・更生保護関係職員等，入国管理

， ， ，関係職員 教員・社会教育関係職員 医療関係者

福祉関係職員，海上保安官，労働行政関係職員，

消防職員，警察職員，自衛官，公務員，マスメデ

ィア関係者の１３の業種に従事する者を掲げ，こ

れらの者に対する研修等における人権教育 啓発・

の充実に努めるものとしている。これを受けて関

係各府省庁では，それぞれ所要の取組が実施され

ているところであるが，このような関係各府省庁

の取組は今後とも充実させる方向で積極的に推進

する必要がある。その際，例えば，研修プログラ

ムや研修教材の充実を図ることなどが望まれる。

また，議会関係者や裁判官等についても，立法

府及び司法府において同様の取組があれば，行政

府としての役割を踏まえつつも，情報の提供や講

。師の紹介等可能な限りの協力に努めるものとする

４ 総合的かつ効果的な推進体制等

(1) 実施主体の強化及び周知度の向上

人権教育・啓発を効果的に推進するために

は，人権教育・啓発の実施主体の体制を質・量

の両面にわたって充実・強化していく必要があ

る。特に，各地域に密着した効果的な人権啓発

を行うためには，現在，全国に約 名配14,000
置されている人権擁護委員の活用が有効かつ不

可欠であるが，その際，適正な人材の確保・配

置などにも配慮し，その基盤整備を図る必要が

ある。

また，法務省の人権擁護機関を始めとする実

施主体に関する国民一般の認識は，世論調査の

結果等によれば，十分とは言えない。一般に，

実施主体の組織及び活動について啓発対象者が

十分な認識を持っていればいるほど，啓発効果

も大きなものを期待することができることか

ら，各実施主体は，広報用のパンフレットを作

成したり，ホームページを開設するなど，平素

から積極的な広報活動に努めるべきである。

(2) 実施主体間の連携

ア 既存組織の強化

人権教育・啓発の推進に関しては，現在，

様々な分野で連携を図るための工夫が凝ら

されているが，今後ともこれらを充実させ

ていくことが望まれる。

特に，国における「人権教育・啓発に関

12 9 25する中央省庁連絡協議会 平成 年 月」（

日，関係府省庁の事務次官等申合せにより

設置）及び地方における「人権啓発活動ネ

ットワーク協議会 （人権啓発活動ネットワ」

ーク事業の一環として，法務省が平成 年10
度からその構築を進めており，既に全都道

府県に設置されているほか，市町村レベル

についても，各法務局，地方法務局の直轄

及び課制支局管内を中心に設置が進められ

ている）は，人権教育・啓発一般にかかわ

る連携のための横断的な組織であって，人

権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進を

図る上で大きな役割を担っており，その組

織力や活動の充実強化等，更なる整備・発

展を図っていくべきである。

イ 新たな連携の構築

人権教育・啓発をより一層総合的かつ効

果的に推進していくためには，既存組織の

連携の強化のみならず，新たな連携の構築

も視野に入れる必要がある。例えば，対象

者の発達段階に応じた人権教育・啓発を円

滑に実施するためには，幼稚園，小・中・

高等学校などの学校教育機関及び公民館な

どの社会教育機関と，法務局・地方法務局，

人権擁護委員などの人権擁護機関との間に

おける連携の構築が重要である。

また，女性，子ども，高齢者等の各人権

課題ごとに，関係する様々な機関において，

その特質を踏まえた各種の取組が実施され

ているところであるが，これらをより総合

的かつ効果的に推進するためには，これら

関係機関の一層緊密な連携を図ることが重

要であり，各人権課題・分野等に即して，

より柔軟かつ幅広い連携の在り方が検討さ

れるべきである。

さらに，人権擁護の分野においては，公

益法人や民間のボランティア団体，企業等

が多種多様な活動を行っており，今後とも

人権教育・啓発の実施主体として重要な一

翼を担っていくことが期待されるが，その

ような観点からすれば，これら公益法人や

民間団体，企業等との関係においても，連

携の可能性やその範囲について検討してい

くべきである。なお，連携に当たっては，

教育・啓発の中立性が保たれるべきである

ことは当然のことである。

(3) 担当者の育成

国及び地方公共団体は，研修等を通じて，人

権教育・啓発の担当者の育成を図ることが重要

である。
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また，日常生活の中で人権感覚を持って行動

できる人材を育成するため，社会教育において

推進している事業で得た成果や（財）人権教育

啓発推進センターなどの専門機関の豊富な知識

と経験等を活用し，人権教育・啓発の担当者の

育成を図るための研修プログラムの策定につい

ても検討すべきである。なお，国及び地方公共

団体が研修を企画・実施する場合において，民

間の専門機関を活用するに当たっては，教育・

啓発の中立性に十分配慮する必要がある。

さらに，人権教育・啓発の担当者として，日

頃から人権感覚を豊かにするため，自己研鑽に

努めることが大切であり，主体的な取組を促し

ていくことが重要である。

(4) 文献・資料等の整備・充実

人権に関する文献や資料等は，効果的な人権

教育・啓発を実施していく上で不可欠のもので

あるから，その整備・充実に努めることが肝要

である。そして，人権教育・啓発の各実施主体

等関係諸機関が保有する資料等については，そ

の有効かつ効率的な活用を図るとの観点から，

各機関相互における利用を促進するための情報

ネットワーク化を検討するほか，多くの人々が

こうした情報にアクセスしやすい環境の整備・

充実に努めることが望まれる。

また，人権に関する国内外の情勢は時の経過

とともに変遷するものであるから，時代の流れ

を反映した文書等，国内外の新たな文献や資料

等の収集・整備を図るとともに，従来必ずしも

調査研究が十分でなかった分野等に関するもの

， 。についても 積極的に収集に努める必要がある

さらに，人権に関する各種蔵書やこれまでに

地方公共団体が作成した各種の啓発冊子，ポス

ター，ビデオなどで構成されている(財)人権教

育啓発推進センターの「人権ライブラリー」の

充実を図り，人権教育・啓発に関する文献・資

料の活用に関する環境の向上に資することが重

要である。

(5) 内容・手法に関する調査・研究

ア 既存の調査・研究の活用

企業，民間団体等が実施した人権教育・

啓発の内容・手法に関する調査・研究は，

斬新な視点（例えば，ターゲットを絞って，

集中的かつ綿密な分析を行うなど）からの

アプローチが期待でき，その調査・研究の

手法を含めた成果等を活用することにより，

より効果的な啓発が期待できる。

また，地方公共団体は，これまで様々な

人権問題の啓発に取り組んできており，そ

の啓発手法等に関する調査・研究には多大

の実績がある。これらの調査・研究の成果

等は，地域の実情，特性を踏まえた地域住

民の人権意識の高揚を図る観点から取り組

まれたものとして，各地域の実情を反映し

た参考とすべき多くの視点が含まれている。

さらに，日本国内における人権に関する

調査・研究の成果等とは別に，諸外国にお

ける調査・研究の成果等を活用することも，

次のような意味にかんがみて，十分検討に

値するものである。

① 人権擁護に関する制度的な差異に着目

して啓発手法の比較検討ができ，新たな

手法創出の参考となる。

② 調査・研究の成果等から諸外国におけ

る国民，住民の人権意識の状況等を知る

ことができ，我が国の人権状況の把握に

資する。

イ 新たな調査・研究等

より効果的な啓発内容及び啓発手法に関

する新たな調査・研究も必要であるが，そ

のための条件整備の一環として，啓発内容

及び啓発手法に関する開発スタッフ等の育

成が重要である。

また，民間における専門機関等には，啓

発のノウハウについて豊富な知識と経験を

有するスタッフにより，多角的な視点から

効果的な啓発内容及び啓発手法を開発する

ことを期待することができることから，こ

れら民間の専門機関等への開発委託を行う

ほか，共同開発を推進することも望まれる。

ウ その他

調査・研究及び開発された人権教育・啓

発の内容・手法を実際に人権啓発フェステ

ィバル等において実践し，その啓発効果等

を検証する仕組みについても検討する必要

がある。

(6) (財) 人権教育啓発推進センターの充実

（財）人権教育啓発推進センターには，民間

団体としての特質を生かした人権教育・啓発活

動を総合的に行うナショナルセンターとしての

役割が期待されている。

そこで，その役割を十分に果たすため，組織

・機構の整備充実，人権課題に関する専門的知

識を有するスタッフの育成・確保など同センタ

ーの機能の充実を図るとともに，人権ライブラ

リーの活用，人権啓発指導者養成研修のプログ

ラムや人権教育・啓発に関する教材や資料の作

成など，同センターにおいて実施している事業

のより一層の充実が必要である。

なお （財）人権教育・啓発推進センターの，

充実に当たっては，民間団体としての特質を十

分生かした方策とするとともに，政府において

検討が進められている公益法人に関する改革と

整合的なものとなるよう十分配慮する必要があ

る。
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(7) マスメディアの活用等

ア マスメディアの活用

人権教育・啓発の推進に当たって，教育

・啓発の媒体としてマスメディアの果たす

役割は極めて大きいことから，より多くの

国民に効果的に人権尊重の理念の重要性を

伝えるためには，マスメディアの積極的な

活用が不可欠である。

マスメディアには，映像，音声，文字を

始め多種多様な媒体があり，各々その特性

があることから，媒体の選定に当たっては

当該媒体の特性を十分考慮し，その効用を

最大限に活用することが重要である。

イ 民間のアイディアの活用

人権教育・啓発に関するノウハウについ

て，民間は豊富な知識と経験を有しており，

多角的な視点から，より効果的な手法を駆

使した教育・啓発の実施が期待できること

から，その積極的活用が望まれる。また，

民間の活用に当たっては，委託方式も視野

に入れ，より効果を高めていく努力をする

とともに，教育・啓発の中立性に十分配慮

する必要がある。

ウ 国民の積極的参加意識の醸成

人権教育・啓発を効果的に行うためには，

広く国民に対して自然な形で人権問題につ

いて興味を持ってもらう手法が有意義であ

る。そのような手法の一つとして，現在で

も，例えば，人権標語，人権ポスター図案

の作成等について一般国民からの募集方式

を導入し，優秀作品に対して表彰を行うと

ともに，優秀作品の積極的な活用に努めて

いるところであるが，今後とも，創意工夫

を凝らしながら，積極的に推進する必要が

ある。

(8) インターネット等ＩＴ関連技術の活用

近年，情報伝達の媒体としてのインターネッ

トは長足の進歩を遂げ，更に急速な発展を続け

ている。そこで，高度情報化時代におけるイン

ターネットの特性を活用して，広く国民に対し

て，多種多様の人権関係情報（例えば，条約，

法律，答申，条例，各種啓発資料（冊子，リー

フレット，ポスター，ビデオ等 ）を提供する）

とともに，基本的人権の尊重の理念を普及高揚

させるための人権啓発活動（例えば，世界人権

宣言の内容紹介，各種人権問題の現況及びそれ

らに対する取組の実態の紹介，その他人権週間

行事など各種イベントの紹介等）を推進する。

， ，また 人権教育・啓発に関する情報に対して

多くの人々が容易に接し，活用することができ

るよう，人権教育・啓発の実施主体によるホー

ムページの開設，掲載内容の充実，リンク集の

， 。開発 情報端末の効果的な利用なども望まれる

第５章 計画の推進

１ 推進体制

政府は，人権教育・啓発の総合的かつ計画的

な推進を図るため，法務省及び文部科学省を中

心とする関係各府省庁の緊密な連携の下に本基

本計画を推進する。その具体的な推進に当たっ

ては 「人権教育・啓発中央省庁連絡協議会」を，

始めとする各種の連携のための場を有効に活用

するものとする。

関係各府省庁は，本基本計画の趣旨を十分に

踏まえて，その所掌に属する施策に関する実施

体制の整備・充実を図るなど，その着実かつ効

果的な実施を図る。

２ 地方公共団体等との連携・協力

人権教育・啓発の推進については，地方公共

団体や公益法人，民間団体，企業等の果たす役

割が極めて大きい。これらの団体等が，それぞ

れの分野及び立場において，必要に応じて有機

的な連携を保ちながら，本基本計画の趣旨に沿

った自主的な取組を展開することを期待すると

ともに，本基本計画の実施に当たっては，これ

らの団体等の取組や意見にも配慮する必要があ

る。

また，地方公共団体に対する財政支援につい

ては 「国は，人権教育及び人権啓発に関する施，

策を実施する地方公共団体に対し，当該施策に

係る事業の委託その他の方法により，財政上の

措置を講ずることができる （人権教育・啓発。」

推進法第９条）との趣旨を踏まえ，適切に対応

していく。

さらに，国際的な潮流を十分に踏まえ，人権

の分野における国際的取組に積極的な役割を果

たすよう努めるものとする。

３ 計画のフォロ－アップ及び見直し

人権教育・啓発に関する国会への年次報告書

（白書）の作成・公表等を通じて，前年度の人

，権教育・啓発に関する施策の実施状況を点検し

，その結果を以後の施策に適正に反映させるなど

。基本計画のフォロ－アップに努めるものとする

また，我が国の人権をめぐる諸状況や人権教

育・啓発の現状及び国民の意識等について把握

するよう努めるとともに，国内の社会経済情勢

の変化や国際的潮流の動向等に適切に対応する

， 。ため 必要に応じて本基本計画の見直しを行う
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平成１６年度人権教育の指導方法等に関する調査研究実施要項

平成１６年４月２２日

初等中等教育局長裁定

１ 趣 旨

人権尊重社会の実現に向け 「人権教育・啓発に関する基本計画 （平成１４年３月閣議、 」

決定）に基づき、学校における人権教育を推進するため、学習指導要領等を踏まえた指導

方法の望ましい在り方等について調査研究を行う。

２ 調査研究事項

人権を取り巻く諸情勢を踏まえつつ、以下の事項について調査研究を行う。

（１）学校における人権教育の指導方法の在り方について

（２）学校における人権教育に関する学習教材の在り方について

（３）その他学校における人権教育に関する事項について

３ 実施方法

（１）別紙の協力者により、調査研究を行う。

（２）必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴くことがで

きるものとする。

４ その他

（１）この調査研究にかかる庶務は、初等中等教育局児童生徒課において処理する。

（２）児童生徒課は、調査研究の実施に当たって、教育課程課、幼児教育課等の関係課と

の連携協力を行うものとする。

(別紙省略）
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人権教育の指導方法等に関する調査研究会議委員名簿

平成１６年６月

有村 久春 昭和女子大学短期大学部初等教育学科教授

伊藤 伸子 神奈川県立高浜高等学校長

梅野 正信 鹿児島大学教育学部教授

岡田 智 群馬県教育委員会学校指導課人権教育室指導主事

座長代理 押谷 由夫 昭和女子大学短期大学部初等教育学科教授

神山 直子 東京都東村山市教育委員会学校教育部指導室指導主事

小島 勝 ※ 財団法人人権教育啓発推進センター専務理事

塩 美佐枝 聖徳大学短期大学部人文学部教授

志水 宏吉 大阪大学大学院人間科学研究科教授

菅原 寛 大阪府松原市教育委員会学校教育部長

仁科 とし子 東京都世田谷区立喜多見中学校教頭

林 尚示 山梨大学教育人間科学部助教授

座 長 福田 弘 筑波大学教育学系教授

森 実 大阪教育大学教育学部教授

山田 真茂留 早稲田大学文学部教授

若井 彌一 上越教育大学学校教育学部教授

※ 平成１６年３月までは高橋英雄財団法人人権教育啓発推進センター前専務理事
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人権教育の指導方法等に関する調査研究会議における審議の経過

平成１５年６月５日（木 （第１回会議））

○ 人権教育に関する国の動向について

平成１５年７月１４日（月 （第２回会議））

○ 人権教育に関する現状と課題について

平成１５年８月２６日（火 （第３回会議））

○ 人権教育の基本的な在り方について

○ 人権教育に関する都道府県教育委員会の取組について

平成１５年９月２２日（月 （第４回会議））

○ 高等学校における人権教育の取組について

平成１５年１０月７日（火 （第５回会議））

○ 中学校における人権教育の取組について

平成１５年１１月１７日（月）

人権教育研究指定校の視察（東京都小金井市立小金井第二小学校）

平成１５年１１月２５日（火 （第６回会議））

○ 市町村教育委員会、小学校における人権教育の取組について

平成１５年１２月４日（木）

人権教育総合推進地域の視察（大阪府茨木市立三島中学校区）

平成１５年１２月１８日（木 （第７回会議））

○ 幼児教育における取組について

○ 学校教育と子どもの権利をめぐって

平成１６年１月２２日（木 （第８回会議））

○ 論点整理について

平成１６年２月２３日（月 （第９回会議））

○ 骨子案について
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平成１６年３月１５日（月 （第１０回会議））

○ とりまとめ（たたき台）について

平成１６年４月２３日（金 （第１１回会議））

○ とりまとめ案について

平成１６年５月１日～２１日

人権教育の指導方法等の在り方について［第一次とりまとめ］(案)について

意見募集を実施

平成１６年６月１日（火 （第１２回会議））

○ 人権教育の指導方法等の在り方について［第一次とりまとめ （案）］

について



→人権教育研究指定校等の実践事例を踏まえつつ、引き続き検討
→人権教育研究指定校等の実践事例を踏まえつつ、引き続き検討

人権教育の指導方法等の在 り方 について［第一次とりまとめ］ ( 概要 )
は じ め に

学校教育における人権教育の現状

＝ 「知的理解知的理解 にとどまり、人権感覚人権感覚 が十分身に付いていないなど指導方法の問題」

第Ⅰ節 学校教育における人権教育の改善・充実についての基本的考え方

（１）人権教育の目標

○ 人権尊重の理念について、特に人権感覚人権感覚の側面について分かりやすく表現
［自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること］［自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること］

○ 人権教育の目標

人権の意義・内容や重要性について理解人権の意義・内容や重要性について理解する

［自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること］［自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること］ができ、それが様々な場面
や状況下での具体的な態度や行動に現れる具体的な態度や行動に現れるようにする

（２）［自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること］［自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること］ができるような
児童生徒の育成

○ 人権感覚を身に付ける人権感覚を身に付ける
自らの大切さや他の人の大切さを児童生徒自身が感じ取ることができるようにする

○ 態度や行動に現れる態度や行動に現れる
他の人と共によりよく生きようとする態度や規範等を尊重し義務や責任を果たす態度、

人権問題を解決しようとする実践的な行動力などを身に付けることができるようにする
（具体的には、例えば①他人の立場に立つ想像力、②コミュニケーション能力、③人間
関係を調整する能力などを培う。）

第Ⅱ節 学校教育における指導の改善・充実に向けた視点

（１）人権教育全般に関わる視点
① 教職員における人権尊重の理念の理解・体得
② 学校教育活動全体を通じた人権教育の推進

（２）人権教育を進める上での組織的体制と連携に関わる視点
③ 学校としての組織的な取組とその点検・評価
④ 家庭・地域との連携及び校種間の連携

（３）内容・方法にかかわる視点
⑤ 自主性の尊重や体験的な活動を取り入れるなどの指導方法の工夫
⑥ 児童生徒の発達段階や実態に即した内容・方法
⑦ 教育の中立性の確保
⑧ 効果的な学習教材の選定・開発

第Ⅲ節 人権教育の指導の改善・充実に向けてのポイント

おわ り に

○ 各学校における人権教育の指導方法等の改善・充実の努力
○ 教育委員会における各学校への指導・助言や支援のさらなる充実及び条件整備
○ 国における教育委員会や学校に対する支援の一層の充実及び条件整備

平成16年6月
人権教育の指導方法等に関する調査研究会議
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